
○ 法人等に関する情報 

【法５条２号本文関係】 

46 答申１３（行情）１５６ 

「柔道整復師に対する行政

処分命令書の一部開示決定

に関する件」 

 

・ 柔道整復師の業務停止処

分に係る情報は，法人情報

ではなく個人情報である

としたもの 

２ 不開示情報該当性について 
（１）免許に係る行政処分の法５条１号該当性 
      柔道整復師の行政処分は，柔道整復師法８条に基づき厚生労働大

臣がその免許を取り消し，又は期間を定めてその業務の停止を命ず

るものである。また，その他の医療関係職種である医師，歯科医師，

薬剤師，看護婦等（以下「医師等」という。）についても同様の処

分制度が設けられている。 
      これらの医療関係職種に対する処分は，その本質は当該個人に対

して科される制裁として捉えられるべきものであって，特定の柔道

整復師に対する行政処分に関する情報は，その結果如何により当該

処分を受けた者の柔道整復師としての事業活動が制約される場合

があるという点において，当該柔道整復師の事業との関連性を有す

ることがあり得るとしても，個人としての当該柔道整復師の名誉や

人格に重大なかかわりを持つ情報としての性格が強いものと認め

られる。 
      他方，法５条２号が法人その他の団体（以下「法人等」という。）

に関する一定の情報を不開示情報と定めたのは，企業情報のうち，

営業上の秘密やノウハウ等，開示することにより当該法人等の競争

上の地位や財産権その他の正当な権利利益を害するおそれのある

ものについては，企業活動への影響の観点から保護すべきものとさ

れたことによるものである。そして，事業を営む個人の当該事業に

関する情報について，これを同条１号の個人情報から除外し，同条

２号の法人情報と併せて規定した趣旨は，事業を営む個人の当該事

業に関する情報が，法人等情報と同列のものとして事業活動への影

響の観点からの基準によることが適当とされたものと解される。 
      このことからすると，個人に対する制裁として科されたものであ

って，当該個人の名誉や人格に直接かかわる行政処分に関する情報

については，立法趣旨に照らしても，法人情報と同様の判断基準に

よるべきものと言うことはできず，正に個人情報として，同条１号

の規定に基づきその開示・不開示が判断されるべきものと思料す

る。 
      なお，個人に関する情報に該当するか否かは，柔道整復師法４条

のいずれの欠格事由に該当するか，言い換えれば，行政処分に付さ

れた理由が柔道整復師の業務上の行為に起因するものであるかど

うかにより異なるものではない。 
○ ［参考答申］ 

答申２２（行情）６０４， 
６０５，６０７，６０８ 
「燃料施設新設土木その他

工事に係る積算価格内訳明

細書の一部開示決定に関す

る件外３件」 

 

整理番号１５７の答申参照 



 
・ 公共工事の予定価格及び

積算内訳等について，開示

すべきとしたもの 
 



【法５条２号ただし書関係】 

47 答申１５（行情）６１７ 

「特定会社が特定製剤の納

入に関して提出した文書の

一部開示決定に関する件」 

 

・ 法５条２号ただし書の公

益開示をすべきとしたも

の 

・ 法５条６号の国の機関等

の事業の適正な執行への

支障は，公益性を比較考慮

の上で判断するべきこと

を明らかにしたもの 

２ 不開示情報該当性について 
（４）法５条２号ただし書該当性について 

ア 民間医療機関の名称等及び当該医療機関の長の氏名等は，上記

（３）イのとおり，法５条２号イに該当すると認められるが，異

議申立人は，同号ただし書により公益開示すべき情報に該当する

旨主張していることから，以下同号ただし書該当性を検討する。 
    法５条２号ただし書は，同号イ又はロに該当する場合であって

も，人の生命，健康等を保護するため，公にすることが必要であ

ると認められる情報は開示しなければならないとしており，これ

は，当該情報を公にすることにより保護される人の生命，健康等

の利益と，これを公にしないことによる法人等の利益の保護を比

較衡量し，前者の利益が後者のそれを上回るときにこれを開示す

る趣旨である。（略） 
ウ 投与民間医療機関Ⅰは，本件対象文書に記載されている特定製

剤による肝炎発生，その疑い等の副作用，感染症に係る報告等の

内容（副作用，感染症の経過，処置等）から見て，緊急安全性情

報が配布される以前の昭和６１年から同６２年までに特定製剤を

投与し，肝炎を発症した患者が出た疑いがあると推認される医療

機関であって，当時，当該患者だけでなく，他にも当該医療機関

において特定製剤を投与された患者が存在する可能性があると推

認される。 
    諮問庁は，本件対象文書に記載されている医療機関が，特定製

剤を投与した可能性のある医療機関のすべてではなく，一部のも

のであって，不確かなものであることから，公にすることにより，

かえって本件対象文書に記載されている医療機関を受診した者だ

けが肝炎感染のリスクを有している等の誤解を国民に与え，混乱

を生じさせるおそれがある旨説明する。また，特定製剤の投与者

を含む肝炎発症リスクの高い者については，上記第３の２（２）

ウのとおり，平成１３年呼びかけにより，肝炎検査を受診するよ

う呼び掛け，検査の負担軽減策を講じているところであり，改め

て医療機関の名称等を開示する必要性はないのみならず，上記の

とおり，かえって不適切な結果を招くこととなる旨説明する。 
    そこで検討すると，確かに本件対象文書に記載されている医療

機関が，当時，特定製剤を投与した可能性のある医療機関のすべ

てではないと考えられるものの，仮にそうであったとしても，当

該医療機関を受診した者だけが肝炎感染のリスクを有しているな

どとの誤解が生じるとは考えられず，諮問庁の説明は採用できな

い。また，平成１３年呼びかけに応じ，投与された事実を承知し

ている特定製剤の被投与者は，肝炎検査を行った可能性があるも

のの，上記（１）ウのとおり，緊急安全性情報が配布された昭和

６３年６月以前に産婦人科，外科等で特定製剤を投与された患者

は，医療機関から当該製剤を使用したとの説明を受けていない場

合が多いと推測される。したがって，平成１３年呼びかけを実施

しているからといって，医療機関の名称等を開示する必要性がな



いとは言えない。 
むしろ当時肝炎発症のおそれが十分認識されず，広く使用され

ていたと考えられものであることから，当該医療機関において特

定製剤を投与された患者が他に存在する可能性があると推認さ

れること，また，そのような患者にとって特定製剤が投与された

可能性を示す情報が少ないこと，さらに，上記（１）エのとおり，

感染の可能性のある者にとって肝炎検査の早期実施が何より重

要であるということを踏まえると，投与民間医療機関Ⅰの名称を

公にすることは，感染の可能性のある者にとって肝炎検査の実施

の端緒となり得るものであることから，人の生命，健康等に対す

る被害等が発生することを防止するための必要性は極めて大き

いと言える。 
上記（３）イのとおり，民間医療機関の名称を公にした場合，

患者が減少するなど当該医療機関の競争上の地位その他正当な

利益を害するおそれがあると認められるものの，特定製剤を他の

患者にも投与した可能性の高い投与民間医療機関Ⅰについては，

その名称を公にすることにより保護される人の生命，健康等の保

護の利益が，当該情報を公にしないことによる投与民間医療機関

Ⅰの利益を上回ると認められ，法５条２号ただし書に該当し，開

示すべきである。また，投与民間医療機関Ⅰの所在地，診療科及

び連絡先電話番号並びに当該医療機関の長の氏名等についても，

当該医療機関を特定するために必要な情報であることから，同様

の理由により開示すべきである。 
（５）法５条６号該当性について 

ア 国立病院等及び県立病院等に係る法５条６号柱書き及び同号ホ

該当性について 
（イ）（略） 

しかしながら，国立病院等及び県立病院等は，そもそも民間

医療機関では対応が困難なものへの対応など公益性の高い事業

を行うものであり，そのため，患者等からの信用度もおのずか

ら高いものと考えられる。また，法５条６号は，同条２号と異

なり，人の生命，健康等を保護するため公にすることが必要で

あると認められる情報を明示的に不開示情報から除外してはい

ないが，これは，行政機関の事務又は事業は公益に適合するよ

うに行わなければならず，公にすることによって生ずる「適正

な遂行に支障を及ぼすおそれ」については，人の生命，健康等

を保護する必要性その他の公益的開示の必要性を考量した上で

判断されることになるからである。すなわち，同条６号にいう

「同号イからホまでに掲げるおそれその他当該事務又は事業の

性質上，当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ」

があるというためには，公にすることによる事務又は事業の遂

行に支障を及ぼすおそれの程度と，人の生命，健康等を保護す

るためなど公益的な開示の必要性を比較衡量した上で，なお「適

正な遂行」に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合でな

ければならないものである。（略） 
（ウ）投与国立病院等Ⅰ及び投与県立病院等Ⅰは，上記（４）ウの



投与民間医療機関Ⅰと同様，本件対象文書に記載されている特

定製剤による肝炎発生，その疑い等の副作用，感染症に係る報

告等の内容（副作用，感染症の経過，処置等）から見て，緊急

安全性情報が配布される以前の昭和６１年から同６２年までに

特定製剤を投与し，肝炎を発症した患者が出た疑いがあると推

認される医療機関である。よって，当該国立病院等及び県立病

院等において当時，当該患者だけでなく，他にも当該医療機関

において特定製剤を投与された患者が存在する可能性があると

推認され，上記（４）ウと同様の理由により，その名称を公に

することは，人の生命，健康等に対する被害等が発生すること

を防止するために必要であると認められる。そのような点を踏

まえると，上記（イ）のとおり，当該医療機関の名称を公にす

ることにより，当該医療機関における診療等の事務又は事業に

何らかの支障を来すなどのおそれは認められるものの，その名

称を公にすることにより保護される人の生命，健康等の保護の

利益が，当該情報を公にしないことによる投与国立病院等Ⅰ及

び投与県立病院等Ⅰの利益を上回ると認められることにかんが

みれば，その名称を公にすることにより，投与県立病院等Ⅰが

行う医療に関する事業に関し，その経営上の正当な利益を害す

るおそれがあるとまでは認められないとともに，投与国立病院

等Ⅰ及び投与県立病院等Ⅰともにこれらが行う医療に関する事

務又は事業の性質上，当該事務又は事業の適正な遂行に支障を

及ぼすおそれがあるとは認められない。したがって，投与国立

病院等Ⅰ及び投与県立病院等Ⅰの名称は，法５条６号柱書き及

び同号ホの不開示情報に該当するとは認められず，開示すべき

である。また，当該投与国立病院等Ⅰ及び投与県立病院等Ⅰの

特定につながる情報であるその所在地，診療科及び連絡先電話

番号並びに当該医療機関の長の氏名等も，同様の理由により，

開示すべきである。 
48 答申１６（行情）４４８～４

７７ 

「特定会社報告書資料「特定

製剤使用症例調査を再度徹

底のこと」の開示決定に関す

る件（第三者不服申立て）外

４件」 

 

・ 特定製剤の納入先医療機

関の名称等について正当

な利益侵害該当性を認め

たもの 

・ 特定製剤の納入先医療機

関の名称等について法５

条２号ただし書該当性を

認めなかったもの 

２ 不開示情報該当性について 
（２）法５条２号イ該当性について 

ア 投与民間医療機関Ⅰについて 
（ア）本件対象文書を見分すると，異議申立人３９３，異議申立人

３９５，異議申立人４００，異議申立人４０４及び異議申立人

４１０に係る医療機関は，投与民間医療機関Ⅰに該当する。 
   これらの医療機関は，上記（１）オ（イ）のとおり，昭和６

１年から同６２年までに特定製剤を投与し，肝炎を発症した患

者が出た疑いがあると推認できる医療機関であり，いずれも上

記（１）カの医療機関の名称等の公表の対象となっていること

が確認された。 
また，本件対象文書には，上記１（２）のとおり，当該医療

機関から特定製剤による肝炎発生，その疑い等の副作用，感染

症に係る報告等の内容（報告等の年月日，副作用，感染症の経

過，処置等），報告等に対する特定会社の支店等の担当者の意見

等が記載され，開示されているが，本件対象文書は，特定会社

が独自に作成したものであり，また，その記載が詳細にわたっ



ているものであることにかんがみると，本件対象文書に記載さ

れている情報は，厚生労働省による調査，確認等に基づき公表

された単に特定製剤を納入したとされる医療機関の名称等に関

する情報とはおおよそ性質の異なるものであると認められる。 
   以上のような事情を踏まえると，上記（１）カの公表により

これらの医療機関の名称等が公表された現在においても，本件

対象文書におけるこれらの医療機関の名称等が公にされた場

合，これらの医療機関が，特定製剤を投与し，又は投与した患

者を治療した当時において仮にそれが適正なものであったとし

ても，本件対象文書の記述からだけでは，特定製剤の投与の有

無，投与や治療に至った経緯，その後の経過等の詳細が必ずし

も明らかではないため，依然として，なお，特定製剤等の投与

によりＣ型肝炎といういわゆる薬害を生じさせた医療機関であ

るとの悪いイメージを一律に持たれることは避けられない。し

たがって，前回答申と同様，これらの医療機関の名称等を公に

した場合，医療という人の生命，身体に直接関係する業種であ

るだけに，当該医療機関で過去に治療等を受けた者が不安を訴

え，あるいは現在治療等を受けている者がその内容に不信感を

抱くなどして，当該医療機関における診療等の事務に支障を来

すなど正当な利益を害するおそれがあるとともに，上記のよう

な悪いイメージに基づいてその信用が低下し，患者が減少する

など他の医療機関との競争上の地位を害するおそれがあると考

えられる。したがって，上記の投与民間医療機関Ⅰに該当する

医療機関の名称，所在地及び連絡先電話番号並びに当該医療機

関の長の氏名は，法５条２号イに該当すると認められる。 
（イ）また，前回答申においては，上記（１）オ（イ）のとおり，

特定製剤を投与された患者にとって特定製剤が投与された可能

性を示す情報が少ないこと，感染の可能性のある者にとって肝

炎検査の早期実施が何より重要であるということなどを踏ま

え，投与民間医療機関Ⅰの名称等は，公にすることにより保護

される人の生命，健康等の保護の利益が，当該情報を公にしな

いことによる投与民間医療機関Ⅰの利益を上回ると認められる

ことから，法５条２号ただし書に該当し，開示すべきであると

判断した。しかしながら，上記（ア）のとおり，これらの医療

機関の名称等は既に公表されており，もはや特定製剤が投与さ

れた可能性を示す情報が少ない状況にあるとは言えないことか

ら，これらの医療機関の名称等を公にすることにより保護され

る人の生命，健康等の保護の利益が，当該情報を公にしないこ

とによる当該医療機関の利益を上回るとは認められない。した

がって，上記（ア）の投与民間医療機関Ⅰに該当する医療機関

の名称，所在地及び連絡先電話番号並びに当該医療機関の長の

氏名は，法５条２号ただし書に該当せず，同号イの不開示情報

にすると認められることから，不開示とすべきである。 
49 答申２０（独情）６３ 

「特定医療機器に係る医療

機器不具合・感染症症例報告

４ 不開示情報該当性について 

（２）法５条２号イ及び同号ただし書該当性について 
イ 別紙の本件部分Ⅲ 



書の一部開示決定に関する

件（第三者不服申立て）」 

 

・ 医療機器不具合・感染症

症例報告書につき，医療機

器の部品の素材情報等が

記載されている部分につ

いては，同業他社における

医療機器の品質管理の改

善に資すると認められる

ことから，法５条２号ただ

し書に該当し開示を妥当

としたもの 

当該部分のうち，本件部分Ⅲ－１には，本件医療機器の部品の

素材情報が記載されており，Ⅲ－２及び３には機器内部の写真が

掲載されている。 

（略）   
本件医療機器は，医療機関を通じて患者に供給される製品であ

って，患者でない一般人にこれが供給されることはなく，また，

本件部分Ⅲに記載された情報は，異議申立人の主張する独自の内

部構造及び部品の素材情報といった企業特有の技術情報に該当

するものと認められ，法５条２号イに規定する不開示情報に該当

すると言うことができる。 

（略）   
当審査会において，本件対象文書を見分したところ，本件不具

合報告の内容から，当該症例は，患者の生命・健康等に直結する

不具合報告であると認められるところ，これが患者向け取扱説明

書の改訂等の安全確保措置を行う直接の根拠となったことは明

らかであり，本件部分Ⅲの情報は，同業他社における本件のよう

な人命にかかわる医療機器の品質管理の改善に資するものと認

められることから，当該部分を公にすることにより保護される人

の生命，健康等の保護の利益が，当該情報を公にしないことによ

り保護される異議申立人の利益を上回ると認められるため，本件

部分Ⅲは法５条２号ただし書に該当し，開示が妥当である。 

50 答申２１（行情）２２９ 

「特定薬剤臨床試験報告書

の概要等の一部開示決定に

関する件（第三者不服申立

て）」 

 

・ 特定医薬品の安全性評価

のため，実施を指示された

追加試験の試験方法，結果

等について，市販後の安全

対策の透明性を確保すべ

きであるとして，法５条２

号ただし書に該当し開示

を妥当としたもの 

４ 不開示情報該当性について 
（２）法５条２号ただし書該当性について 

上記（１）ア（ウ）のとおり，その他の試験方法，結果，概要等

に係る情報については，法５条２号イの不開示情報に該当すると認

められることから，以下，当該部分の同号ただし書該当性について

検討する。 
（略） 

ア 本件対象文書は，特定医薬品の服用と精神・神経症状等との因

果関係など特定医薬品の安全性について調査検討するために設

けられたＷＧの検討結果を受け，特定医薬品の安全性評価の上で

必要な追加試験として，安全対策課長通知により実施を指示した

試験並びに当該ＷＧ等における安全性評価に資するものとして

異議申立人及び特定会社が自主的に実施し，提出した試験の報告

書であり，その試験内容，結果等については，本来できる限り公

にして「国民の的確な理解と批判」を得るべきものと考えられる。 
また，特定医薬品は，特定感染症の治療薬であって，昨今の特

定感染症の流行状況下においては，保健衛生上の危害の拡大を防

止する観点から，重要な医薬品の一つと認められ，その使用は国

際的にも特定感染症対策の重要な柱の一つとされていることか

らも，その安全性に関する情報については，より一層透明性の確

保が求められる。 
公表情報１及び公表情報２は，既に公表されているが，それと

ともに，より詳細な試験内容について関心を持つ者に対し，その

他の試験方法，結果，概要等に係る情報についても，公表情報と

一体として開示することにより，特定医薬品の市販後における安



全対策に係る情報の透明性が確保され，よって国民の的確な理解

と批判を得つつ，患者の生命，健康等を保護するため適切な安全

対策が講じられていくべきである。 
イ このような観点から，まず個別不開示主張部分（ただし，公表

情報２に該当する部分を除く）について検討する。 
当審査会において見分したところ，上記①の部分には，各試験

の実施に係る年月日等の情報のほか，試験番号又はプロトコール

番号中には試験実施年の西暦の下２桁の情報が記載されており，

②の部分には，試薬等の品質に係る情報として，有効期限，リテ

スト期間等の日付情報が記載されている。また，③の部分には，

試験の実施にかかわった特定会社の担当部署名が記載されてお

り，④の部分には，各試験において，特定医薬品の有効成分及び

その代謝物の分析に用いられた分析法の定量限界値が記載され

ている。 
一般的に，これらの情報は，非臨床試験等の試験方法の詳細に

係るノウハウ情報であって，その情報の性質上，公にすることに

より，試験実施者等の権利，競争上の地位その他正当な利益を害

するおそれがあると認められるところ，上記①については，安全

対策課長通知による試験実施の指示後，約半年の短期間でほとん

どの試験は実施されており，また，そもそも上記２のとおり，本

件対象文書は，添付資料とは性質が異なるものであることから，

各試験の実施時期及び順番に関する情報が，同業他社による類似

の新医薬品の研究開発に資するものとは言えない。②について

は，諮問庁によると，新医薬品開発のための試験に用いられてい

るものの場合は試験の実施時期が類推できるとの理由から不開

示とする例があるとのことであるが，①と同様，同業他社による

類似の新医薬品の研究開発に資する情報とは言えない。 
③については，当該非臨床試験は，特定会社により行われたも

のであることは，スライド情報から明らかであり，試験実施に関

わった特定会社の部署名が明らかになることにより異議申立人

に対して具体的な不利益が生じるとは考えにくい。 
④について，当審査会において事務局職員をして確認させたと

ころ，諮問庁の説明は以下のとおりであった。 
定量限界値は，適切な管理下における試験法の操作方法に基づ

き，検体中に含まれる分析対象物質の量又は濃度の測定をする際

に，分析対象物質の量又は濃度として示すことが可能である最小

の量又は濃度のことであって，どのレベルの精確さをもって定量

できるかを示すものである。 
また，定量限界値は分析法の妥当性を評価するにとどまらず，

本件のような安全性にかかわる試験の結果を評価・検討する上で

必須の情報である。さらに，定量限界値は特定の試験法及び条件

により特定の物質を定量する場合の固有の数値であり，類似化合

物を同様の試験法により定量する場合も，置換基等の化学構造の

相違により各種溶媒への溶解性などの物理化学的性質が異なる

ため，定量限界値が同一とはならない場合があることから，本件

対象文書に含まれる定量限界値が公にされたとしても，その他の



類似化合物の定量限界値のすべてを類推できるものではない。 
上記の諮問庁の説明を踏まえれば，定量限界値は，適切な操作

方法により得られた分析結果が，どの程度の精確さをもって定量

されたかを示すものであって，各試験で得られた結果を評価検討

する上で重要な情報であると認められる。また，これが公になっ

たとしても，同業他社が，他の類似化合物の定量限界値のすべて

について推測できるとまでは言えないと認められる。 
ウ 以上のことから，上記①ないし④の個別不開示主張部分につい

ては，既に公表されている情報等とともに一体として公にするこ

とによって，特定医薬品における市販後の安全対策に係る情報の

透明性を確保し，よって国民の的確な批判を得つつ，患者の生命，

健康等を保護するため適切な安全対策を講じるため，これを開示

すべきであり，当該情報を公にすることにより保護される人の生

命，健康等の保護の利益に比して，公にしないことにより保護さ

れる異議申立人の利益が上回るとは認められない。 
エ 上記（１）ア（ウ）のその他試験方法，結果，概要等に係る情

報のうち，個別不開示主張部分以外の部分についても，公表情報

と一体として開示することにより，特定医薬品の市販後における

安全対策に係る情報の透明性を確保し，よって国民の的確な理解

と批判を得つつ，患者の生命，健康等を保護するために適切な市

販後の安全対策が講じられるべきであり，既に公表されている情

報等とともに一体として当該情報を公にすることにより保護さ

れる人の生命，健康等の保護の利益に比して，公にしないことに

より保護される異議申立人の利益が上回るとは認められない。 
オ 以上のことから，上記（１）ア（ウ）のその他の試験方法，結

果，概要等に係る情報については，法５条２号ただし書に該当し，

開示が妥当である。 

 



【法５条２号イ関係】 

51 答申１３（行情）６７ 
「福岡県内に所在する前払

式特定取引業を営む者の決

算報告書等の一部開示決定

に関する件」 
 
・ 非上場企業の決算報告書

等について債権者が多数

である業態にかんがみ，２

号イ該当性は認められな

いとしたもの 

２ 不開示情報該当性 
（１）当期未処理損失の記載 
      商法２８３条３項及び１６６条４項（現行法の同条３項）の規定

により，株式会社の貸借対照表又はその要旨は，官報又は時事に関

する事項を掲載する日刊新聞紙に掲げて公告することを要するも

のとされている。株式会社の貸借対照表，損益計算書，営業報告書

及び附属明細書に関する規則５０条の規定によれば，小会社の場合

であっても，貸借対照表の要旨には欠損金及び当期損失を記載する

こととされている。また，同法２８２条２項の規定により，株主又

は会社の債権者は，株式会社の貸借対照表，損益計算書等の閲覧を

求め，又は謄本若しくは抄本の交付を求めることができることとさ

れている。 
     審査請求人の顧客である互助会の会員は，婚礼又は葬式のための

便益の提供等割賦販売法施行令別表二に定める指定役務の提供に

先立って，その対価の全部又は一部を支払っていることから，商法

２８２条１項の「会社の債権者」に該当することとなる。欠損金及

び当期損失を記載している貸借対照表の要旨が公告を要するもの

と定められていることに加え，契約件数が何万件にも及ぶ審査請求

人には，これら多数の会社の債権者に対して，請求があれば貸借対

照表及び損益計算書の謄本等を交付することが義務付けられてお

り，かつ，審査請求人はこれら債権者が当該貸借対照表及び損益計

算書を第三者に交付することを防止する権利を有していない。この

ような状況を踏まえれば，当期未処理損失の金額は，公にすること

が予定されているものと言うべきである。このため，本件のような

多数の会員を相手にする前払式特定取引業を営む者の貸借対照表

及び損益計算書が開示され，そこに記載されている当期未処理損失

の金額が公になったとしても，法５条２号イに定める「当該法人の

正当な利益を害するおそれ」があるものとは認められない。 
（２）業界内の会計処理基準の不統一 
      通商産業省企業局長通達（昭和４８年６月２１日付け４８企局第

５２３号）には，「前払式特定取引に係る繰延費用は，予約前受金

の残高に対して２５％の範囲内において認めることとする」と定め

られている。審査請求人は，自らの決算も繰延費用の処理の有無に

よって当期未処理損失金額に数億円の差異を生じるものであるこ

とから，県内の互助会業者の会計処理基準を不統一のまま開示する

ことは，審査請求人の権利・競争上の地位を侵害するおそれが大き

く，法５条２号イに該当する旨主張している。 
     会計処理の方法には，本件のような繰延費用の処理に限らず，減

価償却を始めとして，各企業がその経営方針等に基づいて選択する

ことができるものが他にもある。およそ会計処理の方法が，商法等

の法令により認められている範囲で，各企業により自由に選択する

ことができるものである以上，自己の責任において選択した会計処

理の結果により，例え何らかの不利益が生じたとしても，これによ

り正当な利益が害されるとは言えない。したがって，前払式特定取



引に係る繰延費用の決算処理方法が統一されていないことをもっ

て，法５条２号イに定める「当該法人の正当な利益を害するおそれ」

があるものとは認められない。 
○ ［参考答申］ 

答申１４（行情）５７ 

「東北大学医学系研究科付

属動物実験施設における動

物実験計画審査願等の一部

開示決定に関する件」 

 

・ 実験用動物を納入する民

間業者のうち,業者名開示

に支障がないとしている

業者名は法５条２号イに

該当しないとしたもの 

 
整理番号１６６の答申参照 

52 答申１４（行情）５８ 
「警備業者に対する行政処

分に関する報告の一部開示

決定に関する件」 
 
・ 営業停止処分について

は，法５条２号イ該当性を

否定。指示処分について

は，肯定 
 

２ 不開示情報該当性について 
（１）法５条２号イ該当性について 

イ （略） 
こうした指示処分及び営業停止処分の制度の趣旨の違いに基づ

き，営業停止処分については，業者にその間の利益追求活動を大

幅に制限する不利益処分であることから，行政庁が処分をしよう

とするときには，より公平，公正な審理が求められ，同法１６条

で特例として，公開の聴聞が制度化されている。東京都において

は，聴聞の日時，場所，対象となる警備業者名が官報に掲載され，

当該聴聞の内容を誰でも傍聴できることとなっている。 
また，行政手続法１２条１項に基づき，警備業者に対して行政

処分を行う行政庁たる都道府県公安委員会が同項に規定する処

分基準を定めるに当たり，警察庁において，そのモデルとして定

め，平成１２年に公表した前記「警備業法違反等に対する指示及

び営業停止処分の運用及び量定の基準」によれば，各種法令違反

の具体的内容ごとに行うべき処分の別として，指示を行うべき場

合と営業の停止命令を行うべき場合を区別している。 
さらに，行政処分の効果については，諮問庁の説明によると，

指示処分については「再発防止効果」が期待されるものであり，

一方，営業停止処分については，「懲罰効果」及び「再発防止効

果」が期待されるものであるとして，両者の違いを指摘している。 
ウ こうした両者の違いを踏まえて更に検討すると，特定の警備業

者が指示処分や営業停止処分を受けたことが公にされると，当該

警備業者の信用が低下し，現在及び将来の営業上の地位に不利益

を与えることになることは容易に推認されるところである。 
しかしながら，警備業者又はその警備員が，警備業務に関し法

令に違反し，その違反態様において悪質性及び重大性のより高い

事案について，営業停止処分を受けたときは，これを公にされた

場合，直ちに当該警備業者の権利利益等正当な利益が損なわれる

と認めるのは相当ではないと判断される。 
営業停止処分の手続における公開の聴聞制度については，上記



イのとおり，公平かつ公正な審理を担保するための制度とは言

え，それに付随する効果として，何人も， いかなる業者がいか

なる法令違反により，行政処分が検討されつつあるのかについて

知り得る立場にあること，また，警備保障新聞等においては，公

開の聴聞制度を活用し，取材活動等により，営業停止処分を受け

た業者名等を把握し，実際に報道していること，さらに，需要者

である国民保護の視点に立てば，警備業務に関し契約を締結する

業者が営業停止中であるか否かにつき，これを確認する手段が確

立されていないのは相当ではないと判断されること等を考慮す

れば，自ら悪質かつ重大な法令違反に及んだ警備業者に対する一

定の行政処分が公にされることは受忍すべき範囲内のものであ

ると判断される。 
エ 他方，指示処分については，新任あるいは現任警備員教育の懈

怠，法定備付書類の不整備等，その違反態様が形式的かつ軽微で

あり，その是正は比較的容易であること，また，被処分者名の開

示により，当該警備業者の信用がその違反内容に比して低下する

おそれがあるなど，現在及び将来の営業上の地位に不利益を与え

ることになる事態は容易に推認されること，さらに，その権利侵

害の程度は受忍すべき範囲内であるとは認め難いこと等を考慮

すれば，指示処分に関する情報については，少なくとも現時点に

おいては，その開示に慎重な態度を採らざるを得ないと判断され

る。 
オ したがって，法５条２号イに該当することを理由として不開示

とされた部分のうち，営業停止処分に関する報告書における被処

分者の認定番号（資格者証交付年月日），名称，東京警備業協会

加入の有無，所在地，代表者の氏名，資本金，警備員数，種別，

主たる業務，行政処分歴，処分年月日，処分を上申した警察署名，

主たる活動地域及び違反事実に該当する警備員の人数について

は開示すべきである。 
53 答申１４（行情）１６５ 

「米の残留農薬とカドミウ

ム含有量に関する全国調査

に係る文書の一部開示決定

に関する件」 
 
・ 米のカドミウム含有量

の調査結果について，市

場に流通している商品の

客観的数値を秘匿すべき

合理的な理由はないとし

て，２号イ該当性を認め

なかったもの 
・ 風評被害，過剰反応に

ついては諮問庁等におい

て十分な説明をするなど

により，回避できるもの

２ 米のカドミウム含有調査及び残留農薬調査に関する調査 
（１）カドミウム含有調査 

イ 法５条２号イ該当性 
   （略） 

（ア）0.4ppm以上1.0ppm未満のカドミウム含有米について  
（略） 
ⅱ 平成１１年産米以前のカドミウム含有調査について  
（略） 

（ⅱ）前記①～④の分析結果報告書等を見分すると，分析を行

った食糧事務所から諮問庁（品質管理室）に報告された分

析結果報告書（1.0ppm 未満）には「試料番号，分析結果

（ppm）」が，送付試料一覧表には「試料番号，支所等名，

分析対象の区分，品種名，等級，倉庫名，倉庫の所在市町

村名，採取年月日，出庫予定年月旬」がそれぞれ記載され

ている。これらのうち，「分析結果（ppm）」及び「倉庫の

所在市町村名」に関しては，それらを開示した場合に，い

わゆる風評被害により当該地域の産出米の販売に影響が



と判断 
・ ただし，｢生産者名｣，｢集

落名｣等については，２号

イ該当を認め不開示とし

たもの 

及ぶのではないか，それによって生産者等の正当な利益が

害されることとなるのではないかが問題となる。しかし，

これについては，諮問庁及び生産者等において，その数値

が当該地域の産出米についての一般的数値を表すもので

はなく，その安全性が疑われることにはならない旨を，消

費者等に対して十分に説明することにより，生産者等に不

利益が及ぶのを回避することができるものと考えられる。

そして，主食である米の安全性に関する情報の重要性にか

んがみれば，仮に生産者等に何らかの程度の不利益が生じ

たとしてもそれは受忍すべきものと言わなければならな

い。加えて，前記のとおり平成１２年産米以降については，

プレスリリースにより市町村別検出点数が公表されてい

る現時点において，平成１２年産米以降の調査結果である

か，市町村別検出点数までは公表されなかった平成１１年

産米以前の調査結果であるかによって，その開示・不開示

の判断を異にすべき合理的理由が存するものとは認めら

れない。 
したがって，平成１１年産米以前の調査結果における

「分析結果（ppm）」及び「倉庫の所在市町村名」につい

ては，その公表によって生産者等の正当な権利利益を害す

るおそれがあるとは認められない。 
また，平成１１年産米以前の調査結果における「試料番

号，支所等名，分析対象の区分，品種名，等級，採取年月

日，出庫予定年月旬」についても，「分析結果（ppm）」及

び「倉庫の所在市町村名」と共に公にされても，その性質

上生産者等の正当な権利利益を害するおそれがあるとは

認められない。  
（イ）0.4ppm未満のカドミウム含有米について  

ⅰ （略） 
一般に市場で販売，流通している商品について，その品質・

性状を調査分析することは，相当の費用を投じれば一応だれ

にでも可能なのであって，商品の品質・性状に関する客観的

な情報は，事業者が当該商品を流通に置いた後は，もはや事

業者においてこれを秘匿すべき合理的な理由がないのみな

らず，実際にもこれを完全に秘匿することはほとんど不可能

であると言うべき性質のものである。 
本件におけるカドミウム含有量の調査は，対象とされた米

が流通に置かれる前段階においてされたものであるが，カド

ミウム含有量が0.4ppm未満のものについては，当然に流通

に置かれるものであるから，上述したところがそのまま当て

はまる。もっとも，現在の米の流通体制においては，地域あ

るいは各都道府県単位で集荷された米を混合して販売して

いることがあり，この場合には当該混合米を調査分析した結

果と，本件調査の数値とは必ずしも一致しないことになる

が，米の品質・性状に関する客観的な情報は，生産者等が当

該米を流通に置いた後は，もはや生産者等においてこれを秘



匿すべき合理的な理由がないという点においては，変わりが

ないものと言うべきである。そして，ある特定の米について

カドミウムの数値が公にされた場合，後述のようにその直接

の生産者名等は別として，少なくともその生産地である都道

府県，あるいは市町村名まで秘匿してよいという合理的理由

は見出し難いと言うべきである。このことは，現に米を商品

として流通させる場合には，生産地として都道府県名，市町

村名その他一般に知られている地名を表示すべきものとさ

れていることからも裏付けることができる。 
なお，安全な米として市場に流通する米について，そのカ

ドミウム含有量に関する客観的な情報が公表された場合に，

消費者において，当然にカドミウム含有量のより少ない他の

米を求める行動に出ることになるとは断言できないが，仮に

そのような行動に出るとしても，それ自体を不合理，不自然

ということはできないところであり，その結果として，米の

販売量に影響が生じたとしても，それはもともと当該米の品

質・性状の格差に由来するものであるから，当該米を流通に

置いている生産者等が甘受しなければならないものと言う

べきであり，これをもって生産者等の正当な利益が害された

ものと言うことはできない。  
ⅱ この点に関し諮問庁は，一定数値のカドミウム含有量が検出

されたという事実は，その調査の方法からして，当該調査地域

における米のカドミウム含有量の一般的数値を示すものとは

言えないにもかかわらず，当該地域の米がすべてその数値の含

有量を持つと誤解され，いわゆる風評被害により当該生産者等

の正当な利益が害されるおそれがあると説明する。この点に関

しては，消費者が含有量の低い米を求めて行動すること自体は

不合理とは言えないものの，これを越えて過剰に反応し，合理

的な範囲を超えて行動することのないよう，諮問庁及び生産者

等において，上記数値の米については十分に安全性の確保され

た米であることや，調査の方法，数値の意味するところを消費

者等に対して十分に説明するなど適切な対応措置を取ること

により，生産者等に不利益を及ぼすおそれを回避することがで

きるものと解される。そして，仮に生産者等に何らかの不利益

を及ぼすことがあるとしても，主食である米の安全性の重要性

にかんがみれば，生産者等においてこれを受忍すべきものと言

うべきである。  
（ウ）分析結果報告書等のその他の記載事項について  

前記⑤及び⑥の平成１２年産米の送付試料一覧表に記載の

「生産者名」については，これと共に「分析結果（ppm）」が

公にされた場合には，それが必ずしも当該生産者自らによって

惹起されたものではない生産地の土壌等の環境に関わる事情

に起因するものであるにもかかわらず，たまたま任意の調査に

応じることによって当該調査対象となった生産者が他の生産

者との関係において相対的な比較をされることとなり，当該生

産者が米の生産量を減らさざるを得ないなどの大きな不利益



を受けるおそれがあることは否定できない。このことは，主食

である米の安全性に関する情報の重要性にかんがみても，なお

受忍すべき限度を越えるものと認められる。したがって，「生

産者名」まで公表した場合には，事業を営む個人の権利，競争

上の地位その他正当な利益を害するおそれがあると認められ

る。 
また，前記⑤及び⑥の平成１２年産米の送付試料一覧表に記

載の「集落名」については，農山漁村における人が集まり生活

する一定の地域を示すものであるが，集落の中には戸数の少な

いものもあり，生産者の特定につながる可能性が大きく，これ

を公にされることによって当該生産者が特定され，農業を営む

個人の権利，競争上の地位その他正当な利益を害するおそれが

あると認められる。 
また，前記①～④の平成１１年産米以前の送付試料一覧表に

記載の「倉庫名」は，調査対象となった米が保管されている倉

庫の名称であるが，当該倉庫名が公にされると生産者の特定に

つながる可能性が大きく，その公表は上記と同様に，事業を営

む個人の権利，競争上の地位その他正当な利益を害するおそれ

があると認められる。 
また，前記⑤及び⑥の平成１２年産米の送付試料一覧表に記

載の「備考」欄の記載の中には，生産者が居住する集落名が記

載されていることから，上記集落名と同様に公にすることによ

り事業を営む個人の権利，競争上の地位その他正当な利益を害

するおそれがあると認められる。 
（略）  

エ 法５条６号該当性 
諮問庁は，調査結果を公表すれば，調査協力者の信頼を喪失し，

今後，関係者の調査への協力が得られなくなるため，米のカドミ

ウムの汚染状況を把握することが困難となり，国民の主食である

米の安全性の確認が不可能になると主張する。 
このような調査を継続して実施することについては，主食であ

る米の安全性の重要性にかんがみれば，生産者等は社会的責務と

してこれに協力すべきものと考えられ，かつ，食品の安全性に関

する調査について理解と協力を求めることは，国民に対して安全

な米の安定供給を図るという所管庁としての責務であり，公表す

るか否かに関わらず，その責務が的確に果たされるべきことから

すると，公表することにより業務の適正な遂行に支障が生じるお

それがあるとすることはできず，仮に公表することにより何らか

の障害が生ずることがあるとすれば，これを除くための適切な措

置を講ずることによって対応すべきものであるから，法５条６号

に該当する事由は存しないと言うべきである。 
54 答申１４（行情）３４５ 

「障害者雇用率未達成企業

一覧等の一部開示決定に関

する件」 
 

３ 本件企業一覧についての不開示情報該当性について 
（２）法５条２号イ該当性について 

（略） 
     しかし，本件企業一覧を開示したとしても，法定雇用率を満たし

ていないという事実が直ちに悪質な法違反となる事業者名を公表



・ 障害者雇用率未達成企業

の公表に２号イ該当性を

認めなかった例 

することとなるものではないこと，障害者の雇用の現状は，その時

点の事業者及び求職者双方の諸事情によって左右される要素があ

り，法定雇用率を満たしていないことから直ちに障害者の雇用に消

極的であるとまでは言えないこと，これまで何らかの手段により法

定雇用率を満たしていない企業名が公にされ，当該企業に対するボ

イコット運動等の組織的行動がとられ，当該企業が被害を受けたと

いう具体的事案を諮問庁は把握しておらず，そのようなおそれがあ

るという諮問庁の主張は単なる推測にすぎないものと認められる

こと，なお，そのような事態が予想されるのであれば，促進法の趣

旨，目的及び効果を関係者に十分に周知し，障害者の雇用促進の機

運の高揚を図るなどして，促進法の適正な運用に努めることで解消

できるものと考えられることなど，以上の諸点を併せ考えると，本

件企業一覧を公にすることにより，当該事業者の正当な利益を害す

るおそれがあるとは認められないと言うべきである。 
     したがって，本件企業一覧において不開示とした「整理番号」，「会

社名」，「産業分類」，「労働者数」，「身体」，「知的」，「短時間」，「合

計」，「不足数」及び「備考」の各欄の記載は，法５条２号イには該

当しないものと認められる。  
４ 本件実施状況報告書についての不開示情報該当性について 

（略） 
（２）法５条２号イ該当性について 
    前記（１）のようにＣ欄，Ｄ欄及びＥ欄を開示したとしても，当

該欄に記載された数字のみから当該企業を特定することは容易な

ものではないと認められるが，前記のように少数の大企業について

は，当該企業が推認される可能性が考えられる。しかし，これら企

業は，障害者の雇用については，促進法により事業者に雇用率の達

成が義務付けられているものであり，事業者は着実な履行を求めら

れているものであることや障害者雇用の促進についての大企業の

役割を考慮すると，当該企業が推認されることがあったとしても法

５条２号イの「公にすることにより，当該法人等又は当該個人の権

利，競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの」に

は該当するとは認められないと言うべきである。  
55 答申１４（行情）４４０ 

「朝銀京都信用金庫に関す

る検査報告書等の不開示決

定に関する件」 

 

・ 不開示決定時には存続し

ていたが，答申時には破綻

していた金融機関につき，

承継金融機関の正当な利

益を害さない情報の開示

が相当であるとした例 

３ 示達書の不開示情報該当性について 
（略） 

（３）朝銀京都は，上記１（２）のとおり，平成９年に朝銀兵庫等と合

併し，朝銀近畿として発足した。その後，朝銀近畿は破綻し，ミレ

信用組合等及び整理回収機構へ事業譲渡を行った。そこで，朝銀京

都の示達書の中でこれらの承継金融機関に引き継がれている情報

は何か，仮に引き継がれているとしてその開示がこれらの承継金融

機関の正当な利益を害するかどうかを検討する。 
     これらの承継金融機関が，消滅金融機関の検査結果の情報の一部

を承継していることは疑いがないところである。仮に，消滅金融機

関の問題点が承継金融機関にも残っていたとすれば，それは承継金

融機関の問題点そのものである。問題点が解消されていたとすれ

ば，承継金融機関の問題点ではないものの，一般に外部からは問題

点が解消されているかどうかについては分からず，この場合には，



承継金融機関にとって，問題点があるように見られる可能性があ

る。これらを勘案すれば，示達書に記載された情報は，消滅金融機

関の情報であると同時に承継金融機関に関する情報でもあると言

うことができ，その少なくとも一部は，公にすることにより法５条

２号イに言う当該法人たる承継金融機関の権利，競争上の地位，そ

の他正当な利益を害するおそれがあると考えられる。 
      しかしながら，承継金融機関は，朝銀近畿を通じて朝銀京都の営

業を引き継いでいるとはいえ，朝銀京都の不良債権額など客観的な

数値までが承継金融機関に関する情報であると考えることは合理

的ではない。 
     承継金融機関が，消滅金融機関から何をどのような形でどの程度

引き継いでいるかは，示達書の内容からはうかがい知ることはでき

ないのであって，消滅金融機関の示達書の内容が，そのまま承継金

融機関の情報を示していることにはならず，また，そのように受け

止められる蓋然性も少ない。 
     消滅金融機関について，仮に承継手続等が終了した場合には，消

滅金融機関に関する情報のうち，承継金融機関に関する情報を示し

ていると考える余地のない数値など客観的な指標に関する情報は，

これを開示すべきであると考えられる。 
     しかしながら，平成１３年５月１日の本件不開示決定時，朝銀近

畿の譲渡先選定について朝銀近畿の金融整理管財人により作業・検

討が行われていた事情を考慮すれば，朝銀京都の金融検査の結果を

部分的にせよ開示することによって，いまだ承継を了していない朝

銀近畿の円滑な承継自体に重大な影響を及ぼすおそれがあったと

認められる。 
      したがって，示達書に記載された情報は，本件不開示決定時点に

おいては，法５条２号イに該当すると認められる。 
     ただし，平成１４年８月１２日に朝銀近畿はミレ信用組合等及び

整理回収機構へ事業譲渡を行ったことから，金融機能の再生のため

の緊急措置に関する法律９条の規定に基づき，朝銀近畿に係る金融

整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分が取り消され

ており，現時点においては，本件不開示決定時とは事情が大きく変

化している。このような状況を考慮すると消滅金融機関に関する情

報のうち，承継金融機関に関する情報を示していると考える余地の

ない数値など客観的な指標に関する情報は開示が相当であると考

えられる。 
      他方，一般にこれら開示が相当である情報以外の部分について

は，取引先に関する情報及び上記の判断基準に照らしても承継金融

機関に関するか否かがにわかに判別できない情報が含まれており，

これらの情報は現時点においても法５条２号イに該当すると認め

られる。さらに，示達書の中には，検査の結果判明した法令違反の

事例の詳細など，これを公にすると他の金融機関に法規制を免れる

方法を示唆するいわゆる手口情報に当たるものがある。こうした情

報は現時点においても同条６号イに該当すると認められる。 
     これらの考え方に基づいて具体的に検討すると，上記１（１）（ア）

の平成６年８月３日を検査基準日とする朝銀京都の示達書に関し



ては，検査報告書の表紙，目次，附属表のうち，「①分類資産科目

別表，②新規分類資産科目別表，③分類資産店舗別表，④自己資本

の状況，⑤正味自己資本，⑥欠損補てん率，⑦支払準備の状況，⑧

貸出金集計表，⑨延滞貸出集計表，⑩貸出規制の状況」の各表の中

の情報は，現時点では，開示することが相当である。  
56 答申１４（行情）４５９ 

「特定の法人が提出した法

人税に係る法人設立届出書

等の不開示決定(存否応答拒

否)に関する件」 

 

・ 情報公開法と税務職員の

守秘義務の関係について

整理 

２ 本件対象文書の存否応答拒否について 
（２）法５条２号イ該当性について 
     各税法において納税者が提出すべきものとされている文書につ

いては，その記載内容だけでなく，提出の有無についても，これを

公にしないことは税務職員の守秘義務に含まれると解されること

は前記のとおりであり，この守秘義務を根拠に納税者が税務官署に

当該文書の提出の有無自体を公にされないとの期待ないし信頼を

持つことは一般的には否定できないところである。しかし，上記の

ように，法に基づき当該文書の開示請求がされた場合に開示・不開

示いずれかの決定をすることにより当該文書の提出の有無を明ら

かにすることになっても，その限りにおいて守秘義務は解除され税

務職員の守秘義務に違反することにはならないと解されるから，こ

の場合には上記期待ないし信頼は妥当なものとは言えない。税務職

員の守秘義務が一般の国家公務員のそれより重要なものとされて

いる前記のような趣旨に照らしても，このことに変わりはない。 
     以上のことは，特定の法人の法人設立届出書等の提出の有無につ

いても同様である。そして，具体的な不利益の有無について検討し

ても，法人設立届出書等を提出した法人は，法人税法１４８条等に

基づく法人としての義務を履行したものであって，その事実が明ら

かになることにより経済的その他何らかの利益が害されるという

ことはおよそ考えられず，また，法人設立届出書等を提出しなかっ

た法人は，上記規定に違反したものであって，その事実が明らかに

なることによって取引上その他何らかの不利益を被ることになっ

ても，受忍すべきものと考えられることから，正当な利益を害され

たものとは言えない。 
     したがって，特定の法人が法人設立届出書等を提出した事実の有

無は，法５条２号イの不開示情報には当たらない。  
57 答申１４（行情）４６９ 

「医薬品製造承認事項一部

変更承認申請に係る資料概

要の一部開示決定に関する

件」 

 

・ 企業側の不服申立て（逆

ＦＯＩＡ）に対し，厚労省

が開示するとした部分に

ついて，企業独自のノウハ

ウとして不開示を認めた

例 

４ 不開示情報該当性について  
（１）法５条２号イ該当性  
    （略） 
      異議申立人は，試験方法１及び試験方法２については，不開示主

張部分に記載されている手法を用いて有効成分の化学構造が未詳で

ある本件医薬品の有効成分が消化管から吸収され血液中に移行して

いること等を，いずれも薬効（鎮痛作用）を基準として直接示した

点において画期的であり，また，仮に当該手法を構成する方法の一

部に厚生労働省が定めるガイドライン等に記載されているものが含

まれていたとしても，それらを組み合わせて行っているという点な

どにおいて新規性があるものである旨主張する。 
      そこで，当審査会が，①本件医薬品のような有効成分の化学構造

が未詳である経口医薬品（いわゆる漢方生薬製剤を除く。）が存在す

るか否か及び②当該経口医薬品の消化管吸収を証明した試験方法と



して本件医薬品と同様の方法により行われた試験データが承認申請

の添付資料として提出され，承認された事例があるか否かについて

諮問庁をして可能な限りの調査を求めたところ，①有効成分の化学

構造が未詳である経口医薬品は他に一件あるものの，②当該医薬品

を含め，これまでに薬事法に基づき承認等がなされた医療用医薬品

において，消化管吸収を証明した試験方法として，本件医薬品と同

様の方法により行われ，承認された事例については，確認できなか

った。また，当審査会が行った参考人からの意見聴取等によっても，

消化管吸収を証明した試験方法として，本件医薬品と同様の方法に

より行われ，承認された事例は，極めて類似した方法を含め一例も

ないということが確認された。 
      以上のことから，本件医薬品は，有効成分の化学構造が未詳であ

る経口医薬品という点において特異なものであり，当該有効成分の

消化管吸収を証明することを目的として本件医薬品の製薬企業が開

発した試験方法１及び試験方法２における不開示主張部分は，当該

試験方法の具体的な条件等当該企業の独自のノウハウであり，前例

のない極めて独自性の高い情報と認められる。 
      また，異議申立人は，試験方法１及び試験方法２については，多

大な費用及び時間をかけて考え出した重要な企業ノウハウを含む試

験方法であって，本件医薬品の承認申請に係る関係資料を機密書類

として保管し，閲覧又は複写に当たっては，許可願の提出及び管理

担当者の立会いを要する等，厳重に管理しているとしている。 
      このようなことにかんがみれば，試験方法１及び試験方法２にお

ける不開示主張部分が公になれば，本件医薬品又は有効成分の化学

構造が未詳である経口医薬品の後発品について，後発品製薬企業が

苦労することなしに，容易に同様の手法を用いて薬物動態試験等を

行い，薬事法に基づく承認申請を経て，承認を取得するおそれがあ

り，当該後発品の大幅な開発期間の短縮，開発費用の低減等につな

がる可能性もあると考えられる。仮にこのようにして，本件医薬品

の後発品が承認され，販売が行われるようになった場合，従来後発

品が存在しなかった本件医薬品の製薬企業にとって，本件医薬品の

製造・販売に与える影響は大きく，多大な損害を被るおそれがある

と認められる。 
      したがって，異議申立人による不開示主張部分は，公にすること

により，本件医薬品の製薬企業の権利，競争上の地位その他正当な

利益を害するおそれがあり，法５条２号イの不開示情報に該当する

と認められる。  
（２）法５条２号ただし書該当性  
      厚生労働省が定める「医薬局の保有する情報の公開に係る開示・

不開示基準」において原則開示とされているように，一般的に，医

薬品の吸収，分布，代謝及び排泄に係る情報は，製造方法及び規格

などのような製造・生産に係る情報と異なり，当該医薬品が生体内

に入ってから，どのような挙動でどのように作用するのかを明らか

にする情報であるため，適正に使用されるために医療関係者等に広

く情報提供されるべきものと考えられる。 
      しかしながら，本件医薬品に係る不開示主張部分の情報は，臨床



試験によって示された本件医薬品の有効性等を補完するため，人で

は実施できない本件医薬品の消化管吸収等の証明を動物を用いて行

って得られたものであり，本件医薬品の人における安全使用に直接，

重大な影響を与える情報とは言えず，不開示主張部分を公にするこ

とによって保護される人の生命，健康等の利益と，当該情報を公に

しないことによる当該製薬企業の利益とを比較衡量した場合に，前

者の利益が後者のそれを上回るとは言えない。 
     したがって，本件医薬品に係る不開示主張部分の情報は，法５条

２号ただし書の人の生命，健康，生活又は財産を保護するため，公

にすることが必要であると認められる情報には該当しないと認め

られる。 
58 答申１５（行情）４１ 

「特定訴訟に係る国側訴訟

代理人弁護士と国との間の

訴訟代理等に関する文書の

不開示決定に関する件」 

 

・ 選任弁護士の報酬額につ

いて，法５条２号イ及び６

号ロ該当性を否定 

 

２ 法５条２号イ該当性について  
（略） 

   このうち，選任弁護士に支払う報酬額について，諮問庁は，顧客と

しての依頼者に対する当該弁護士の見方,評価を示すものとならざる

を得ず,当該弁護士の事業活動の方針をも推知させるものであるとす

るが，選任弁護士に支払う報酬額は，上記諸種の事情を勘案して国と

当該弁護士との協議の上で決定するものであっても，国において過去

の同種実例,訴訟内容の難易度,選任者の訴訟追行能力（国又は行政庁

を代理するにふさわしい品格等を含む。）等を考慮し，最終的には予

算の範囲内で決定されるという性格のものであることにかんがみ，本

件の報酬額が公になったとしても，当該弁護士の事業活動の方針が明

らかになるというようなことは考えられず，また，その全貌を推知さ

せることにもならないと認められる。 
   また，当該報酬額について，諮問庁は，本件対象文書を公にした場

合，当該弁護士の国以外の依頼者が自己の約定した報酬額と比較し,
同弁護士の事業活動上の方針等における自己の位置付けが相対的に

低く，そのため相対的に高額の報酬の支払を求められているとみて，

同弁護士に不満，不信感を抱くおそれがあると主張している。しかし，

選任弁護士の報酬額は上記のとおり決定されるものであり，予算上の

制約から一般の場合より低額にならざるを得ないこと，そのことにつ

いて社会的に共通の認識があり，あるいは容易に一般の理解を得られ

るとみられること，選任弁護士が担当する事件の特殊性から民間の事

件と比較することが事実上困難であること，本件対象文書には選任弁

護士への報酬額算定に当たって考慮された事項等などは一切含まれ

ていないものであることにかんがみれば，諮問庁の主張するおそれは

ないものと言える。 
   したがって，本件対象文書のうち②の部分についても，これらを公

にしても，当該弁護士の競争上の地位その他正当な利益を害するおそ

れがあるとは認められず，本件対象文書は法５条２号イの不開示情報

には該当しない。  
３ 法５条６号ロ該当性について  
   諮問庁は，本件対象文書を公にした場合，事務の性質上，契約又は

争訟に係る事務に関し，国の財産上の利益又は当事者としての地位を

不当に害するおそれがあるとして，法５条６号ロ該当を主張してい

る。しかし，本件対象文書の①及び②の選任弁護士に対する報酬額を



除いた部分については，その記載内容が上記２のとおりであることか

ら，当該主張は妥当性を欠いているものである。したがって，以下，

選任弁護士に対する報酬額の同号ロ該当性を検討する。 
   諮問庁は，本件対象文書を公にした場合,他の選任弁護士が,自己の

報酬額と比較し自己に対する評価が低いとみて,法務大臣ないしは訴

訟を担当する法務局等に不満,不信感を抱くおそれがあるとともに,他
の事件について当該弁護士を選任しようとしても協力を得られなく

なり，国又は行政庁の当事者としての地位が不当に害されることにな

るなどとしている。 
   しかし，選任弁護士の報酬額は上記のように，様々な要素を考慮し

予算上の制約の下に決定されるものであって，個々の案件について，

受任した選任弁護士が当該訴訟の内容等に見合った正当な報酬額で

ないことについて不平不満を言うことは考えられるものの，本件対象

文書を公にすることにより,他の選任弁護士が自己の報酬額と比較し

自己に対する評価が低いとみて，当該訴訟の内容等に基づく考慮要素

の違いに理解を示さず，以降選任弁護士としての協力に消極的になる

等，国と当該弁護士との信頼関係が損なわれる事態が起こり得るもの

とは認められない。 
    現に，諮問庁が複数の法務局を抽出して把握したところによると,
選任弁護士がその報酬額が担当訴訟の内容に比べ低額であることに

ついて法務局等に不満あるいは意見を述べる例はあるものの，その報

酬額を原因として辞任した例はみられないところである。 
   選任弁護士に対する報酬額については，当該訴訟の難易度，行政に

及ぼす影響，当該弁護士の実績，専門性等に対する委任者としての国

の認識，評価が反映されている側面は否定できないところであるもの

の，本件対象文書の場合，算定に当たって考慮された事項等は一切含

まれておらず，これが公にされたとしても，直ちに,国と当該弁護士の

信頼関係が損なわれるという蓋然性はないものと認められるもので

ある。 
   したがって，選任弁護士に対する報酬額を公にした場合，諮問庁の

事務の性質上, 契約又は争訟に係る事務に関し，国の財産上の利益又

は当事者としての地位を不当に害するおそれがあるとは認められず，

本件対象文書は法５条６号ロの不開示情報には該当しない。 
59 答申１５（行情）４８ 

「特定の自動車登録番号に

係る自動車検査証再交付申

請書等の一部開示決定に関

する件」 

 

・ 審査請求人の印影は，仮

に偽造されたものであっ

ても，これを公にすれば，

審査請求人の正当な利益

を害するおそれがあり，法

５条２号イに該当すると

判断したもの 

２ 不開示情報該当性について  
（略） 

   本件対象文書のうち，審査請求人が開示を求めている審査請求人の

印影は，委任状及び理由書（以下「委任状等」という。）に，審査請

求人の名称，住所及び代表取締役の氏名とともに，法人の代表者印と

して押捺されているものであると認められる。 
   委任状は，本件代理人に対して審査請求人から本件申請に関する権

限を委任したことを証する文書であり，また，理由書は，審査請求人

が使用者である自動車の自動車番号登録標の再交付を求める理由が

記載された文書である。 
   そして，委任状等については，上記の申請書とともに，国土交通省

近畿運輸局大阪陸運支局に対して提出され，同支局に受理され，審査

の結果，いったんは真正なものとして，自動車検査証の再交付，自動



 車登録番号の変更及び同番号標の交付がされたものであるという事

実が認められる。 
   特に，委任状等には，審査請求人の印影以外に，同支局が申請手続

を処理する中で日常的に数多く確認するであろう自動車販売会社の

代表者印も本件自動車の所有者欄に押捺されており，それに基づき，

印影の真正も含めてその形式的な不備をとがめることなく，同支局が

手続を進めていったという点も勘案すると，委任状等に押捺されてい

る審査請求人の印影は，それが真正なものか，偽造されたものかはと

もかく，陸運支局等における自動車登録又は検査という公的な認証を

得るための手続において，その記載事項の内容が真正なものであるこ

とを認証するものとして，また，それにふさわしい形状を備えたもの

として扱われたものであると言える。当審査会が委任状等に押捺され

ている印影を見分したところにおいても，そのような外形を有するも

のであることが認められる。 
    また，本件対象文書に押捺されている印影と審査請求人が使用して

いる印影とが仮に異なるものであると認められるとしても，委任状等

を含む本件対象文書が真正な代理権を持たない者により，自動車登録

番号標を詐取する目的で作成されたものであるという事情は，審査請

求人及びその関係者のみが知り得るものであり，法による開示は，何

人に対しても，開示請求の理由や利用の目的等の個別的事情を問うこ

となく行われ，また，開示請求対象文書の作成等された事情，背景等

を示した上で開示されるものではないことから，審査請求人の印影が

開示されるとなると，本件印影を悪用して契約等の法律行為が行われ

る可能性があることは否定できないところである。 
   以上のことから，審査請求人の印影は，仮に本件の印鑑が偽造され

たものであったとしても，これを公にすれば，審査請求人の正当な利

益を害するおそれがあるものと認められ，法５条２号イに該当するこ

とから，不開示とするのが相当である。  
60 答申１５（行情）１７５ 

「開示決定等に係る決裁文

書の不開示決定に関する件」 

 

・ 請求文書の記載部分が新

聞社の取材活動の手法を

明らかにするものとして

不開示を認めたもの 

 

２ 不開示情報該当性等  
（略） 

（１）本件請求書  
（略） 

   ア 法５条２号イ該当性  
      特定法人は，本件開示請求に係る法１３条１項に基づく第三者

意見照会で，本件請求書には同法人が事前に独自に取材した開示

請求内容に関する記述が含まれている旨主張している。 
      諮問庁は，ⅰ）特定法人による開示請求は，一般に知り得る以

上の内容を摘示したものであったこと，ⅱ）本件事案に関する他

者からの開示請求と比較しても，より具体的な文書名を摘示して

行っているものであり，同法人の独自の取材成果に基づくもので

あると判断されたこと，ⅲ）同法人による報道は，請求を行った

事実とその結果を示したものであって，同法人の行った請求の具

体的な内容までを示したものではなく，当該報道がなされたこと

をもって，同法人の取材成果の内容が既に明らかとされたもので

はないと思料されたことなどを挙げて，本件請求書の請求する行

政文書の名称等欄の記載に，同法人の取材活動の成果が含まれて



いると判断し，本件請求書が公にされると同法人による取材プロ

セスが明らかになることから，法５条２号イの不開示情報に該当

するとしている。 
      本件請求を行った特定法人の名称，事務所所在地については，

同法人は，本件開示請求及びこれに対する本件不開示決定を受け

て，法５条３号等を理由に不開示決定を受けた旨を自ら報道して

いるため，これを公にしても，権利，競争上の地位その他正当な

利益を害するおそれがあるものとは認められず，同条２号イには

該当しない。 
      次に，請求する行政文書の名称等欄について検討する。 
      本件請求書を見分すると，請求する行政文書の名称等欄には，

請求対象文書名の一般的記載のほかに，括弧内により具体的な文

書名を例示した記載があると認められる。 
      内閣官房報償費の支出について特定法人が行政文書開示請求

を行ったことは，既に報道により公にされていると認められ，当

該報道においては，上記の一般的記載とほぼ同様の開示請求内容

が示されていることから，当該一般的記載については，これが公

にされても，特定法人の権利，競争上の地位その他正当な利益を

害するおそれを認めることができない。 
      他方，当該括弧内の記載には,諮問庁が主張するように，開示請

求の時点においては，一般に知り得る以上の内容を摘示したもの

であり，特定法人の独自の取材活動の成果であると認められ，か

つ，当該記載について同法人が報道等により自らこれを明らかに

したといった特段の事情は認められない。 
      そして，このような情報が開示されると，特定法人がどのよう

な文書名を示して開示請求を行ったのかという取材活動の手法

が明らかになるとともに，どのような情報を収集したかといった

取材の成果を推測させるおそれが生ずることは否定できず，当該

情報は，報道機関たる同法人にとって，公にすることにより，権

利，競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるものと

して，法５条２号イの不開示情報に該当するものと認められる。 
61 答申１５（行情）３１１ 

「平成１３年９月１日から

３０日までに東京中央労働

基準監督署が収受した時間

外労働・休日労働に関する協

定届の一部開示決定に関す

る件」 

 

・ 公的企業と民間企業につ

いて，法５条６号ホ及び同

条２号イ該当性の判断基

準を区別したもの 

４ 不開示情報該当性 
本件対象文書には，上記２で述べたとおり，民間法人のほか，特殊

法人並びに国及び地方公共団体が経営する企業から提出された協定

届等が含まれているが，国が経営する企業である（開示決定当時）郵

便局等については，諮問庁が開示することとしているので，以下，地

方公共団体が経営する企業（以下「地方公営企業」という。）及び特

殊法人（以下，両者を「公的企業」という。）並びにその他の法人（以

下「民間企業」という。）について，判断する。 
（１）公的企業から提出された協定届及び更新届等について 

イ 法５条６号ホ該当性について 
法５条６号ホで定める不開示情報は，同条２号イにおいて民間

企業等における競争上の地位等を害するおそれのある情報を不

開示とすることとしていることと同様に，公的企業の企業経営上

の正当な利益を保護するために，これを害するおそれがあるもの

を不開示とする趣旨と解されるが，公的企業の性格等にかんが



み，民間企業の場合に比べ，おのずからその判断の基準が異なる

ことになるものと考えられる。 
本件において，公的企業に係る文書のうち，協定届及びその添

付資料には，民間企業から提出された協定届等と同様に，時間外

又は休日労働をさせる必要のある具体的事由，業務の種類，労働

者数が記載されており，これらは，民間企業の場合と同様，当該

公的企業の人事や経営管理に関係する内容であると認められる。

しかしながら，公的企業は，通常，法令等で定められた事業目的

に沿って，一定の範囲内で業務を行うこととされていることから

すれば，協定届等に記載された上記内容は，当該業務の性質上通

常想定される範囲内のものであると言うことができ，当該公的企

業独自の，他に秘匿すべき経営ノウハウであるとまで言うことが

できるかどうか疑問であるのみならず，当審査会において，本件

対象文書を見分した結果によっても，当該部分に記載された内容

について，その記載の程度からすれば，これが公になったとして

も，公的企業が事業を運営するにあたって，当該公的企業の人事

戦略や経営戦略に不当に不利に働くことがあるものとは認めら

れない。 
したがって，公的企業の協定届及びその添付資料のうち，事業

の種類，事業の名称，事業の所在地，時間外又は休日労働をさせ

る必要のある具体的事由，業務の種類及び労働者数は，公にして

も，その企業運営上の正当な利益を害するおそれがあるものとは

認められず，法５条６号ホの不開示情報には該当しない。 
また，更新届についても，協定届と同様，当該届に記載された

事業の種類，事業の名称，事業の所在地に係る情報が，当該公的

企業のノウハウに関するものとは認められず，法５条６号ホの不

開示情報には該当しない。 
（２）民間企業から提出された協定届等（更新届を除く。）について 

イ 法５条２号イ該当性について 
本件対象文書には，上記２記載のとおり，特定の企業の内部に

おける時間外・休日労働に関して，時間外・休日労働が必要とな

る事由，具体的業務，対象となる労働者数，延長時間（日，月，

年単位）・休日が具体的かつ詳細に記載されている。 
これらの記載事項は，上記のように当該企業における労働条件

の内容を示すとともに，使用者が事業を遂行するため，どのよう

な人事戦略を持ち，どのような経営管理を行うかという，専ら当

該企業独自の企業戦略ないし企業経営のノウハウにかかわるも

のと言うことができる。したがって，本件対象文書が公にされた

場合には，当該企業との競争上の地位にある他の企業にとって，

当該企業の人事管理や経営管理に関する情報の収集が容易とな

り，今後の人材獲得等の人事戦略や経営戦略の展開に不当に有利

に働き，当該企業が不利益を受けることがあると考えられる。し

たがって，本件対象文書のうち，上記２記載の①から⑤までの情

報については，開示することにより当該企業の権利，競争上の地

位その他正当な利益を害するおそれがあるものと認められるの

で，法５条２号イの不開示情報に該当する。 



また，上記２に記載された⑥及び⑦のうちの職名の印影並びに

⑧の法人又は労働組合の印影については，記載事項の内容が真正

なものであることを示す認証的機能を有する性質のものであっ

て，当該企業又は団体における契約書や申請書など特定の書類に

限定して用いられるものであり，当該企業等においてむやみに公

にしていないものと認められる。したがって，これらが公にされ

た場合には当該企業等の各種書類の作成等に悪用されるなどし

て，当該企業等の正当な利益が侵害されるおそれがあると認めら

れるので，法５条２号イの不開示情報に該当する。 
なお，①から⑤までの情報中，不開示とされている部分につい

て，その一部を更に開示することの可否について検討すると，本

件においては，既に原処分において，延長することができる時間

や労働させることができる休日など経営ノウハウの一部が開示

されており，「事業の名称」等を不開示としても，その他の不開

示部分を開示することによって，その記載内容からどのような企

業から提出された協定届であるかを推認することが可能となれ

ば，当該企業の正当な利益を害するおそれがあると認められるの

で，これらの部分を開示することはできないと言うべきである。 
（３）民間企業から提出された更新届 

本件対象文書に含まれる３６協定の更新届は，協定を締結する期

間のみが記載されているものであり，上記（２）イで判断した協定

届と異なり，企業独自の企業戦略ないし企業経営のノウハウに関す

る情報とは認められない。したがって，更新届に記載された①事業

の種類，②事業の名称，③事業の所在地は，法５条２号イ及び同条

６号の不開示情報に該当せず，開示すべきである。 
62 答申１５（行情）３１４ 

「特定会社に対し横浜税関

が実施した事後調査の不開

示決定（存否応答拒否）に関

する件」 

 

・ 税関による事後調査の事

実の有無を明らかにした

場合の法５条２号イ該当

性を認めたもの 

２ 本件対象文書の存否応答拒否について 
本件開示請求は，上記１のとおりであり，その存否を答えることは，

特定の会社が税関から事後調査を受けたという事実の有無を明らか

にする結果を生じさせるものと認められる。 
  以下，特定の会社が事後調査を受けた事実の有無の情報の不開示情

報該当性について検討する。 
（１）法５条２号イ該当性について 

審査請求人は，事後調査を行った事実が，必ずしも当該輸入者に

とって不利益となるものでないことは，事後調査の趣旨から判断し

て諮問庁自身が認めていることであり，仮に事後調査の事実を一般

に推測させたとしても，そのことが直ちに当該輸入者に不利益をも

たらすことにはならず，法５条２号イに該当しない旨主張する。 
   しかしながら，全国で９０万を超える多数の輸入者が存在する中

で，税務行政を担当する限られた人員で効率的な方法により，より

多くの効果的調査を実施する必要から，調査対象の選定について

は，高額・悪質な非違が見込まれる者を優先的に行うなど，一定の

選定基準等に基づいて調査対象者を選定しており，選定された企業

においては適正な事務がされていない蓋然性が高いと言える。 
   現に，調査結果からしても，事後調査が実施された企業の多くは，

何らかの非違事項を指摘されており，中には悪質な事例もまま見ら

れることも事実であり，事後調査においては不適正な事項が高い確



率で指摘されていることから，事後調査は，世間一般から重く受け

止められていると考えるのが相当である。 
その他，税務調査については，違反の事実があった場合に新聞で

報道されること等があり，広く一般に知られているが，税務調査を

受けたこと自体が，全体として消極的に受け取られているのも事実

であると認められる。 
したがって，上記のとおり，事後調査を受けた企業は，必ずしも

悪質な業者とまでは言えないものの，何らかの問題がある又はその

可能性が高い企業と受け取られる蓋然性が高いものと認められる。 
よって，昨今，企業活動における法令遵守（コンプライアンス）

が重視されている中にあって，特定の会社の事後調査の事実の有無

を明らかにした場合には，取引先が当該会社に警戒心をもって臨む

こと，あるいは契約交渉において支障が生じることが予想されるな

ど，当該会社の事業活動，営業活動に支障を及ぼすおそれがあるこ

とは明らかであり，当該事実の有無の情報は，これを公にすること

により，当該会社の正当な利益を害するおそれがあり，法５条２号

イの不開示情報に該当すると認められる。 
63 答申１５（行情）３２５ 

「大阪防衛施設局の交際費

に係る支出計算書附属証拠

書類の一部開示決定に関す

る件」 

 

・ 支出関係資料の印刷業者

の金融機関名・口座番号に

ついて，平成１４年９月１

２日最高裁判決の飲食業

の場合と違い，広く知れ渡

ることを承認しているも

のではないと不開示を妥

当としたもの 

２ 不開示情報該当性について 
（１）金融機関名，店舗名，預貯金種別，口座番号 

特定法人の預金口座に係る金融機関名，店舗名，預貯金種別及び

口座番号（以下「口座番号等」という。）の情報は，法人に関する

情報であって，一般的には，取引相手方等当該法人の業務上必要な

範囲で明らかにされているものの，本来は，いわゆる内部管理情報

として，その開示の可否，範囲を自ら決定することができる性質の

ものと考えられるが，具体的に口座番号等の情報が，法５条２号イ

に該当するかどうかについては，利用目的・実態，顧客等一般への

周知状況，犯罪のおそれなどを総合的に勘案して判断する必要があ

る。 
   当該営業所の預金口座の利用目的・実態等について，諮問庁を通

じた本件法人の説明によれば，①当該営業所で使用している預金口

座は，一つのみで，取引先からの振込，本社と営業所の決済等を行

う総合口座として使用しているものであって，一般の顧客からの振

込み専用口座ではないこと，②本件のような当該営業所が取引相手

方の官公庁あてに発行する請求書には，当該口座番号等が刷り込ま

れているわけではなく，当該営業所が別途当該口座番号等を通知し

振込をしてもらっていること，③ただし，民間企業等の口座振込の

ために用いる本社名義の請求書には，当該営業所を含めて本社，支

店，営業所のすべての口座番号等が印刷されているが，当該法人の

口座振込みによる決済は，取引相手方の便宜，信用度などを考慮し

た上で，特定の取引相手方との間のみで行っていることが認められ

る。 
このような預金口座の利用目的，実態等を勘案すれば，本件事案

における当該口座番号等は，内部管理情報としてみだりに外部に知

らせるべき性格の情報ではないと認められ，当該情報を開示した場

合，当該法人の正当な利益を損なうおそれがあるものと認められ

る。 



さらに，最近においては，一方的に入金して取り立てる「押し貸

し」，インターネット機能を使用した他人の口座から架空名義口座

への入金詐欺等，他人の口座を利用した犯罪行為等も発生している

上，口座番号のみから個人あるいは法人のさまざまな情報を取得す

ることを業とする会社まで存在するに至っている状況を考えると，

上記おそれは強まっていると言わざるを得ない。 
以上により，本件法人の特定の営業所の口座番号等は，公にする

ことにより，当該法人の権利，競争上の地位その他正当な利益を害

するおそれがある情報と認められ，法５条２号イの不開示情報に該

当する。 
   なお，審査請求人は，平成１４年９月１２日最高裁判決（奈良県

食糧費情報公開請求事件）を引用し，「支出決定決議書」に記載さ

れた本件法人の特定の営業所の口座番号等を開示すべきと主張す

るが，同判決は不特定多数の者が新規に顧客となり得る一般的な飲

食業者において，請求書に記載した口座番号等が広く知れ渡ること

を容認している実態にかんがみて判示しているものであり，本件と

は明らかに法人の業務態様，口座番号の管理状況等が異なるもので

ある。 
64 答申１５（行情）６８８，６

８９ 

「特定専門学校における授

業の改善等に関する文書の

一部開示決定に関する件」 

 

・ 行政指導の対象となった

法人の情報につき，法５条

２号イ該当性を認めたも

の 

３ 不開示情報該当性について 
（１）法５条２号イ該当性について 

ア 本件事案は，平成１１年当時，特定学校法人が経営する電気工

事士の養成施設として指定を受けた特定専門学校について，匿名

の投書及び実名での文書が通商産業大臣に送付されたことを契

機とし，中国局（中国通商産業局）における検討及び調査の結果

を踏まえて特定学校法人側に必要な対応を執るよう求めたもの

である。（略） 
これに対して，（イ）（匿名の投書の具体的内容）ないし（キ）

（特定学校法人が行った調査の内容及び行政庁の指導等に対す

る特定学校法人の対応状況）の各記述には，特定学校法人に関し，

どのような投書が出され，それに対して，行政庁が，いつ，どの

ような点に着目してどのような調査を行い，その結果，特定学校

法人に対してどのような対応を求めたかが分かる当該法人に関

する情報（以下「本件詳細情報」という。）が含まれており，本

件詳細情報については一般に広く明らかにされているものとは

認められない。本件詳細情報を上記（ア）の特定学校法人の名称

等その特定につながる情報と共に明らかにした場合，特定学校法

人の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあること

は否定できないものと言うことができるので，本件詳細情報はい

ずれも法５条２号イに規定する不開示情報に該当すると認めら

れる。（略） 
イ（略） 

また，諮問庁は，国会質問において特定学校法人の実名を明ら

かにして通達に違反した授業を行っていたことにより改善指導

を受けていたことが指摘され，議事録等により公になっているこ

と，さらに，国民生活審議会消費者政策部会公益通報者保護制度

検討委員会報告書の参考資料の中に，理事長による出勤簿等の書



き直しの指示があった旨の記載がなされている旨主張している。

本件事案が特定学校法人に関するものであること自体は一般に

明らかになっているものと認められるが，国会質問の議事録にお

いては，質問者が質問の冒頭にその事実に触れただけであって，

諮問庁が質問者の質問の内容を受けて詳細に事実を明らかにし

たわけではなく，また，質問の内容も特定学校法人の通達違反そ

のものにかかわるものというより，投書を行った者の取扱いに関

するものであり，詳細な内容が明らかになっているとは認められ

ず，このことのみをもって本件詳細情報が一般に公になっている

とまでは言えない。また，国民生活審議会消費者政策部会公益通

報者保護制度検討委員会報告書の参考資料についても，その詳細

な内容が明らかになっているものとは認められず，このことをも

って，本件対象文書において，本件詳細情報を公にしても特定学

校法人の正当な権利・利益を害するおそれがないとは認められな

い。 
（略） 

ウ さらに，諮問庁は，特定学校法人は，中国局が実態調査を行っ

た際，事実を隠ぺいするという悪質な行為を行っており，こうし

た悪質性の高い事案について，対応を求められたことが公になっ

ても，直ちに特定学校法人の権利・利益等正当な利益が損なわれ

ると認めるのは相当ではないと考えられる旨説明する。 
特定学校法人のような専門学校における学校運営に種々の問題

が認められた場合に，悪質性の高いものについては，その違反者

名又は違反内容を公表するということは考えられないことでは

ない。しかし，審査請求人は，当該行政指導に従い，必要な措置

について対応済みであり，その後４年以上経過していることなど

を考慮すると，本件詳細情報が現時点で改めて公になれば，当該

特定学校法人の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれ

があることは否定できない。 
65 答申１６（行情）２２ 

「特定の会社から旭川労働

基準監督署に提出された解

雇予告除外認定申請書等の

不開示決定に関する件」 

 

・ 解雇予告除外認定申請に

係る労働基準監督署の認

定・不認定について正当な

利益侵害を認めたもの 

 

２ 不開示情報該当性について 

（１）法５条２号イ該当性について  

ア ①認定申請に係る決裁文書（伺い）について 

当該文書には，決裁者の職及び印影，「署長判決及び意見」，

「署長判決及び意見」の年月日，整理番号，許可番号，立案年月

日，決裁年月日，施行（施工）年月日，調査官の職氏名及び印影，

伺い文，申請事項，申請年月日，申請者（所在地，申請事業場名，

代表者職氏名），「調査年月日」，面接者職氏名，「調査事項」，

「その他参考事項」，調査官意見等が記載されている。 

（ア）「調査年月日」，面接者職氏名，「調査事項」及び「その他

参考事項」について 

「調査年月日」には，調査年月日及び調査対象者氏名が，「調

査事項」には，労働者の責めに帰すべき事由，処理経過，申請

人の供述内容，被申請人の供述内容及び労働基準監督署の調査

官の事実認定内容が，また，「その他参考事項」には，特定の

会社の本事案についての対処方針が詳細に記載されている。 

面接者職氏名を含め，これら特定の個人に係る詳細な労務管



理に関する情報は，企業経営上の内部管理情報であって，通常，

秘匿されるべきものであり，公にすることにより，当該法人

の権利，競争上の地位その他の正当な利益を害するおそれ

があると認められ，法５条２号イの不開示情報に該当し，不開

示とすることが相当である。 

○ ［参考答申］ 

答申１６（行情）６７ 

「神戸税務署における業種

別（売上階級別・特前階級別）

件数表（平成１１年，１２年

及び１３年分）の不開示決定

に関する件」 

 

・ 特定の税務署における特

定の業種の申告状況を示

す件数表について個人を

特定することができない

ことを認めたもの 

・ 特定の税務署における特

定の業種の申告状況を示

す件数表について個人の

権利利益及び正当な利益

を侵害しないことを認め

たもの 

 
整理番号４の答申参照 

66 答申１６（行情）１１２ 

「特定会社の採掘権に係る

施業案認可申請書及び認可

書の一部開示決定に関する

件」 

 

・ 施業案認可申請書記載の

鉱床の規模等について法

５条２号イ該当性を認め

たもの 

・ 逆ＦＯＩＡにおいて，諮

問庁が原処分を変更して

不開示とすべきであると

している部分について，参

加人である開示請求者が

不開示を支持している場

合には，審査の対象になら

ないとした上で，施業案認

可申請書記載の鉱床の規

模等について法５条２号

イ該当性を認めたもの 

 

１ 本件対象文書 

本件対象文書は，鉱業法６３条２項及び同法施行規則２７条に基づ

き，鉱業権者が処分庁に提出した特定鉱山に関する施業案認可申請書

及び処分庁が交付した同申請に対する認可書（案）で，鉱区の所在地

及び面積，探鉱又は採鉱に関する事項，運搬に関する事項，選鉱及び

製錬に関する事項，操業上の危害予防に関する事項等の情報が記載さ

れた文書である。 

審査請求人は，処分庁が開示することとした部分（上記第３の１に

記載されている部分以外の部分）のうち，「３ 鉱山の名称」及び鉱

区位置図を除いた部分の不開示を求めている。 

一方，諮問庁は，本件決定を変更し，「７ 選鉱及び製錬に関する

事項」の選鉱の方法及び選鉱系統図を不開示とすることとしており，

また，参加人はその判断を支持している。 

したがって，①法人の印影，②「３ 鉱山の名称」，③「５ 探鉱

または採鉱に関する事項」のうち一年間における粗鉱の採掘予定量の

数値，④「７ 選鉱及び製錬に関する事項」のうち選鉱の方法，⑤「７ 

選鉱及び製錬に関する事項」のうち正常操業時に産出される精鉱及び

製品の種類別産出量予定量並びにその予定平均品位の数値，⑥「９ 

重複鉱区又は隣接鉱区の鉱業権者との操業に関する事項」の「鉱山組

織表」のうち個人の氏名及び役職名，⑦「９ 重複鉱区又は隣接鉱区

の鉱業権者との操業に関する事項」のうち粗鉱量と選鉱及び製品の種

類別産出量の数値，⑧貸借対照表のうち要旨に該当しない部分，⑨損



益計算書，⑩申請書に添付されている鉱区位置図，⑪申請書に添付さ

れている選鉱系統図，⑫申請書に添付されている選鉱場設備配置図の

うち設備の配置並びに電動機出力及びその数については判断する必

要はない。 

そこで，以下，上記各部分を除いたその余の部分について，本件対

象文書を見分の上，法５条２号イの不開示情報該当性について検討す

る。 

２ 不開示情報該当性について 

（略） 

（２）「５ 探鉱または採鉱に関する事項」について 

（略） 

イ 「（２）主要な鉱床の位置，走向，傾斜および厚さ」について 

「（２）主要な鉱床の位置，走向，傾斜および厚さ」のうち，「③

鉱床の規模」並びに「④鉱量および予定平均品位」には，鉱床の

規模，採掘を予定している総鉱量及びその平均品位が記載されて

いる。これらの情報は法人の資産に関する内部管理情報であり，

通常公にされていない情報であると認められる。 

諮問庁は，具体的な採掘計画が明らかにされていないことから，

鉱業権者の生産計画や販売計画を推測することは困難である旨

説明するが，事業の規模等の与件となる情報が記載されているこ

とからすれば，具体的な採掘計画が明らかにされていないことを

もって，直ちに鉱業権者の生産計画等を推測することが困難で，

当該法人の正当な利益を害するおそれがないとは言えない。 

したがって，「③鉱床の規模」並びに「④鉱量および予定平均品

位」は，公にすることにより，当該法人の正当な利益を害するお

それがあり，法５条２号イに該当すると認められるので，不開示

とすべきである。また，その余の部分は一般的な事項であり，鉱

業権者の生産・販売計画，販売戦略が推測されるおそれがなく，

同号イには該当しないと認められるので，開示することとしたこ

とは，妥当である。 

○ ［参考答申］ 

答申１６（行情）４４８～４

７７ 

「特定会社報告書資料「特定

製剤使用症例調査を再度徹

底のこと」の開示決定に関す

る件（第三者不服申立て）外

４件」 

 

・ 特定製剤の納入先医療機

関の名称等について正当

な利益侵害該当性を認め

たもの 

 
整理番号４８の答申参照 

67 答申１７（行情）３８２，３

８３ 

「特定会社に係る一般労働

（３８３号） 

２ 不開示情報該当性について 

 （略） 



者派遣事業許可有効期間更

新申請書等の一部開示決定

に関する件外１件」 

 

・ 許可事業の廃止届出及び

破産宣告により２号イ該

当性を認めなかったもの 

このように，特定会社は，本件開示請求が行われた時点より前の上

記日時に破産宣告を受け，その直前には一般労働者派遣事業の廃止の

届出をしており，現在は，破産管財人による債権者への配当等の清算

手続が継続中であると認められる。 

旧破産法４条においては「解散したる法人は破産の目的の範囲内に

於ては仍存続するものと看做す」と定められており（新破産法附則３

条により，新法の施行の日である平成１７年１月１日より前に破産の

申立てがされた特定会社の破産事件については，旧破産法の適用があ

ると考えられる。），特定会社は，法人としてはなお存続していると言

うことができ，清算手続の終了をもって破産終結の決定により消滅す

ることになる。また，破産が強制和議により終了する場合には法人の

存続が認められ（旧破産法３１１条），同意破産廃止により終了する

場合には法人継続の手続をすることが前提とされている（旧破産法３

４８条）が，特定会社についてはこのような強制和議の可決又は同意

破産廃止という事態は想定することができない。 

以上の状況にかんがみると，特定会社が労働者派遣事業を再び営む

ということは，既に原処分の時点において，事実上なかったものと認

めることができる。そうすると，特定会社に関する情報を公にしても，

その権利，競争上の地位その他正当な利益を害するおそれはもはやな

かったと言うべきである。 

したがって，別紙に記載した部分については，これを公にしても，

法人の正当な利益を害するおそれがあるとは認められないことから，

法５条２号イに該当せず，開示すべきである。 

68 答申１７（行情）５７９ 

「特定政治団体の設立趣意

書及び被推薦書の一部開示

決定に関する件」 

 

・ 既に解散した政治団体に

ついては，権利，競争上の

地位その他正当な利益を

害されるおそれを考慮す

る必要はないと判断した

もの 

２ 不開示情報該当性について 

（２）法５条２号イ該当性について 

   本件対象文書に記載された特定議員及び特定個人の氏名は，同人

ら個人に関する情報であるとともに，それら氏名は，特定政治団体

の設立届に添付された文書に記載されていることから，法５条２号

に規定する法人その他の団体に関する情報にも該当するものであ

る。 

 諮問庁は，特定議員及び特定個人の氏名を開示すれば，特定政治

団体の自律権や政治活動の自由を阻害し，その正当な利益を阻害す

ることとなるとして，当該氏名は法５条２号イの不開示情報に該当

すると主張する。 

 しかしながら，当該特定政治団体については，既に解散し，その

旨が官報で告示されている事実が認められる。 

 したがって，このように既に解散した政治団体については，そも

そも権利，競争上の地位その他正当な利益を害されるおそれを考慮

する必要はないものと認められる。 

 したがって，本件対象文書に記載された特定議員及び特定個人の

氏名は，これを公にしたとしても特定政治団体の政治活動の自由，

その他正当な利益を害するおそれがある情報とは認められないこ

とから，法５条２号イに該当するとは認められず，開示することが

相当である。 

69 答申１７（行情）６３６ 

「特定地番の国有地に係る

２  不開示情報の妥当性について 

（２）落札金額について 



入札書及び入札筆記書の一

部開示決定に関する件」 

 

・ 国有財産の一般競争入札

の落札金額が法５条２号

イに該当するかどうかは

個別に判断する必要があ

るとした上で，２号イ該当

性を認めた例 

諮問庁の説明によると，本件入札は，林野庁の定めた国有林野等

資産処分事務処理要領に基づき，一般競争入札により落札者が決定

されたものであり，予定価格の制限の範囲内で最高の価格をもって

申込みをした者を契約の相手方としているもので，契約締結時に相

手から同意を得て落札金額を公表しており，本件のように落札者の

同意が得られなかった場合には，落札金額を公にしていない。  

落札金額については，本件国有財産を一般競争入札により落札し

た法人又は事業を営む個人（以下「本件法人等」という。）に関す

る情報であり，国有財産の一般競争入札の落札金額が，法５条２号

イに該当するかどうかは，当該契約の性質や落札金額を公にするこ

とによる影響などから個別に判断する必要がある。 

  （略） 

確かに諮問庁が説明するように，落札金額を公にした場合，本件

法人等が所有する個別の資産の価値といった通常は公にされてい

ない法人等の資産，経営状況に関する情報を公にすることになると

認められる。本件法人等の経営(農業経営)の規模からすれば，これ

らを公にすることによって，取引先等から財務状況に対する憶測が

されるほか，一般に秘匿されるべき資産評価や収益構造等の経営に

関する情報の一端がうかがい知られることになり，本件法人等が当

該土地(農地)等において,事業（農業）を営む上での権利，競争上

の地位その他正当な利益を害するおそれがあると認められる。 

以上のことから，落札金額については，法５条２号イに該当し，

同条６号ロ及びホの不開示情報該当性を判断するまでもなく，不開

示としたことは妥当であると認められる。 

70 答申１８（行情）１０９ 

「昭和聖徳記念館建設計画

の内容変更等について等の

一部開示決定に関する件」 

 

・ 著作権法１８条３項１号

の「別段の意思表示をした

場合」に当たり，公表権を

侵害する可能性があると

して，２号イ該当性を認め

たもの 

２ 不開示情報該当性について 

（４）文書９の７枚目及び８枚目の表題部分と写真を除くすべての部分

（御料儀装車の実測図（平面図及び側面図）） 

（略） 

諮問庁は，当該実測図は，財団から記念館の展示企画の委託を受

けた特定法人の著作物であり，当該法人は，自己の公表権を根拠に

開示を望まない意思表示をしている旨説明する。 

   当該実測図が特定法人により作製されたものであることは，本件

対象文書の他の記述等から確認することができる。また，当該実測

図あるいはこれに相当するものが当該法人等により既に公表され

ていることをうかがわせるような事実は認められない。 

以上のことからすれば，当該実測図については，著作権法１８条

３項１号に規定する「開示する旨の決定の時までに別段の意思表示

をした場合」に当たり，特定法人が開示について同意したものとは

みなされないことから，これを公にした場合には，当該法人の著作

権法上の公表権を侵害する可能性があり，当該法人の権利，競争上

の地位その他正当な利益を害するおそれがあるものと認められる。 

したがって，当該部分は，法５条２号イの不開示情報に該当し，

不開示とすることが相当である。 

71 答申１８（行情）４１７ 

「特定法人に係る柔道整復

師養成施設設置計画書の一

３ 不開示情報該当性について 

 

 



部開示決定に関する件」 

 

・ 学校法人が提出した財務

計算書類について，私立学

校振興助成法に基づき作

成される計算書類におけ

る補助金収入に係る記載

部分並びに賃借対照表に

おける中科目及びそれに

係る金額については，平成

１５年１０月の文部科学

省審議会小委員会報告の

内容を踏まえ，法５条２号

イに該当せず，開示すべき

としたもの 

 

（２）法５条２号イ該当性について 

ア 会計基準に基づき作成された計算書類について 

（略） 

（イ）資金収支計算書及び消費収支計算書について 

資金収支計算書及び消費収支計算書においては，いずれも大

科目及びこれに係る金額が開示されており，大科目の内訳を構

成する小科目及びこれに係る金額が不開示とされている。 

資金収支計算書及び消費収支計算書については，上記（ア）

のとおり，財政及び経営の状況について真実な内容を表示する

ことが求められており，これらの計算書類における小科目及び

これに係る金額は，本件学校法人の収支の詳細な内訳を示すも

のであることから，本件学校法人の経営状態を細部にわたるま

で表すものであると認められる。 

したがって，資金収支計算書及び消費収支計算書における小

科目及びこれに係る金額については，学校法人の公的性格を考

慮してもなお，これを公にすることにより，本件学校法人の権

利，競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

として，法５条２号イの不開示情報に該当すると認めるのが相

当である。 

ただし，資金収支計算書及び消費収支計算書における補助金

収入の内訳を構成する小科目については，本件学校法人に対す

る何らかの公的資金による補助を示すものであること，また，

文部科学省の大学設置・学校法人審議会学校法人分科会学校法

人制度改善検討小委員会の平成１５年１０月１０日付け報告

書「学校法人制度の改善方策について」（以下「小委員会報告

書」という。）によれば，学校法人が文部科学大臣に届け出た

資金収支計算書及び消費収支計算書について法に基づく開示

請求があった場合には，補助金収入については小科目及びこれ

に係る金額まで開示の対象とするとされていることを踏まえ

れば，これを不開示とする理由はなく，資金収支計算書及び消

費収支計算書における補助金収入の内訳を構成する小科目及

びこれに係る金額については，法５条２号イに該当せず，開示

すべきである。 

72 答申１８（行情）５０６ 

「特定銀行設立に伴う営業

の免許申請書の一部開示決

定に関する件」 

 

・ 不開示部分である，非上

場会社である特定銀行の

定款，その他一般に公にさ

れることのない情報につ

いて，法５条２号該当を認

めたもの 

・ 株主総会議事録につい

て，決算公告その他法令に

２ 不開示情報該当性について 

（３）文書３について 

ア 「(２)定款」 

上記定款は，非上場会社である特定銀行のものであるところ，

その全部が不開示とされている。 

一般に株式会社の定款は，目的，商号，発行株式総数等，その

組織・経営活動に関する基本事項を定めたものであり，商法２６

３条１項（本件開示請求当時）の規定により，株式会社の取締役

は，定款をその本店及び支店に備え置かなければならないとされ

ているものの，同条２項の規定により，これを閲覧できるのは株

主及び債権者に限られている上，定款記載事項のうち公にされる

べき事項は，商業登記法１０条等に定める手続に従って開示され

ることとなっている。したがって，上場企業の場合その他特段の



より公にされている情報

等を除き，その大部分につ

いて法５条２号該当を認

めたもの 

事情がある場合を除き，定款記載の情報は，商業登記法の手続に

従って公にされる場合のほかは，一般に公にされることのない情

報であり，本件のような非上場企業の定款を公にした場合，当該

法人の組織・経営の根本方針が明らかになるとともに，株主総会

の決議事項の範囲，取締役会の決議方法など当該法人における重

要事項に関する意思決定手続等が明らかになることにより，当該

法人の正当な利益を害するおそれがあると認められる。よって，

本件定款は，法５条２号イに基づき不開示とするのが相当であ

る。 

ケ 「(１１)株主総会の議事録」 

当該文書は，営業免許申請に添付された銀行免許取得前の特定

会社に係る株主総会議事録及びその関係資料であり，諮問庁は表

紙部分を除き，その全部を不開示としている。 

諮問庁は，株主総会議事録は，株主及び会社債権者に限って閲

覧権が認められていることから，その全部が法５条２号イの不開

示情報に該当すると説明する。 

諮問庁の説明するとおり，銀行免許取得前の一般事業会社が株

主総会でどのような内容の審議を行い，どのような内容の決議等

を行ったかに関する情報は，基本的には株主総会構成員及び会社

債権者のみが保有すべき情報である。しかしながら，本件株主総

会議事録を見分したところ，同議事録及びその添付資料中には，

①会社の登記簿謄本その他既に開示されている記述から自明で

ある情報，②決算公告その他法令により公にされている情報，あ

るいは③取締役の個人識別情報ではあるが，株主総会における活

動として法令上の規定により又は慣行として公にされている情

報，さらには，④上記①ないし③に密接に関連する情報で，これ

を公にしても特定銀行の権利，競争上の地位その他正当な利益を

害するおそれがあるとは認められないものが含まれていると認

められる。その情報部分は別紙記載のとおりであり，当該部分は，

法５条２号イに該当しないことから開示すべきである。 

上記株主総会議事録及びこれに付随する文書のうち，上記開示

すべき部分を除いた部分及びその余の関係資料には，その全般に

わたり銀行免許取得前の特定会社に係る内部管理情報が記載さ

れているところ，当該不開示部分は，関係資料の名称等を含め，

これを公にすることにより，特定会社を継承している特定銀行の

経営戦略ないし経営能力の一端が明らかとなり，同行の競争上の

地位その他正当な利益を害するおそれがあると認められること

から，法５条２号イに該当し，不開示が相当である。 

（略） 

シ 「(１４)最終の貸借対照表，損益計算書及び利益処分計算書又

は損失処理計算書」 

（ア）諮問庁は，上記文書には特定銀行の経営状況を具体的に示す

情報が記載されていることから，これを公にすれば，同行の事

業活動の実態が明らかとなり，特定銀行の正当な利益を害する

おそれがあり，法５条２号イすると説明している。 

（イ）上記文書は銀行設立準備中の特定銀行の前身である非上場会



社に係る各種計算書類であり，これらの書類は株主及び会社債

権者に限って閲覧権が認められている上，会社の具体的な営業

活動を数値で端的に示す文書であることから，後記（ウ）の開

示すべき部分を除き，これを公にすることにより，銀行設立の

手法の一端が明らかになるなど，特定銀行の競争上の地位その

他正当な利益を害するおそれがあると認められる。したがっ

て，(ウ)に該当する部分を除き，法５条２号イにより不開示と

するのが妥当である。 

（ウ）貸借対照表及び損益計算書等のうち，別紙記載部分について

は，銀行法２０条等に基づく決算公告で公にされていることか

ら，当該部分を開示しても企業の正当な利益を害するおそれを

生じず，法５条２号イに該当しない。したがって，別紙記載部

分については開示すべきである。 

73 答申１８（独情）１２ 

「債務計上一覧表の一部開

示決定に関する件」 

 

・ 弁護士の報酬金額等につ

き，独情法５条２号イ該当

性を認めたもの 

２ 不開示情報該当性について 

（２）法５条２号イ該当性について 

（略） 

損害賠償請求事件の着手金等の弁護士の報酬については，弁護士

法の改正により，平成１６年４月１日から，弁護士会の会則事項か

ら弁護士の報酬に関する規定が削除され，紛争の実態，複雑性，解

決の難易，対応できる弁護士の状況等に応じて個々の弁護士と依頼

者が自由に協議して決めることができるようになっている。その結

果，個別具体的案件における報酬金額については，紛争の実態，複

雑性，解決の難易，解決に当たっての弁護士の貢献度，これに対す

る依頼者の評価，依頼者の資力等諸々の事情を勘案して決せられる

ものであり，個々の弁護士の当該事件及び依頼者に対する見方，評

価，活動方針等のほかに弁護士事務運営上の経営方針が反映される

こととなった。したがって，これらの事由は当該事件に固有の事情

や弁護士業務の機微にわたる事柄というべきである。 

本件契約の契約金額等が明らかとなった場合，本件契約を手がけ

た法人等が，今後，同種の弁護士業務の委任を受ける際の契約に影

響を及ぼす可能性があり，当該法人等の営業活動上，不利益を受け

るおそれがある。 

また，国立大学法人化以降，訴訟事件については，大学側は直接

弁護士に委任することとなったものであり，本件においては，医療

過誤訴訟という専門的事件であることを勘案して報酬等を決定し

ているから，民間の病院等における同種訴訟事件に関する弁護士業

務の委任契約の締結に類する事情がある。 

本件対象文書について，諮問庁は，「支払先」及び「相手先」の各

部分を開示することとしているので，契約相手先の法人等の名称が

明らかになることから，諮問庁が説明するように，弁護士事務の運

営に係る情報である契約金額等を開示することにより，当該法人等

の権利，競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあること

は否定できない。 

したがって，「単価」，「税込金額」，「（消費税額）」及び「合計（消

費税）」の各部分は，法５条２号イの不開示情報に該当すると認め

られるので，これを不開示とすることが相当である。 



74 答申１８（独情）２６ 

「大阪医療センターに係る

院内清掃に関する契約書等

の一部開示決定に関する件」 

 

・ 契約金額について，法５

条２号イに該当しないと

したもの 

・ 契約金額について，法５

条４号ニに該当しないと

したもの 

 

 

２ 不開示情報該当性について 
（１）法５条２号イ該当性 

ア 院内清掃の請負契約書（契約ｏ，契約ｑ及び契約ｒ）について 
確かに，ＷＴＯ協定の字句のみをみると，公示するのは落札価

額であるとされていて契約金額とはされておらず，また，同協定

の実行を実質的に担保するために制定されている国立病院機構

の「独立行政法人国立病院機構政府調達に関する協定等に係る物

品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規程」（平成１６年

４月１日規程第３５号）１２条においても，公示するのは落札金

額とされていて契約金額であるとはされていないことが認めら

れるが，ＷＴＯ協定の趣旨を踏まえれば，また，そもそも競争入

札制度においては，通常，落札者と契約者及び落札価額と契約価

額は同一であることからすれば，このような国立病院機構の説明

は受け入れ難く，なおかつ，本件にあっては，落札価額と契約金

額は現に同一となっていることから，契約金額は，実質的には既

に公にされていることとなり，これを不開示とすべき理由は存在

しないと言うべきである。 
（２）法５条４号ニ該当性 

イ 院内清掃の請負契約書（契約ｏ，契約ｑ及び契約ｒ）について 
本件の院内清掃の請負契約については，上記（１）ア（ア）に

示したとおり，そもそも，ＷＴＯ協定に基づき，落札者を決定し

てから７２日以内に落札者の名称や落札価額等を公示しなけれ

ばならない義務を有しているものであること，あるいは，実質的

にはそのようなものとみなすべきものであることから，これを開

示することによって，契約，交渉又は争訟に係る事務に関し，国

立病院機構の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害

するおそれがあるとは認められず，法５条４号ニに該当すると認

めることはできない。 
ウ 定期建物賃貸借契約書（契約ｄから契約ｌまで及び契約ｎ）に

ついて 
上記の法５条４号ニ該当性に関する国立病院機構の説明は，結

局のところ，反復性が高く定型的である同様な内容の契約を行う

ことが予定されている契約に係る契約金額については，これが予

定価格を類推させるおそれがあるということに収斂するものと

思われる。 
    しかしながら，本件の定期建物賃貸借契約の契約金額は，上記

（１）イ（ウ）のとおり，仕様書において国立病院機構が自ら応

募事業者に示したものであるから，応募事業者に明らかにされな

い予定価格とは，その性質を異にするものと思われる。 
    また，国立病院機構は，契約金額を開示すると，相場が判明し

て契約金額を下げ止まりにして収益増を図ることを困難にする

旨の説明をするが，ＷＴＯ協定や平成１８年８月１日に見直され

た国立病院機構の新しい会計規程により，そもそも，「国立病院

機構の支出の原因となる契約」については，自ら積極的に契約金

額等を公表する措置が講じられているところ，今回の国立病院機

構の説明を踏まえれば，これらの措置によって契約金額を公表す



ることは，相場が判明して契約金額を上げ止まりにして，より安

く物品やサービスを調達することを困難にしているということ

になるが，そのような状況にあるとは認められない。結局のとこ

ろ，当該公表措置は，これを実施したとしても国立病院機構の事

務事業上の支障は生じないことを前提として実施しているもの

と解さざるを得ず，そうである以上，本件の定期建物賃貸借契約

のような「国立病院機構の収入の原因となる契約」についても，

契約金額を開示したとしても，法５条４号ニに該当すると認める

ことはできない。 
○ ［参考答申］ 

答申１８（独情）５２ 

「特定企業から提出された

住宅金融公庫業務受託申請

書等の一部開示決定に関す

る件」 

 

・ 公的性格を有する受託業

務の責任者の氏名につい

て，一定の透明性が求めら

れるとして１号ただし書

イに該当し，開示すべきと

したもの 

・ 特定の民間企業の定款の

写しについて，当該企業の

担う公的性格に照らして

その組織運営につき一定

の透明性が求められる等

として，法５条２号イの不

開示情報に該当しないと

判断したもの 

 
整理番号２７の答申参照 

75 答申１９（行情）１９２ 

「保安規程変更届出書の一

部開示決定に関する件（第三

者不服申立て）」 

 

・ 逆ＦＯＩＡにおいて，資

源エネルギー庁が開示す

るとした部分について，審

査請求人独自のノウハウ

として不開示を認めたも

の 

２ 不開示情報該当性について 
（１）情報区分１について 

審査請求人は，当該部分には，審査請求人と特定電力会社が共同

で考案した新たなビジネスモデルについて記載されているところ，

当該ビジネスモデルについては関係者外秘としており，当該部分を

公にした場合，審査請求人の電力コスト削減に関するノウハウが漏

えいし，また，特定電力会社の個別事業者との取引内容が明らかに

なるなど，両社の正当な利益を害するおそれがある旨主張してい

る。 
これについて，当審査会において本件対象文書を見分したところ，

別表の情報区分１には，審査請求人が主張するように，特定電力会

社と審査請求人との間の電力供給の方式に関して，通常想定される

方式とは異なる提供方式が記載されていることが認められ，当該提

供方式は，特定製品製造上の重要なノウハウであり，特定製品製造

における他社との競争上の差異化に必要な情報であると認められ

る。 



したがって，当該部分を公にした場合，審査請求人，特定電力会

社及び特定委託元事業者の権利，競争上の地位その他正当な利益を

害するおそれがあるとする審査請求人の主張は否定し難いことか

ら，当該部分は法５条２号イに該当すると認められ，不開示とする

ことが妥当である。 
（２）情報区分２について 

審査請求人は，当該部分には，第三者が容易にビジネスモデルを

想起し得る表現内容が記載されているところ，これを公にした場

合，当該法人の権利，競争上の地位その他正当な利益を害するおそ

れがある旨主張している。 
これについて，当審査会において本件対象文書を見分したところ，

当該部分には，通常の電力供給の提供方式を採用した場合には記載

する必要がない書類の名称が記載されていることが認められ，当該

記載は，第三者が容易に上記（１）のビジネスモデルを想起し得る

表現内容であると認められる。 
したがって，これを公にした場合，上記（１）と同様の理由によ

り，審査請求人，特定電力会社及び特定委託元事業者の権利，競争

上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるとする審査請求

人の主張は否定し難いことから，当該部分は法５条２号イに該当す

ると認められ，不開示とすることが妥当である。 
76 答申１９（行情）２２８～２

３１ 

「平成１７年度防衛庁職員

採用Ⅰ種試験実施結果等の

一部開示決定に関する件」 

 

・ 防衛庁職員採用試験問題

のうち民間の試験問題作

成業者に委託して作成し

たものについて，民間業者

と一切公表しないという

契約をして提供を受けた

という経緯を考慮し，開示

された場合の民間業者の

不利益を認定し，法５条２

号イ該当性を認めたもの 

・ 公務員採用試験の問題は

本来公開されることが望

ましいという観点から，契

約条件の見直しなど将来

的な公開について検討す

べきと付言したもの 

２ 不開示情報該当性について 
（１）文書１について 
  （略） 

公務員採用試験の試験問題は，近年においては，採用試験制度の

透明性の向上を図る観点からも一般的に公開されている傾向にあ

ると言え，本件採用試験についても防衛庁内部で作成した問題は開

示されているなど，特定の試験問題だけについて，一般的な不開示

情報該当性を見出すことは困難である。しかしながら，本件の場合，

試験問題は一切公表しないという条件で，試験問題の提供に関して

作成業者と契約を締結し，その条件を前提として作成業者から提供

を受けた試験問題であることを考慮すると，これを開示した場合，

そのことにより，出題傾向が類推されるなど，作成業者が試験問題

作成時には想定していなかった影響が生じ，それを回避するための

人的負担の増加など，当該作成業者の事業活動などに支障が出る可

能性も否定できない。したがって，文書１の全部は，公にすること

により法人の正当な利益を害するおそれがある情報であり，法５条

２号イに該当すると認められることから，不開示としたことは妥当

である。 
なお，公務員採用試験の試験問題は，本来，試験実施後には公開

されることが望ましいものであることから，諮問庁においては，将

来的に当該契約の条件を見直すなど，外部作成の試験問題の公開に

ついても検討することが望まれる。 
77 答申１９（行情）３１９ 

「特定会社作成に係る特定

登録農薬の薬効薬害試験成

績資料代替書等の一部開示

２ 法５条２号イ該当性について 
（略） 

他方，諮問庁は口頭説明において次のとおり説明する。 
ア 当該文書に記載されている試験項目等は，財団法人日本植物調節



決定に関する件（第三者不服

申立て）」 

 

・ 試験項目等，各試験項目

に対応する数的データ等

について，不開示とすべき

重要なノウハウあるいは

企業秘密といった性格の

ものであるとは認められ

ず，法５条２号イには該当

しないとしたもの 

剤研究協会がホームページで公表している「非農耕地における除草

剤・生育調節剤試験実施基準」の基準に沿ったものにすぎないもの

であり，試験担当場所及び試験実施場所を試験項目として設定した

ことについては，販売する農薬に表示を義務付けているラベルの

「適用場所」に「鉄道」と記載するために設定したにすぎないもの

である。 
イ また，各試験項目に対応する数的データ等については，当該デー

タ自体は公表されていないが，「試験方法」，「使用量」，「試験結果

（残草量対無処理区比（％）・被度・植被率等）」の数的データ等に

ついては，農薬の登録事項に反映されており（適用雑草名，使用時

期，使用薬量，使用希釈水量，使用方法等），これら登録事項は販

売される農薬のラベルに記載することが義務づけられているもの

である。 
さらに，各試験項目に対応する数的データ等については，その抜

粋版等を県の病害虫防除所等への農薬の説明の際の技術資料とし

て使用するとともに，農薬メーカーホームページ等への掲載が行わ

れているところであり，公表することが農薬メーカー業界の慣行と

なっている。 
（略） 

このような諮問庁の説明を踏まえれば，当該試験項目等，各試験項

目に対応する数的データ等は，そのいずれについても，内容が公表さ

れているか，あるいは，その内容が公表されることを前提として提出

されるものであり，異議申立人が厳重に内部管理を行っているとは認

められないことから，当該情報は，不開示とすべき重要なノウハウあ

るいは企業秘密といった性格のものであるとは認められない。 
したがって，諮問庁が不開示とするとしている試験担当場所及び試

験実施場所を除いた情報を公にしても，異議申立人の権利，競争上の

地位その他正当な利益を害するおそれがあるとは認められず，法５条

２号イには該当しないと言うべきである。 
78 答申１９（行情）３５９ 

「労働保険審査会参与に係

る名簿の一部開示決定に関

する件」 

 

・ 労働保険審査会参与の推

薦労働者団体名について，

２号イ該当性を認めなか

ったもの 

２ 法５条２号イ該当性 
諮問庁は口頭説明において，参与の推薦労働者団体名が法５条２号

イに該当する理由として，参与は労働実態の専門家として労使いずれ

にも偏しない立場にあり，労働保険審査会の公開審理の場において，

同審査会の再審査請求人（以下「請求人」という。）に不利益な発言

を行うこともあるため，参与の推薦労働者団体の名称が公になると，

請求人及び請求人を支援する労働者団体等は，同審査会において請求

棄却の裁決がされた場合，参与の推薦労働者団体が不適当な者を参与

に推薦したため請求人に不利益な判断がされたとの批判を行うおそ

れがあり，その結果，推薦労働者団体は，適切な者を参与に推薦でき

なくなるなど，参与の推薦を含め当該団体の自由な活動を阻害される

おそれがあると説明する。また，諮問庁は，推薦労働者団体名を公に

した場合，請求人を支援する労働者団体等が，推薦労働者団体を通じ

て参与へ非公式に接触を図り，自らに有利な意見を述べさせようとす

るおそれもあると説明する。 
労働保険審査会の審理における参与の発言内容によっては，請求人

やその支援労働者団体等から参与本人あるいは参与の推薦労働者団



体に対して批判が起こることは，考えられないことではない。しかし，

参与の役割は，労使に中立的な立場から労働実態について専門的な意

見を述べることであり，また，労働保険審査会の裁決は同審査会の委

員のみが行えるとされ，参与は裁決に直接関与できないことからする

と，参与の推薦労働者団体名を公にしても，参与の推薦労働者団体に

対し，上記のような批判にとどまらず，不法，不当な圧力又は干渉が

加えられたり，推薦労働者団体を通じて参与への圧力が強まることま

でもが，当然に予想されるものではない。 
また，諮問庁は口頭説明において，労使の関係団体に対しては，官

報への公示により参与の推薦を求めているところ，本件開示請求の対

象期間においては，参与のうち関係労働者を代表する者は，いずれの

推薦時期においても，傘下に多数の産業別組織等を抱える単一の全国

組織の労働者団体からしか推薦がなく，他の労働者団体からの推薦は

なかった旨説明する。 
諮問庁が説明するような上記の状況の下では，本件対象文書におい

て推薦労働者団体名を公にしても，推薦労働者団体における参与の推

薦をめぐり，使用者団体及び他の労働者団体等から様々な干渉を受

け，適任者を参与に推薦できなくなるなどのおそれがあるとは認めら

れない。 
したがって，推薦労働者団体の名称を公にしても，当該団体の権利，

競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるとは認められ

ず，当該部分は法５条２号イに該当するとは認められないため，開示

すべきである。 
79 答申１９（独情）４９ 

「医学部及び医学部附属病

院が保有する「奨学寄附金受

入一覧」の一部開示決定に関

する件」 

 

・ 奨学寄付金について，法

人等寄付者がどこにいく

ら寄附しているという情

報は，法５条２号イに当た

らないとしたもの 

２ 不開示情報該当性 
（２）法人等寄付者の名称 

イ（略） 
    しかしながら，奨学寄附金については，委託研究や共同研究へ

の研究費の提供のように，知的財産権等の譲渡等を期待して行わ

れるものとは異なり，大学や講座等に対して教育・研究助成とい

う形で包括的にされるものであることから，法人等が特定の大学

又はその講座に寄附を行っていることをもって直ちに当該法人

等の企業活動に影響を与えるほどの機密性の高い経営戦略まで

が明らかになるとは言えず，また，寄附金の額の多寡から当該法

人等の具体的な経理内容までが明らかになるとも言えない。むし

ろ奨学寄附金として資金を提供している法人等とこれを受け入

れている国立大学法人との間の関係の透明性を確保し，あらぬ疑

念を抱かせないためにもその実態を明らかにする意義は大きい

と考えられる。 
   （略） 
    以上のようなことを踏まえると，法人等寄附者がどこにいくら

寄附をしているという情報が明らかになったとしても，諮問庁の

言うようなおそれが生ずる客観的な蓋然性があるとは認められ

ない。 
ウ したがって，法人等寄附者の名称（①「部署名等」及び④「教

室名等」の各欄の一部に記載された法人等寄附者の名称を含む。）

については，法５条２号イに規定する「公にすることにより，当



該法人等の権利，競争上の地位その他正当な利益を害するおそれ

があるもの」に該当するとは認められないので，開示すべきであ

る。 
80 答申２０（行情）１１７ 

「「電子計算機計算等役務

（防衛能力に関する研究）」

等の一部開示決定に関する

件」 

 

・ 防衛省から委託を受けた

特定法人が作成したプロ

グラムについて，当該法人

の著作物であって，これを

公にした場合には，当該法

人の公表権を侵害するお

それがあると認められる

ことから，法５条２号イに

該当し不開示を妥当とし

たもの 

２ 法５条２号イ該当性について 
（１）文書１及び文書２ 

当審査会において見分したところ，文書１及び文書２は，本件部

外委託研究の委託先である特定法人が作成した，各国の軍事力プレ

ゼンスを評価し，表示するためのツールであることが認められる。 
当審査会において，事務局職員をして諮問庁に確認させたとこ

ろ，当該ツールは，特定法人が独自の知見に基づき新たに案出した

評価のための手法及び計算式が組み込まれており，防衛省から委託

を受けた当該法人の著作物であって，当該法人が当該ツールを公表

した事実はなく，また，当該法人の有する公表権を根拠に開示を望

まない旨の意思表示をしているとのことであった。 
上記諮問庁の説明及び諮問庁から資料の提示を受けて確認した

ところによれば，特定法人の開示を望まない旨の意思表示は正当な

ものであると認められ，また，当該ツールが既に公表されているこ

とをうかがわせるような特段の事情も認められない。これらのこと

からすれば，文書１及び文書２については，当該法人による上記意

思表示は著作権法１８条３項１号かっこ書きに規定する「開示する

旨の決定の時までに別段の意思表示」に当たり，これを公にした場

合には，当該法人の公表権を侵害するおそれがあると認められる。 

したがって，文書１及び文書２は，これを公にすることにより，

特定法人の権利，競争上の地位その他正当な利益を害するおそれが

あるので，法５条２号イに該当し，不開示とすることが相当である。 

81 答申２０（行情）３２８ 

「外務省所管の特定法人に

関する文書の一部開示決定

に関する件」 

 

・ 法的有効性が確定してい

ない法人の文書であって

も，有効な文書として行政

機関に提出された以上，開

示により法人の正当な利

益を害するおそれがある

とは認められないとした

もの 

 

３ 全部不開示の妥当性について 
（１）諮問庁は，本件対象文書のうち，文書６及び文書７の法的有効性

については，現在係争中であり，また，文書２ないし文書５の法的

有効性についても，当該争訟の結果に左右されるので，処分庁がこ

れらの法的有効性が確定していない文書を開示することで，本件法

人の信用等を含む正当な利益を害するおそれがあり，その結果，外

務省の当該法人に対する指導監督事務の適正な遂行に支障が生じ

るおそれがあることから，法５条２号及び６号に基づきそのすべて

を不開示としたものである旨，説明する。  
（２）しかしながら本件対象文書は，いずれも正規に作成された有効な

文書として本件法人から諮問庁に提出された文書であるところ，当

該文書の有効性につき民事紛争を生じていたとしても，本件法人が

当該文書を有効と主張している以上，処分庁において当該文書が有

効であることを前提に当該文書を閲覧に供し，さらには情報公開の

対象文書とすることは，本件法人の客観的意向及び上記２の閣議決

定の趣旨に沿うものでこそあれ，それにより本件法人の具体的な事

務に新たな支障を生じるものと解することはできない。したがっ

て，本件各文書を開示請求の対象文書とすることにより，法５条２

号所定の法人の信用等を含む正当な利益を阻害することとなると

は認め難く，また，法５条６号所定の外務省の本件法人に対する指

導監督事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとも認め難



い。 
○ ［参考答申］ 

答申２１（行情）３ 

「国家公務員倫理法第６条

に基づく贈与等報告書（２万

円以下：平成１２年度）の一

部開示決定に関する件」 

 

・ 贈与等報告書の記載か

ら，当該贈与等が単に儀礼

的なもの，個人的な関係に

よるものと認められるも

の以外は，①報告者及び公

務員同席者の官職，氏名及

び印影は外務省職員等の

職務遂行情報であり，法５

条１号ただし書ハ及びイ

に該当し開示すべき，②外

国・国際機関等の名称，大

使館等の住所，相手方の官

職及び氏名等の情報は法

５条３号に該当し不開示

が妥当，③報道機関の名

称，報道機関の住所，相手

方の役職及び氏名等の情

報は法５条２号イに該当

し不開示が妥当であり，ま

た，当該贈与等が単に儀礼

的なもの，個人的な関係に

よるものと認められるも

のは，上記①の情報は不開

示が妥当，同②の情報は法

５条３号に該当せず開示

すべき，同③の情報は法５

条２号イに該当せず開示

すべきと判断したもの 

 
整理番号４５の答申参照 

82 答申２１（行情）２５６ 

「平成１８年度検定決定高

等学校日本史教科書の訂正

申請に係る教科用図書検定

調査審議会第二部会等にお

ける配布資料の不開示決定

に関する件」 

 

・ 高等学校日本史教科書の

訂正申請に係る典拠資料

２ 不開示情報該当性について 
（３）別表番号２４，３２，３８及び５８の各文書（発行者からの典拠

資料一覧及び発行者からの典拠資料）について 
ア 法５条２号イ該当性 
（ア）諮問庁は，当該各文書は，公表を前提としないで教科書審議

会に提出された発行者独自の企業情報であり，公にすると，他

の競合発行者等にどのような資料を基としたかが明らかとな

り，各発行者の独自性を有し創意工夫がされた教科書の作成を

困難にし，発行者の権利，競争上の地位その他正当な利益を害

するおそれがあると説明する。 



等につき，法５条２号イに

該当せず，開示すべきとし

たもの 

（イ）この点について検討すると，当該各文書は，当該訂正申請に

おいて各発行者が訂正申請に係る教科書記述を作成する際の

根拠又は参考とした文献等の一覧及び典拠資料（以下「典拠資

料等」という。）の写しであり，その内容としては，一般的に

共通な典拠資料等のほか，発行者によりそれぞれ異なるものも

あり，その中には，発行者が教科書編集に当たり創意工夫の資

料とした独自の情報を含むものもあって，このような情報は，

発行者の利益にかかわる企業情報であると言い得なくはない。 
しかしながら，小学校，中学校，高等学校等における主たる

教材として，すべての児童生徒が  使用することとなる教科

書の公共的性格からすると，その内容には正確性・信用性が要

請されるところであって，典拠資料等は，このような正確性・

信用性を裏付けるものであり，本来の教科書検定の申請に当た

っては，添付資料として出典一覧表を添付しなければならない

ものとされている。このように，典拠資料等は，客観的に教科

書の正確性・信用性を裏付ける意義をも有するから，各発行者

にとって，これを公にされることは，その教科書の正確性・信

用性の根拠を示すことにもなると言うことができる。さらに，

発行者独自の典拠資料等があるとしても，これに基づく創意工

夫の結果である教科書の記述は，検定決定後には公になるもの

であり，当該訂正申請に係る申請図書の記述と検定決定後の教

科書の記述も既に公になっている。 
以上によれば，当該訂正申請に係る典拠資料等を公にしても，

発行者の正当な利益を害すると までは言えないと解される。 
（略） 

ウ したがって，当該各文書は，法５条２号イ，５号及び６号柱書

きのいずれの不開示情報にも該当せず，開示すべきである。 
83 答申２１（行情）３５９～３

７１ 

「北海道経済産業局が保有

する平成１５年度の省エネ

法１１条に基づく定期報告

書の一部開示決定に関する

件外１２件」 

 

・ 法５条２号イにいう，製

品原価を知られる等の「お

それ」は，一般的・抽象的

なものでは足りず，処分庁

が具体的な不利益が生じ

るがい然性が客観的かつ

合理的に論証することを

必要とし，かつそれをもっ

て足りるとしたもの 

２ 不開示情報該当性について 

（略） 

（１）判断の基礎となる事実関係等 

一般に，ある法人に係る情報を公にすることにより，法５条２号

イにおいて不開示事由とされている当該法人の権利，競争上の地位

その他正当な利益を害するおそれを生じさせるか否かを判断する

に当たっては，法人には様々な種類・性格のものがあり，その権利

利益にも様々なものがあるので，当該法人の種類・性格や憲法及び

法令上の権利利益の内容・性質等に応じ，当該法人の権利保護の必

要性並びに当該法人と行政等との関係を十分考慮して適切に判断

する必要がある。そのため，上記「正当な利益」の有無の判断に際

しては，判断要素の一つとして，当該行政文書を作成する根拠とな

った法律における当該情報の位置付けや取扱い等をも考慮して判

断すべきものと解される。 

   （略） 

（３）法５条２号イ該当性について 

法５条２号イにいう，製品原価を知られる等の「おそれ」は，一

般的・抽象的なものでは足りず，具体的な不利益が生じるがい然性

が客観的かつ合理的に説明できるものでなければならない。しかし



ながら，処分庁ががい然性の有無についての判断根拠として実際の

本件数値情報等を公にして説明することは，情報公開制度の仕組み

に照らし背理であることから，処分庁としては本件数値情報等それ

自体を公にして論証するのでなく，同数値等を見分・検討した結果

に基づいて，具体的な不利益が生じる「おそれ」を客観的かつ合理

的に論証することを必要とし，かつそれをもって足りると解され

る。 

ア 製造業に係る競争上の支障 

インカメラ資料等とりわけ各事業所に関する調査結果，特に上

記（１）オ（ア）ないし（カ）に代表される各種製造業における

本件数値情報等の意味やこれを公にすることによる別表３掲記

の支障を調査・検討した結果を踏まえれば，一般的に産業分類上

製造業に属する事業者においては，本件数値情報等を公にする場

合，以下に掲げるような競争上の支障が生ずる可能性があると認

められる。 

（ア）エネルギーコスト及び製造原価が推算されることによる不利

益 

    （略） 

（イ）エネルギー使用効率化技術の優劣を知られることによる不利

益 

 （略） 

（ウ）燃料等の調達需要を知られることによる不利益 

 （略） 

（エ）国際競争上の支障が生じることによる不利益 

 （略） 

（オ）燃料供給業者等契約相手先企業との適正な取引関係が損なわ

れることによる不利益 

 （略） 

（カ）生産稼働状況が知られることによる不利益 

    （略） 

イ 製造業に係る各工場・事業所についての判断 

製造業に係る本件工場・事業所について，本件数値情報等を開

示することによって，競争上の利益が害されるおそれが認められ

るか否か各工場・事業所ごとにインカメラ資料等に基づき，更に

検討したところ，別表３のとおり，いずれも上記アに記載した

（ア）ないし（カ）に掲げる競争上の支障のうち，いずれかの支

障が生ずるおそれがあると一応認められる。 

そこで次に，製造業に係る各工場・事業所に関する情報のうち，

法５条２号イに該当しないため，その一部を開示できる箇所がな

いかどうかについて更に検討する。 

（略） 

ウ 非製造業を営む各事業所についての判断 

非製造業においては，上記（１）オ（キ）のとおり，業種ごと

の支障を類型化することは困難であるため，各事業所ごとに法５

条２号イ該当性について判断する。 

（略） 



（４）法５条２号ただし書該当性について 

   審査請求人は，温暖化対策の政策立案やその検証のためには，一

部情報の開示では足りず，多くの二酸化炭素を排出する事業者に関

し，電気・燃料別の数値も含めた本件数値情報等がすべて開示され

ることが必要不可欠であり，同情報が開示されることによって，二

酸化炭素排出抑制の努力を一層促す効果があることから，本件数値

情報等は，人の生命，健康，生活又は財産を保護するため，公にす

ることが必要であると認められる旨主張する。 

   確かに，二酸化炭素等の温室効果ガスの排出増加に伴う地球温暖

化は，地球規模の深刻な問題であり，我が国においても地球温暖化

防止に貢献するため，将来の我が国の環境・経済・エネルギー戦略

も考慮に入れた温室効果ガスの排出量の予測や，世界全体としての

地球温暖化対策の在り方等，様々な観点から綿密な検討が加えら

れ，種々の対策が講じられていることは周知の事実である。その一

環として，平成１７年法律６１号により地球温暖化対策法の一部が

改正され，事業者は，改正法２１条の２第１項の規定に基づいて事

業所管大臣に当該ガス排出量の報告が義務付けられ，環境大臣及び

経済産業大臣は，事業所管大臣からの通知を受け集計し，同法２１

条の５第４項の規定に基づき温室効果ガス算定排出量につき，その

集計された結果を公表することとされるに至っている。これに対

し，省エネ法に基づく定期報告書に記載された数値情報等について

は，それが温室効果ガスの排出量を推定させる意味合いを有するこ

とは否定できないものの，反面，当該数値情報等が指定工場単位の

内訳データであって，定期報告書の公表制度は導入されておらず，

国会審議においてもこれらのデータは企業経営上の秘密に属し，公

表することは相当でないと説明されている。こうした立法政策等に

照らしても，本件数値情報等は，人の生命，健康，生活又は財産を

保護するため，公にすることが必要とまで評価されるものではない

と認められる。 

   したがって，本件数値情報等を公にすることにより保護されるべ

き利益と，これを公にしないことにより保護される本件事業者の利

益を比較したとき，前者の利益を保護する必要性が上回るとまでは

認められないため，本件数値情報等は，法５条２号ただし書に該当

しない。 

３ 審査請求人の主張について 

  審査請求人は，①本件事業所と同様の第一種エネルギー管理指定工

場は，その大半が本件数値情報等と同様の情報を開示しており，燃料

等や電気の使用量が一部の指定工場のみにとって内部情報であると

は考えられない，②石油精製業，製鋼・製鋼圧延業，セメント製造業

等多数の業種において，工場・事業所を営む事業者の多くは，燃料種

別ごと，電力分類ごとの情報開示に応じており，これらの工場・事業

所は当該工場・事業所の燃料・電力消費量を「公にすることにより， 
当該法人等又は当該個人の権利，競争上の地位その他正当な利益を害

するおそれ」はないと判断したことになることから，これらの情報が

本件工場・事業所についてだけ特別な理由があるとは考えられない旨

主張している。 



  しかしながら，上記主張は，以下に述べる理由により，当審査会の

判断を左右するものではない。 
  上記２（１）イないしエに摘示したとおり，本件数値情報等は，こ

れを公表するか，あるいは内部管理情報とするかは，本来，当該情報

を保有する企業の自由な判断に属し，省エネ法上，国の機関としても

定期報告書の提出を求める行政目的に沿って使用することのみが想

定されている情報であり，インカメラ資料等によれば，企業を取り巻

く環境は，その属する業種，業態，性格，商圏さらには当該企業自体

の技術力・交渉力等により様々であるため，個々の企業につき，その

競争上の地位その他正当な利益が害されるおそれがあるか否かを個

別企業・事業者ごとに具体的に判断することが求められている。イン

カメラ資料等によれば，本件数値情報等が５条２号イに該当すると認

められる場合であっても，事業所によっては，その置かれている競争

環境に照らして独自に検討した結果，なお企業戦略の観点から，当該

情報を積極的に開示するとの方針を採っている場合がある。 
  一方，事業所によっては，当該情報の開示によって被る不利益を上

回るだけの開示による利益はないと評価する場合もある。このよう

に，事業者によっては，本件数値情報等が法５条２号イに該当する場

合であっても，その経営環境や事業者としての国際的・国内的地位，

環境問題に関する経営方針等の具体的事情がそれぞれ異なるため，各

事業者において本件数値情報等の開示による不利益と開示による利

益を比較衡量した結果が異なることがあり得る。 
  そのような状況下にあるにもかかわらず，特定の企業について企業

間の競争上の利益に具体的な不利益を生じるおそれのある本件数値

情報等を他の多数の企業が開示しているとの一事をもって一律に開

示すべきとすることは，法５条２号イの趣旨に反するのみならず，当

該情報の公表を各企業の自由な判断に委ねるとの自由競争原理にも

反することとなる。したがって，本件数値情報等に相当する情報を公

にしている事業所が多数存在することは，本件事業者についての本件

数値情報等を不開示とすることの妥当性を否定する理由にはならな

い。 
84 答申２１（行情）５１３ 

「特定地に所在の国の行政

財産の分筆にかかわる文書

等の一部開示決定に関する

件」 
 
・ 土地所在図及び地籍測量

図に押なつされた土地家

屋調査士の印影について，

２号イの不開示情報に該

当しないとしたもの 

３ 不開示情報該当性について 
（略） 

イ （略） 
 本件対象文書の見分の結果によれば，本件対象文書中の地積測量

図・土地所在図に押なつされた土地家屋調査士の印影は，本件対象

文書に係る特定国有地の土地表題登記申請の際に，登記嘱託書及び

その附属書類である地積測量図・土地所在図に作成土地家屋調査士

の印影として顕出されたものと同一と認められる。 
 土地所在図及び地積測量図は，何人も登記官に対して手数料を納

付して，全部又は一部の写しの交付を請求することができる登記簿

の附属書類である（不動産登記法１２１条１項，不動産登記令２１

条１項）。 
 それらの写しの交付に当たって作成した土地家屋調査士の印影

を除外するものとされているとは認められない。 
 地積測量図・土地所在図に押なつされた土地家屋調査士の印影は



当該図面を当該土地家屋調査士が作成したことを示す認証的機能

を有するものであるが，土地家屋調査士は上記のような不動産登記

法等の法令及び写しの交付の際の実情を充分に認識し，印影を含む

当該図面が不動産登記法等の法令に従って何人に対しても写しが

交付されるものであることを前提に印を押なつしているものとい

うべきである。 
 このような事実関係の下では，本件地積測量図・土地所在図に押

なつされた土地家屋調査士の印影を公にすることによって，当該土

地家屋調査士の権利，競争上の地位その他正当な利益を害するおそ

れがあるということはできない。 
85 答申２２（行情）１１２～１

２０ 

「特定会社が提出した「有線

ラジオ放送の設備の設置及

び業務の開始届」等の一部開

示決定に関する件（第三者不

服申立て）外８件」 

 

・ 前回答申において法５条

２号イ該当性を認めた部

分について，前回の答申決

定時から５年以上経過し，

状況が変化したとして，開

示すべきとしたもの 

 

２ 法５条２号イ該当性について 
（略） 

（３）前回答申との関係について 
前回答申においては，有線ラジオ放送事業者の業界が電柱所有者

や道路管理者の許可なく違法に自社ケーブルを設置することが長

期にわたり横行してきたなど特異な環境にあったことや，審査請求

人が平成１５年度に電気事業者及び電気通信事業者との間で正常

化確認書の締結を終えてから間もなくであり，違法使用の状態の正

常化作業が緒についたばかりであることを考慮して，本件線路図等

と同様の記載内容は，当面は，これを公にすることにより，審査請

求人の競争上の地位を害するおそれがあるとして，不開示とするこ

とが相当である旨の判断を行った。しかしながら，その答申に従っ

て当該部分を不開示とした諮問庁の裁決の取消しを求める訴訟が

提起され，同訴訟において，線路図等を不開示とした裁決を取り消

す旨の判決が確定し，また，今回の開示決定時（平成２１年２月な

いし同年３月）において，既に前回の開示決定時から５年以上経過

しているものの，新たな届出はされておらず，正常化は進ちょくし

ていないという事実を踏まえると，本件においては，本件線路図等

を開示することにより，審査請求人の競争上の地位を害するおそれ

があると認めることはできない。 
 

86 答申２２（行情）１２２ 

「東京拘置所の物品管理簿

（平成１７年度ないし同１

９年度）の一部開示決定に関

する件」 

 

・ 拘置所刑場前室備付物品

の納入業者名について，開

示すべきとしたもの 

 
 

３ 不開示情報該当性について 

（略） 

（３）物品等の納入元である業者名 

   （略） 

本件対象文書は，刑場に密接に関連して使用される場所における

平成１７年度ないし同１９年度の物品管理簿であり，摘要欄に記載

された物品の納入元である業者名が不開示とされているところ，こ

れら物品管理簿に記載されている物品については，最低でも１つは

前室で使用されており，中には仏具等収納庫のように前室での使用

を特定できる物品も存在すると認められる。 

しかし，物品管理簿に記載されている物品は，いずれも死刑執行

に直接に使用されるものとは考えられず，納入業者は，物品をどの

ように使用されるかは知らされないまま，東京拘置所との売買契約

により，同所に納入しているにすぎないのであるから，納入業者が

死刑執行に何ら関与していないことは明らかであると考えるのが



相当である。 

そうすると，諮問庁は，業者名を開示すると死刑執行に反対する

者が，当該業者が死刑執行に加担しているとして，当該業者に対す

る嫌がらせや攻撃その他の異常事態をじゃっ起させ，又はその発生

の危険性を高めるおそれがあると説明するが，当該業者は，東京拘

置所に物品を納入しているにすぎず，当該業者が死刑執行に何ら関

与していないことは明らかであるから，それをもって当該業者に対

する嫌がらせや攻撃その他の異常事態をじゃっ起させ，又はその発

生の危険性を高めるおそれがあるとまでは認められない。 

また，諮問庁は，品目欄に記載された物品を購入する際にためら

いを覚え，同業他社から購入しようという意思が働くことは十分考

えられると説明するが，一般に物品の購入に際して，品質，価格や

サービス等を考慮して購入を判断するのであって，物品を東京拘置

所にも納入している業者であるという理由だけで，同業他社から購

入しようという行動につながるとまでは認められない。 

したがって，本件対象文書で不開示とした業者名については，こ

れを公にしても，法人の正当な利益を害するおそれがあるとまでは

認められず，法５条２号イには該当しないことから，開示すべきで

ある。 

87 答申２２（行情）１６２ 
「国道二次改築工事に係る

用地買収に関する文書の一

部開示決定に関する件」 
 
・ 国道二次改築工事に係る

用地買収に関し，特定神社

に係る補償金額等につき，

開示すべきとしたもの 
 

２ 不開示情報該当性について 
（１）別紙２の２に掲げる部分について 

別紙２の２に掲げる部分に記載されている情報は，特定神社に係

る補償金額等（当該金額を計算するための対象物件の数量等の諸元

及び当該金額を類推させるものを含む。）である。 
これらは，以下のとおり，いずれも法５条２号イ及び６号ロに該

当するとは認められず，不開示情報に該当しないので，開示すべき

である。 
ア 起業地の土地代金等（別紙２の２（１）） 

当該部分に記載されている情報は，本件事業に係る事業用地と

して買収された土地（以下「起業地」という。）の買収価格に関

する情報である。 
公共事業用地の買収価格については，最高裁判所平成１７年７

月１５日判決（平成１５年（行ヒ）第２５０号。以下「最高裁判

決１」という。），同裁判所同年１０月１１日判決（平成１５年（行

ヒ）第２９５号及び同２９６号。以下「最高裁判決２」という。）

及び同裁判所同１８年７月１３日判決（平成１６年（行ヒ）第１

１７号。以下「最高裁判決３」という。）において，公共事業の

用地の取得における対価や損失補てんのための金額の考え方等

に係る政府全体の方針として制定された「公共用地の取得に伴う

損失補償基準要綱」（昭和３７年閣議決定）及びこれに沿った「国

土交通省の公共用地の取得に伴う損失補償基準」（以下「国土交

通省損失補償基準」という。）に基づき，当該基準に定められた

諸要因の評価方法に従って公平に算定された「正常な取引価格」

として決定されたものであれば，個人地権者からの買収価格にあ

っては，「当事者間の自由な交渉の結果が買収価格に反映するこ

とは比較的少なく」，買収する土地の「客観的性状から推認し得



る一定の範囲内の価格」であって，「一般人であればおおよその

見当をつけることができる客観的な価格」であるから，その性質

上，「その内容が不特定多数の者に知られ得る状態にある」と言

えるので，結論として，「私事としての性質が強いものではない」

ため，個人に関する情報として不開示とすべきものには該当しな

いとしている。また，最高裁判決２及び最高裁判決３において，

法人等地権者からの買収価格にあっても，上記のとおり決定され

るのであるから，これら価格に関する情報を公にしても，当該地

権者たる法人の競争上の地位その他正当な利益を害するとは認

め難いとされ，さらにそのような買収価格等に関する情報を公開

することによって，公共事業者における今後の用地買収事務の円

滑な執行，あるいは公正かつ適切な執行に著しい支障を及ぼすお

それがあるとは言い難いとされている。 
上記最高裁判決１ないし最高裁判決３の趣旨を踏まえれば，起

業地の土地代金等は，国土交通省損失補償基準に基づき「正常な

取引価格」として算定されたものであり，契約者である委員会あ

るいは特定神社にとって，当該「正常な取引価格」たる起業地の

土地代金等を公にすることにより，委員会又は特定神社の競争上

の地位その他正当な利益を害するおそれがあるとする特段の事

情は認められず，また，国土交通省における今後の用地買収事務

の円滑な執行，あるいは公正かつ適切な執行に著しい支障を及ぼ

すおそれがあるとも言えない。 
したがって，起業地の土地代金等は，法５条２号イ及び６号ロ

のいずれにも該当するとは認められない。 
イ 移転補償金等の金額及び補償対象物件の数量等（別紙２の２

（２）） 
当該部分に記載されている情報は，本件事業に伴い移転した際

の補償の対象となった特定神社の建物，工作物，立竹木等の数量

等及びその補償金額（以下「移転補償金等」という。）である。 
公共事業に伴い法人地権者に支払った補償価格及びその補償の

対象となった建物，工作物等を特定することができる情報に関し

ては，最高裁判決２が，「当該法人地権者の資金の全容を示すも

のではなく，県において定められた損失補償基準に従って算出さ

れた補償価格が当該法人地権者に支払われたことに関する情報

が開示されても，直ちにその競争上の地位又は事業運営上の地

位，社会的信用その他正当な利益が損なわれるとはいい難い。」

とするとともに，「今後の県の用地買収事務の円滑な執行に著し

い支障が生ずるおそれがあるとはいい難く」として開示すべき旨

判示している。 
上記最高裁判決２の趣旨を踏まえ，本件について見ると，審査

請求人によれば特定神社は地区住民の寄付で建てられたものと

のことであり，そうであれば特定の個人の財産ではなく，その資

産の全容が明らかになったとしても特定の個人の権利利益が害

されるおそれはないこと，特定神社は宗教法人法上の法人ではな

く，地域住民の信仰の対象と認められるものであるから，移転に

伴って国土交通省損失補償基準に従って算出された補償価格が



支払われたことに関する情報が開示されたからといって，直ちに

任意団体である委員会の団体としての事業活動や特定神社の宗

教活動等において，委員会又は特定神社の競争上の地位又は事業

運営上の地位，社会的信用その他正当な利益が損なわれるおそれ

があるとするに足る特段の事情は認められないこと，また，本件

は法人格がなく地域住民の信仰の対象である神社の土地を国が

買収するという特殊な事例であるから，移転補償金等に関する情

報を公にすることにより，国土交通省における今後の用地買収事

務の円滑な執行，あるいは公正かつ適切な執行に著しい支障を及

ぼすおそれがあるとも言えないことから，法５条２号イ及び６号

ロのいずれにも該当するとは認められない。 
ウ 代替地の土地代金（別紙２の２（３）） 

当該部分に記載されている情報は，特定神社が移転する先とし

て提供された代替地の土地代金（以下「代替地の土地代金」とい

う。）である。 
諮問庁は，代替地の取得については，国土交通省損失補償基準

は適用されないため，その土地代金は，事業地提供者と代替地提

供者とが任意の協議を踏まえて自由に決定されるものであると

説明していることから，上記アの起業地の土地代金等のように

「その内容が不特定多数の者に知られ得る状態にある」とまでは

言えない。 
しかしながら，本件の場合は，代替地の提供者は地方公共団体

である特定市であることが既に開示されており，当該情報は，そ

もそも法５条２号イには該当せず，代替地の土地代金は同市の収

入となるものであることからすると，このような個別の土地売買

による収入額等までもが必ずしも市財政の収支報告等で公にさ

れていないとしても，これを公にすることにより，財産管理者と

してや地方公共団体としての同市の事務又は事業の適正な遂行

に支障を及ぼすおそれがあるとも認められないのみならず，地方

公共団体の行政運営の透明性の確保や説明責任の観点からはむ

しろ公にすることが求められる情報とも言えるものであって，法

５条６号ロの不開示情報に該当するものとは認められない。 
  エ その他 
  （ア）甲に対する支払額（別紙２の２（４）ア） 

当該部分に記載されている情報は，いわゆる三者契約におけ 

る契約金額のうち，代替地所有者に対して支払われる金額を除

いた起業地所有者への支払額であり，上述のとおり，起業地の

土地代金等及び代替地の土地代金が開示されれば，その差額も

自ずと明らかとなるものであり，これを不開示とする理由は存

しない。 
（イ）前払金額（別紙２の２（４）イ及びウ） 

当該部分に記載されている情報は，契約Ⅰないし契約Ⅲによ

り支払われる契約金額のうち，土地所有権移転登記完了前又は

物件移転の完了前に支払いを請求できるいわゆる前払金の金

額である。 
諮問庁は，通常，前払金額は，契約金額の一定割合の金額で



あり，当事者間で任意に合意して定められるものとしている。 
しかし，本件においては，当該前払金額を請求する者は，委

員会及び特定市であり，上述のとおり，契約金額そのものが開

示されるべきものであるから，その一定割合の金額を前払いと

して請求したことが明らかになったとしても，委員会及び特定

市の競争上の地位又は事業運営上の地位，社会的信用その他正

当な利益が損なわれるおそれがあるとは認められず，法５条２

号イ及び６号ロのいずれにも該当するとは認められない。 
  （ウ）収入印紙（別紙２の２（４）エ） 

当該部分は，契約Ⅰ及び契約Ⅱの契約書に貼付された収入印

紙であり，これを開示すると，その形状及び表示金額から契約

金額を推定することができるためその全体が不開示とされて

いるものであるが，上述のとおり，契約金額を開示すべきとす

る以上，これを不開示とする理由は存しない。 
88 答申２２（行情）４０６ 

「朝鮮人の在日資産調査報

告書綴の一部開示決定に関

する件」 
 
・ 対象文書である「報告書」

を集計した「調査集計」が

国立公文書館で保管，公開

されていることを踏まえ，

国立公文書館文献により

公になっている部分を開

示すべきとしたもの 

２ 不開示情報該当性について 
（１）国立公文書館における文書の確認 

異議申立人は，報告書綴と同様の内容が記載された文書が，国立

公文書館において既に一般に閲覧，複写に供されており，不開示と

されている部分が既に公にされている旨主張する。 
このため，当審査会の事務局職員をして国立公文書館に確認させ

たところ，国立公文書館において，「帰国朝鮮人労務者に対する未

払賃金債務等に関する調査集計」（以下「国立公文書館資料」とい

う。）が保管されており，当該資料は一般に公開されているとのこ

とであった。 
また，当審査会において，国立公文書館資料の内容を確認したと

ころ，報告書綴と同様に，朝鮮人労務者に対する未払債務を有する

債務者等が記載されていると認められた。 
（２）債務者名及びその所在地 

当該部分には，朝鮮人労務者に対する未払債務を有する債務者で

ある企業名及びその代表者名並びにその所在地が記載されている。 
ア 企業名等 

当該部分のうち，企業名（事業所名）については，既に報告書

綴が作成から約６０年を経過したものであり，国立公文書館資料

にも記載され，公開の扱いとされていることから，これを公にし

ても，当該企業の権利，競争上の地位その他正当な利益を害する

おそれがあるとは認められないため，法５条２号イに該当せず開

示すべきである。 
また，その所在地についても，国立公文書館資料には記載され

ていないが，企業名（事業所名）が明らかとされていることから，

これを公にしても，当該企業の権利，競争上の地位その他正当な

利益を害するおそれがあるとは認められないため，法５条２号イ

に該当せず開示すべきである。 
イ 個人名 
（略） 
また，個人事業主の氏名についても，国立公文書館資料に記載

されていることから，法５条１号ただし書イの慣行として公にさ



れている情報に該当すると認められ，また，これを公にしても，

当該個人の権利，競争上の地位その他正当な利益を害するおそれ

があるとは認められないため，同条２号イに該当せず，開示すべ

きである。 
89 答申２２（行情）４４８ 

「特定医療用具の医療用具

製造承認申請書等の一部開

示決定に関する件」 
 
・ 特定企業による医療用具

等の開発における製造設

計に関する情報について，

法５条２号該当性を認め

たもの 

２ 本件不開示部分の不開示情報該当性について 
（１）諮問庁は，理由説明書において，「市場で販売，流通されている

当該医療用具の寸法については，分析によりある特定の規格につい

ておおよその寸法を知ることは可能となるものの，そのことをもっ

て，医療用具製造業者等が申請した寸法規格をすべて明らかにする

ことは困難であり，また，この情報は添付文書及び取扱説明書でも

明らかにされていないものである」と説明する。 
当審査会において，事務局職員をして諮問庁に確認させたところ，

本件医療用具は，今日，販売・流通はされておらず，また，添付文

書には，ベースカーブ等，いくつかの項目の寸法が記載されている

ものの，本件不開示部分の内容がそのまま記載されているものでは

なかったとのことであった。 
（２）また，諮問庁は，理由説明書において，「「２．外観（写真）」に

おいて具体的な寸法等が記載されているものではなく，また，当該

分析結果をもって本件医療用具の寸法に関する申請内容を把握する

ことは困難であ」る，と説明する。 
当審査会において，当該外観（写真）を見分したところ，もとよ

り具体的な寸法は記載されていないし，何らのスケールも写ってい

ないと認められる。 
したがって，異議申立人の「これを詳細に分析すれば，本件不開

示部分の寸法もある程度特定し得る」との主張は，認められない。 
（３）さらに，諮問庁は，理由説明書において，本件不開示部分が「開

示された場合には，申請した医療用具製造業者等に競争上の不利益

をもたらすおそれがあると考えられる。」と説明する。この点につ

いて，当審査会において事務局職員をして確認させたところ，諮問

庁の説明は以下のとおりであった。 
本件医療用具の承認申請に係る特定企業は，本件医療用具と同様

の製品の製造販売を行っているところであるが，本件医療用具の承

認以降に開発がなされた類似医療機器についても，本件医療用具の

形状，構造，寸法，原材料の情報を基本にして開発を行っていると

ころであり，かかる情報は類似医療機器の製造設計の根幹をなす情

報である。 
すなわち，コンタクトレンズの開発コンセプトには２種類あり，

一つはレンズ材料で差別化を図る方法と，もう一つはレンズ設計で

差別化を図る方法であるが，コンタクトレンズは敏感な眼に直接載

せて使用するものであり，同一素材であってもミクロン単位の設計

が製品の差別化要因となる。このように製品の製造設計が医療機器

の根幹をなす情報の核心となる。 
したがって，本件不開示部分を開示することにより，本件医療用

具の市場流通品に関する寸法規格のみならず，市場に流通していな

い，特定企業が申請した寸法規格がすべて明らかとなることで，特

定企業による本件医療用具及び類似医療機器の開発における製造



設計に関する情報が明らかになり，他の企業による類似の製品の開

発を容易にさせると言わざるを得ないと考えられる。 
（４）上記（１）ないし（３）を踏まえると，本件不開示部分を開示す

ると，他の企業による本件医療用具と類似の医療機器の開発を容易

にさせることとなり，特定企業の権利，競争上の地位その他正当な

利益を害するおそれがあるものと認められる。 
したがって，本件不開示部分は，法５条２号イの不開示情報に該

当すると認められ，不開示とすることが妥当である。 
○ ［参考答申］ 

答申２２（行情）５４９ 
「構造計算書偽装物件一覧

の一部開示決定に関する件」 
 
・ 構造計算書偽装物件一覧

について，風評被害による

権利利益侵害のおそれは

ないとして，開示すべきと

したもの 

 
整理番号１１の答申参照 

90 答申２３（行情）９３ 
「電離放射線健康診断結果

報告書の一部開示決定に関

する件」 
 
・ 有害業務として特別の項

目についての健康診断を

行わなければならないと

されている放射線業務を

行っている事業場の労働

者等の健康診断結果報告

書につき，事業場に係る情

報を不開示とした上で，労

働者数や検査結果の該当

人数欄等を開示すべきと

したもの 
 
 
 

２ 不開示情報該当性について 
（略） 

（２）法５条２号該当性について 
ア 「事業の種類」，「事業場の所在地」及び「線源の種類」の「具

体的内容」の各欄の記載内容 
当該各欄の記載内容は，電離放射線健康診断を行った事業場を

特定できる又は特定されるおそれがある情報であり，公にするこ

とにより，放射線業務を行っている事業場が明らかとなり，当該

事業場における取引関係や人材確保の面等において同業他社と

の間で競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるも

のと認められることから，法５条２号イに該当し，不開示とする

ことが妥当である。 
イ 「健康診断実施機関の名称及び所在地」欄の記載内容（医師の

氏名を除く） 
    当該欄には，電離放射線健康診断を実施した医療機関の名称及

び所在地が記載されている。上記アのとおり，事業場に係る情報

を不開示としていることから，当該欄に記載されている医療機関

の名称及び所在地は，公にしても，当該医療機関における顧客情

報が明らかになることはないため，当該医療機関の権利，競争上

の地位その他正当な利益を害するおそれがあるとは認められな

いことから，法５条２号イに該当せず，開示すべきである。 
ウ 「対象年」欄内の「月」及び「報告回数」，「健診年月日」欄内

の「月日」，「在籍労働者数」，「従事労働者数」，「有所見者数」，「受

診労働者数」並びに受診所見の内訳の「実施者数」及び「有所見

者数」の各欄の記載内容 
    当該各欄には，電離放射線健康診断を実施した時期，対象労働

者数，有所見者数等の詳細が記載されている。上記ア及びイのと

おり，事業場に係る情報を不開示としていることから，当該各欄



の記載内容は，公にしても，当該事業場の権利，競争上の地位そ

の他正当な利益を害するおそれがあるとは認められないことか

ら，法５条２号イに該当せず，開示すべきである。 
91 答申２３（行情）１２７ 

「特定訴訟に係る訴状等の

一部開示決定に関する件 」 
 
・ 訴状等の不開示部分のう

ち，判例雑誌に掲載された

ものと同様の部分につい

て，法５条２号イ該当性を

否定したもの 

２ 不開示情報該当性について 
（１）本件対象文書１について 

ア （略） 
イ （略） 
（ア）別紙の１及び別紙の２記載の情報 

① 諮問庁は，当該部分を公にした場合，具体的な法人名等を

特定できることは明らかであるから，法５条２号イに該当す

ると説明する。 
当該情報は，各法人を特定し得る情報であることから，通 

常であれば，これらの不開示部分を公にすると，各法人が特

定訴訟に関与していることが明らかとなり，各法人の正当な

利益を害するおそれがあるとして，これにつき，法５条２号

イに該当することを理由に不開示とすべきであるとする諮

問庁の主張も，理解し得るところである。 
しかしながら，当審査会において確認したところ，特定訴 

訟については，広く出版されている複数の判例雑誌（以下「特

定判例雑誌」という。）において，特定訴訟に係る第１審及

び控訴審の判決書が取り上げられ，当該判決書において当該

各情報が明らかにされていることが認められる。 
 そうすると，特定判例雑誌の判決書で明らかにされている

別紙の１及び別紙の２記載の各情報について，情報公開制度

において開示することとしても，そのことをもって直ちに，

新たに各法人の正当な利益を害することとなるとは認めら

れない。 
したがって，文書１３（判決書）及び文書３２（判決書）

については，諮問庁が不開示とすべきとしている別紙の１及

び別紙の２記載の情報のうち，原告法人の名称並びに訴訟当

事者以外の特定の法人の名称，代表者の氏名，業務に関する

情報及び設立年月日の部分は，法５条２号イの不開示情報に

該当するものとは認められないので，開示すべきである。 
23-6 答申２３（行情）１１２ない

し１２２ 
「有線ラジオ放送業務の正

常化につき特定会社が提出

した文書の一部開示決定に

関する件（第三者不服申立

て）」 
 
・ 審査請求人（第三者不服

申立人）が有線ラジオ放送

法３条等に違反して営業

している地域が明らかに

なり，そのような事実が参

２ 文書種別ごとの開示部分の法５条２号イ該当性について 
（略） 
（３）文書種別欄の調査票１ 

当該文書の開示部分には，審査請求人の総務省への業務開始届出

状況及びラジオの同意取得状況等が放送所及びその中の放送区域

ごとに記載されており，道路占用許可及び電柱共架に関する契約

書，覚書，使用電柱一覧の写しを添付することが記載されている。 
当該文書の開示部分から，現実に審査請求人が架線等を設置して

営業している地域のうち，届出済，一部届出済，届出未了の区域が

判明する結果，有線ラジオ放送法３条等に違反して営業している地

域が明らかになるものと認められ，そのような事実が参加人により

顧客の勧誘等の営業活動上利用されるおそれがあることは，否定で

きない。 



加人（開示請求者）により

顧客の勧誘等の営業活動

上利用されるおそれがあ

るとしても，そのことは真

実の指摘であるから，開示

請求によって得られた情

報を用いる参加人の営業

活動が審査請求人に不利

益を生じさせるおそれが

あるとしても，審査請求人

の競争上の地位その他正

当な利益を害するとまで

は言えず，審査請求人とし

てはこれを受忍すべきと

して，５条２号イ該当性を

否定した例 

しかしながら，現実に審査請求人が架線等を設置して営業してい

る地域の中に有線ラジオ放送法所定の届出が未了の地域が少なか

らずあること自体は既に公になっているところであり，審査請求人

が問題とする参加人の営業活動が当該文書を公にすることにより

明らかになった特定地域では届出未了のまま又は一部届出未了の

まま営業が行われているという事実を指摘するものであれば，その

ことは真実の指摘であるから，開示請求によって得られた情報を用

いる参加人の営業活動が審査請求人に不利益を生じさせるおそれ

があるとしても，審査請求人の競争上の地位その他正当な利益を害

するとまでは言えず，審査請求人としてはこれを受忍すべきであ

る。 

23-7 答申２３（行情）４３８ 
「一般用医薬品販売制度定

着状況調査結果報告書等の

一部開示決定に関する件」 
 
・ 一般用医薬品販売制度調

査において調査対象とな

った薬局店舗の名称につ

いては，国から委託を受け

た調査会社の専属調査員

の配置状況が明らかにな

るとして，５条２号イ該当

性を認めた例 

２ 不開示情報該当性について 
  （略） 
（２）文書３ 

ア 文書３の不開示部分には，本件調査の対象となった全ての薬

局・店舗の「店舗名称」及び「所在地」が記載されていると認め

られる。 
イ 諮問庁は，当該部分を公にすると，本件調査会社に所属してい

る専属調査員の市町村ごとの詳細な配置状況が明らかとなると

ころ，これは，一般に公にされていない同社の事業活動に関する

内部管理情報であり，調査会社としての調査能力までもが明らか

となることから，今後同様の調査における受託業者の選定におい

て不利益を被るおそれがある等と説明する。 
ウ また，当審査会の事務局職員をして，諮問庁に確認させたとこ

ろ，次の（ア）及び（イ）のとおりであった。 
（ア）理由説明書で述べた，「本件調査会社に所属している専属調

査員の各市町村ごとの詳細な配置状況が明らかとなる」とは，

各市町村又は各地域にどのくらい本件調査会社の専属調査員

が所在しているかということが明らかとなるということであ

る。 
（イ）また，本件調査はさておき，本件調査会社は，厚生労働省以

外の官公庁，民間事業者等からも受注する様々なリサーチ業務

等を行っており，同業他社との競争下に置かれている。 
同業他社は，全国的な調査ができる業者数でおおむね１０

社，特定地域を主力とした調査ができる業者数でおおむね３０

社あり，官公庁及び民間が行う種々の調査を受注すべく，競争

を行っている。 
文書３の不開示部分が公になると，本件調査会社の専属調査

員の配置状況が明らかとなる。そうすると，本件調査会社が他

社の配置状況を把握できないまま，本件調査会社の配置状況の

みが他社の知り得るところとなり，他社がその事実を自社の受



注のためのセールスに使用するなど，本件調査会社の権利，競

争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあると考える。 
エ 上記の諮問庁説明を踏まえると，文書３の不開示部分は，これ

を公にすることにより，本件調査を実施した本件調査会社の内部

情報が明らかとなり，当該会社の権利，競争上の地位その他正当

な利益を害するおそれがあると認められるので，法５条２号イの

不開示情報に該当し，不開示とすることが妥当である。 
23-8 答申２３（行情）５１４ 

「裁決書の一部開示決定に

関する件」 
 
・ 既に公にされている情報

と同一の情報である更正

処分に係る裁決書の名宛

人情報を開示することと

しても，そのことをもっ

て，新たに当該名宛人であ

る参加人の権利，競争上の

地位その他正当な利益を

害するおそれがあるとは

認められないとして，５条

２号イ該当性を否定した

例 

２ 不開示情報該当性について 
（１）参加人の名称（別紙２の１に掲げる部分）について 

諮問庁不開示主張部分のうち，別紙２の１に掲げる部分には，本

件更正処分に係る裁決書（本件対象文書）の名宛人である参加人の

名称の情報（以下「本件名宛人情報」という。）が記載されている。 
   （略） 

イ 参加人についての法５条２号イ該当性 
（ア）諮問庁は，補充理由説明書及び口頭説明において，仮に裁決

書の名宛人である参加人が，裁決があった事実等について，報

道機関に情報提供し，又はホームページにその情報を掲載して

いたとしても，それは，参加人が株主に対する説明責任等を果

たすことを目的として行うものであり，裁決書の理由やその内

容となる企業活動の実態を詳細に示すことを意図するもので

はなく，法５条２号イにより保護される権利利益を放棄したも

のではないことから，かかる権利利益を無視して本件名宛人情

報や参加人の具体的な取引・内部管理状況等の一端を示す情報

を開示した場合には，同号イに規定する法人の権利，競争上の

地位その他正当な利益を害するおそれがあると認められる旨

主張する。 
そこで，この点について検討すると，既に公にされている法

人の情報について，法５条２号イに規定する「法人の権利，競

争上の地位その他正当な利益を害するおそれ」があるかどうか

の不開示情報該当性の判断に当たっては，法文上，その情報を

公にした（又は公にされた）法人の意図や目的のいかんは要件

とされておらず，既に公にされている情報と同一の情報を法の

下で公にすることで，新たに「法人の権利，競争上の地位その

他正当な利益を害するおそれ」が発生するかどうかによって判

断すべきである。 
本件の場合，上記アのとおり，国税不服審判所から移転価格

税制に関する裁決（本件対象文書）を受領したという，参加人

自身による適時開示規則に沿ったプレスリリースやホームペ

ージへの掲載，及びそれに伴う新聞報道等が行われていること

に鑑みると，本件名宛人情報は，本件審査請求人が本件開示請

求を行った時点で，既に広く公にされているものと認められ

る。  
また，適時開示規則自体は，法に基づく情報公開制度とは制

度趣旨が異なるものとはいえ，本件においては，同規則により

本件名宛人情報を公にすることが義務付けられ，同規則に従っ

た結果として当該情報が既に広く一般に公にされるに至った



ものと認められる以上，同規則の制度趣旨の解釈いかんによっ

て，法に基づく不開示情報該当性の判断に影響を及ぼすものと

は考えられない。 
そうすると，既に公にされている情報と同一の情報である本

件名宛人情報を開示することとしても，そのことをもって，新

たに参加人の権利，競争上の地位その他正当な利益を害するお

それがあるとは認められないのであって，この点に関する諮問

庁の主張には理由がない。 
23-9 答申２３（行情）５２４ 

「特定歯科に係る監査の録

音テープ等の不開示決定に

関する件」 
 
・ 保険医療機関等に対する

監査マニュアル中，保険医

療機関等取消状況につい

て，かつて公表されていた

保険医療機関等の名称で

あっても，欠格期間終了後

は，５条２号イ該当性を認

めた例 

４ 本件不開示部分の不開示情報該当性について 
  （略） 
（３）保険医療機関等取消状況・主な事例に係る公表部分 

ア 諮問庁は，補充理由説明書において，以下のように説明する。 
（ア）取消処分の報道機関等に対する公表について 

保険医等の取消処分が行われた場合，厚生労働省において

は，毎年末に前年度の全国の取消処分に係る情報を取りまとめ

て，報道機関に公表するとともに，厚生労働省ＨＰに掲載して

いる。 
（イ）取消処分の欠格期間について 

取消処分が行われた場合，地方厚生（支）局長は，欠格期間

を経過しない場合等においては，当該取消処分を受けた医療機

関等又は医師等の再度の指定又は登録を拒むことができるこ

ととされているが，この欠格期間経過後は，再度の指定又は登

録が可能となる。 
（ウ）不開示情報の該当性について 

ａ 保険医療機関等取消状況・主な事例に係る公表部分には，

平成１１年度ないし同１３年度において，取消処分を受けた

保険医療機関等の名称及び保険医等の氏名並びに取消年月

日，不正の内容，返還金額等が記載されている。 
ｂ 当該各記載のうち，保険医療機関等の名称及び保険医等の

氏名については，これを公にすると，欠格期間経過後に適法

に保険医療機関等の指定及び保険医等の登録が行われ，保険

診療を再開している場合であっても，引き続き保険診療を行

う資格がない状態にあるとの誤解を与えるなど，当該保険医

療機関等又は保険医等の名誉及び社会的信用を失わせるお

それがあり，競争上の地位その他正当な利益を害するおそれ

があることから，法５条２号イの不開示情報に該当すると考

える。 
なお，以上のような事情を考慮し，厚生労働省においては，

上記（ア）で述べた厚生労働省ＨＰへの掲載については，掲

載後おおむね１年を経過した時点で削除している。 
ｃ 保険医療機関等取消状況・主な事例に係る公表部分のう

ち，保険医等の氏名は，法５条１号本文前段の個人に関する

情報であって，特定の個人を識別できるものに該当するとこ

ろ，上記ｂで述べたとおり，その厚生労働省ＨＰへの掲載は

削除されていることを踏まえると，同号ただし書イに該当せ

ず，また，同号ただし書ロ及びハに該当する事情もないため，



同号の不開示情報にも該当すると考える。 
イ 当該部分に記載された保険医療機関等及び保険医等について

は，既に欠格期間を経過しているものと認められる。 
欠格期間経過後には，被処分者等は，再び保険医療機関等の指

定及び保険医等の登録を受けることが可能となることからすれ

ば，過去に行政処分を受けた事実を公にされ続けることによって

名誉や社会的信用を著しく傷つけられることは，想像に難くな

い。 
（ア）したがって，保険医療機関等取消状況のうち「医療機関（薬

局）名」（平成１３年度については「保険医療機関等名」）欄の

記載及び保険医療機関等の取消に係る主な事例のうち「保険医

療機関等名」欄の記載（ただし，「（都道府県名）」を除く。）は，

法５条２号イに該当し，不開示とすることが妥当である。 
（イ）（略） 

23-10 答申２４（行情）２２ 
「特定保険医療機関に係る

保険医療機関廃止届・添付書

類の一部開示決定に関する

件」 
 
・ 保険医療機関廃止届を提

出する際の経由機関であ

る特定法人の名称につい

て，特定法人と類似の法人

が保険医療機関廃止届の

経由を行うことがあるこ

とは一般的なことである

として，５条２号イ該当性

を否定した例 

２ 不開示情報該当性について 
（３）（略） 

ア 特定法人の名称及び代表者の氏名 
（ア）理由説明書によると，「副申書に記載された法人の名称，代

表者の氏名，印影については，特定保険医療機関の旧開設者と

社会保険事務局の経由機関となって，本件届出を行った法人の

ものであ」るとのことである。 
そこで，当審査会の事務局職員をして諮問庁に確認させたと

ころ，以下のａないしｃのとおりであった。 
ａ 「特定保険医療機関の旧開設者と社会保険事務局の経由機

関となって，本件届出を行った」とは，特定法人がその会員

の便宜を図るため，同会員が提出する廃止届等の書類を当該

法人が取りまとめて社会保険事務局に提出したことを指し

ている。 
ｂ 特定法人がその会員が提出する廃止届等の書類を取りま

とめて地方厚生局等に提出すること自体は，一般的なことで

ある。 
ｃ なお，都道府県によっては，このような取りまとめを行う

法人がないところもあるが，特定法人の外にも，その会員の

便宜を図るため，廃止届等の書類を取りまとめて地方厚生局

等に提出している，特定法人と類似の法人はある。 
（イ）上記（ア）の諮問庁説明を踏まえると，都道府県によっては，

特定法人と類似の法人がその会員の便宜を図るため，保険医療

機関廃止届の経由を行うことがあることは一般的なことであ

ると認められる。 
そうすると，当該不開示部分は，これを公にしても，当該法

人の権利，競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあ

るとは認められないため，法５条２号イに該当せず，開示すべ

きである。 
24-2 答申２４（行情）８５ 

「労働者派遣事業の事業所

に対して是正指導を行うた

２ 不開示情報該当性について 

（略） 

（６）「事業主の氏名又は名称」，「事業所の名称」，「事業所の所在地」



めに送付した文書の決裁書

類等の不開示決定に関する

件」  
 
・ 是正指導対象が国の機関

等の場合について，国の機

関等の名称等を開示した

場合には，取引先である民

営事業所が特定されるお

それがあり，当該民営事業

所が指導監督を受けたこ

とが明らかになるとして，

５条２号イ該当性を認め

た例 

及び「事業主の住所」欄 

当該不開示部分には，労働者派遣法等に基づく是正指導の対象と

なった事業所の名称及び所在地，企業の名称及び住所並びに個人事

業主の氏名が記載されている。 

（略） 

イ 是正指導対象が国の機関等の場合について 

労働者派遣事業関係指導監督記録（甲）及び労働者派遣事業関

係指導監督記録（乙）の当該欄の一部には，是正指導の対象とな

った国の機関等の名称及び所在地が記載されている。 

諮問庁は，当該欄に記載されている国の機関等の名称及び所在

地について，補充理由説明書１において「当該国の機関等の情報

が開示された場合，本件対象文書の他の開示部分の情報（業務内

容の記述等）や，その他一般的に入手し得る情報（既に公表され

ている入札の情報等何の業務をどの業者が受託しているかにつ

いての情報等）と照合することにより，本来不開示であるべき特

定の事業主についても識別し得るものであることから，法５条２

号イの不開示情報に該当するものである」と説明する。 

そこで，国の機関等の情報が公にされた場合に，取引先である

民営事業所の識別につながるか否かについて検討する。 

（ア）下記（イ）以外について 

「事業主の氏名又は名称」及び「事業所の名称」の各欄の不

開示部分において，当該国の機関等の名称のうち地方公共団体

の執行機関の組織の形態を示す一般的な名称及び医療機関で

あることを示す一般的な名称の部分については，これを開示し

ても，取引先の相手方である民営事業所が特定されるおそれは

認められず，公にすることにより，法人の権利，競争上の地位

その他正当な利益を害するおそれ及び検査事務という性格を

持つ指導監督業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある

とは認められず，犯罪の予防に支障を及ぼすおそれがあると行

政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報である

とも認められないことから，法５条２号イ，４号及び６号イに

該当せず，開示すべきである。 

しかしながら，その余の部分については，労働者の派遣先で

ある国の機関等と取引関係にある，派遣元の民営事業所に対す

る指導監督記録も本件対象文書中に存在していることが認め

られ，労働者の派遣元と派遣先の双方が，指導監督を受けたこ

とが認められる。 

また，この場合，それぞれの指導監督記録の指導事項には，

業務内容等の取引に係る内容及び指導内容が，具体的かつ詳細

に，双方に共通した内容で記載されていることが認められる。 

諮問庁が，諮問に当たって，指導監督に基づく指導事項に係

る業務の内容及び指導内容を開示することとしていることか

ら，当該国の機関等の名称等を開示した場合には，当該国の機

関等に対し，当該指摘事項に係る業務の取引先を照会すること

により，取引先である民営事業所が特定されることとなるおそ

れがあるものと認められ，特定されれば，当該民営事業所が指



導監督を受けたことが明らかとなることから，当該民営事業所

の権利，競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある

と認められる。 

したがって，当該部分は法５条２号イに該当し，「事業所の

名称」及び「事業所の所在地」については，同条４号及び６

号イについて判断するまでもなく，不開示とすることが妥当

である。 
24-3 答申２４（行情）２２２ 

「特定法人に係る法人税確

定申告書に添付された勘定

科目内訳明細書のうち貸付

金及び受取利息の内訳明細

書の不開示決定に関する件」 
 
・ 特定法人に係る法人税確

定申告書に添付された勘

定科目内訳明細書のうち

貸付金及び受取利息の内

訳明細書について，特定法

人及び貸付先法人Ａがと

もに何人に対する開示に

も同意していることなど

本件対象文書を取り巻く

事情の特殊性に鑑み，５条

２号イ該当性を否定した

例 

２ 本件開示請求の特段の事情について 

（１）本件開示請求は，本件対象文書に記載されている審査請求人が特

定会社に有する貸付金の各事業年度の期末現在高の情報（本件開示

請求情報）の開示を求めるものであり，当該情報の開示について，

審査請求人及び特定会社が同意していることを示す同意書を添付

して開示請求をしている。 

（２）そこで，審査請求人及び特定会社が提出した同意書の趣旨につい

て，当審査会において審査請求人及び特定会社に照会したところ，

次のとおり，それぞれ同様の内容を記載した回答書が提出された。 

「当社提出の「平成２３年１０月１１日付け同意書」記載の文書

については，既に公開の法廷において当社から証拠として提出され

ている書面であり，既に，秘密性はない。 

 （裁判の）相手方が，「税務署に提出しているものと違うのでは」

と主張しているため，当社（審査請求人）が提出している書面と，

税務署保管の書面（本件対象文書）が同一であることを立証するた

めである。 

 ついては，何人からの請求及びいかなる目的の請求に対しても当

該情報（本件開示請求情報）を開示することに同意する。」 
さらに，上記回答書には，「当社提出の「平成２３年１０月１１

日付け同意書」記載の文書については，審査請求人が関わっている

裁判において，証拠として提出した」と記載されていることから，

当審査会事務局職員をして審査請求人に当該文書の提出を求め確

認させたところ，当該文書については，乙第８号証ないし乙第１３

号証と記載されていることから，当該裁判の証拠として提出された

文書であると推認することができる。 
（３）本件開示請求書に添付された同意書について，諮問庁の理由説明

書及び補充理由説明書における説明は，おおむね次のとおりであ

る。 

ア 本件開示請求は，同意書のある自己情報について，不開示情報

には該当しないことを審査請求人が主張しているものであるが，

その同意書の提出があるという事実も開示請求者の個別事情に

すぎない。よって，開示・不開示の判断に当たっては，審査請求

人及び特定会社から提出された同意書が存在するという開示請

求者の個別事情を斟酌する必要はない。 

イ そもそも法において法人の同意を条件に開示を認める趣旨の

規定はなく，開示・不開示の判断に当たって，処分庁が事案ごと

に開示に同意した個別事情を確認することまでも法は求めてお

らず，処分庁には同意についての調査権限や手段がない。 

そのため，役員交代や株主変更等により開示請求時とは別の経



営体制になった場合，同意書提出の意思決定が覆される可能性が

あるほか，処分庁は同意書が本人のものかどうか，同意書がどの

ような手続を経て誰の意思で作成されたのかなど，その同意の真

正性や同意の範囲について確認する調査権限も手段もないため，

同意書の存在のみをもって開示決定を行うことはできない。 

ウ 本件法人の自己情報の開示について，本件開示請求のごとく，

本件開示請求情報について，債権者である審査請求人及び債務者

である特定会社が同意書を提出し，当該情報の開示に同意してい

るとしても，一般的に，法人の経済活動に係る利害関係人は株主，

従業員及び取引先など多岐にわたる。そして，このような情報の

開示について同意書を提出していない第三者が予期せぬ不利益

を被ることが想定される。 

（４）上記（１）ないし（３）を踏まえ，以下検討する。 
ア 法における開示請求は，本来，開示請求者の個別的事情により

開示・不開示の判断が左右されるものではなく，開示・不開示の

判断に当たっては，自己情報についての開示請求である場合も含

め，開示請求者が誰であるかは考慮されるものではない。 
したがって，諮問庁が上記（３）イで説明するとおり，一般的

には，法は，自己情報の開示請求に同意書が添付されていた場合，

行政機関の長に対して，当該開示請求の個別事情や当該同意書の

趣旨を確認した上で，開示・不開示の判断をすることまで求めて

いるとは解されない。 
イ しかしながら，本件においては，審査会の調査審議の過程で次

のことが確認できた。 
本件においては，審査請求人及び特定会社は，上記（２）の主

張のとおり，本件対象文書に記載されている審査請求人及び特定

会社間の債権債務関係に係る情報について，既に裁判において証

拠として提出しており秘密性はないことを理由に，当該情報（本

件開示請求情報）が公にされないことによって保護される法益を

放棄し，何人からの請求及びいかなる目的の請求に対しても当該

情報を開示することに同意している。 
このように，本件対象文書に記載されている情報について，直

接的に利害関係を有する審査請求人及び特定会社は，①当該情報

の開示に係る同意書及び，②当審査会から当該情報の開示に係る

同意書の趣旨についての照会に対する回答書において，不開示と

することにより保護されるべき法人の正当な利益を明確に放棄

しているものである。 

ウ また，本件開示請求書と同時に提出された審査請求人の代理人

名の「行政文書の部分開示請求書」の記載によれば，裁判所から

処分庁に対し，本件対象文書を含む法人税確定申告書に関する文

書送付嘱託を行ったが，処分庁が，国家公務員法１００条に規定

する秘密保持義務を理由に当該文書送付嘱託に応じないことか

ら，審査請求人は，開示対象の範囲を必要最小部分（本件対象文

書に記載された本件開示請求情報）に限定し，審査請求人及び特

定会社の同意書を添付して本件開示請求を行ったとのことであ

る。（当該文書送付嘱託に応じなかったことは諮問庁も認めてい



る。） 
このことは，審査請求人が，文書１ないし文書６の控えについ

て，裁判の相手方から当該各文書の真正について争われている旨

回答していることからもうかがい知ることができる。 
そうすると，本件対象文書は，審査請求人が関わっている裁判

において証拠として提出した文書１ないし文書６の控えを含む

文書について，審査請求人が裁判での主張を証明するため，裁判

所に対して文書送付嘱託を申立て，同裁判所が文書送付嘱託を行

った文書である。 
確かに，本件対象文書は，本来，審査請求人の決算が税法等に

のっとり公正妥当に行われているかを確認するための文書であ

り，同文書に記載された情報は，これを公にすることにより，審

査請求人等の権利，競争上の地位その他正当な利益を害するおそ

れがあるもの，すなわち，法５条２号イに該当する情報であった

と認められる。 
しかしながら，本件においては，前記のとおり，審査請求人等

が，本件開示請求情報が公にされないことにより保護されるべき

法人の権利，競争上の地位その他正当な利益を完全に放棄してい

る。加えて，本件対象文書については，その控えが裁判に証拠と

して提出され，裁判所も国税当局に対して同文書の文書送付嘱託

を行っている。 
このような本件対象文書を取り巻く特殊な状況というのは，開

示請求者が誰か，開示請求の目的が何か，また，開示請求者が本

件対象文書に記載されている情報について利害関係を有してい

るかといった個別的・主観的事情ではなく，本件対象文書が置か

れている客観的な状況であるところ，本件においては，このよう

な特殊な客観的状況の変化に伴い，本来的には法５条２号イに該

当していた本件開示請求情報が，もはや，これを公にしても，審

査請求人等の権利，競争上の地位その他正当な利益を害するおそ

れがあるとは言えない情報になったと言うべきである。 
エ 以上のことを踏まえると，本件対象文書に記載されている特定

会社に対する貸付金の各事業年度の期末現在高の情報（本件開示

請求情報）については，もはや，これを公にしても，審査請求人

及び特定会社の権利，競争上の地位その他正当な利益を害するお

それがあると言うことはできない。 

24-4 答申２４（行情）４７８ 
「「特定会社に係る債権管理

回収業に関する特別措置法

に基づく営業の許可につい

て」等の一部開示決定に関す

る件」 
 
・ 諮問庁が定期検査の周期

を予測できる等により不

開示を主張する情報につ

いて，これを公にしても定

２ 不開示維持部分の不開示情報該当性について 

  （略） 

（８）文書１３ないし文書１５は，いずれもサービサー法に基づいて特

定会社に対して実施した立入検査（定期検査）に関する文書であり，

（中略）いずれの文書も，それぞれの事項に関する起案書及びその

添付文書から成っている。 

（略） 

（イ）上記諮問庁の説明について検討すると，諮問庁の説明は，要

するに，当該不開示維持部分は，諮問庁が行う立入検査の間隔

が予測可能となる情報であり，当該間隔から立入検査の実施時

期が予測され，あらかじめ会社側に不都合な情報等を隠蔽・改



期的に行われる検査につ

いての実施間隔の傾向が

分かるにすぎないなどと

して，５条２号イ，６号柱

書き及び同号イ該当性を

否定した例 

ざんされ，正確な事実の把握を困難にするおそれがあり，さら

に，会社ごとの定期検査の周期の長短により，当該会社に何ら

かの業務運営上の問題があるとの憶測を招き，当該会社のイメ

ージや社会的信用が低下するというものである。 

（略） 

本件の各立入検査は，諮問庁が特定会社に対して行ったサー

ビサー法に基づく定期検査に係るものであり，その実際の実施

時期が公になったとしても，それはある特定の会社がある時期

に定期検査を受けたという過去の実績にすぎず，諮問庁が当該

定期検査の周期は長短があると説明していることからも，特定

の会社の過去３回分の定期検査の実施時期，間隔という情報だ

けから，他の債権回収会社の定期検査の時期を，具体的に予測

するのはなお困難であると言うべきである。しかも，仮に過去

数年間分の債権回収会社全体に係る定期検査の実施時期が公

になる事態となっても，そこから判明するのは，あくまでも，

定期的に行われる検査についての実施間隔の傾向が分かるに

すぎないと考えられる。 

そのようなおおまかな予想に基づいて，サービサー法によ

り，各種の変更等に対しても逐一届出を求められるなど，厳し

く監督されている債権回収会社が，その時期に合わせて，不都

合な情報を隠蔽，改ざん等するという諮問庁の説明はにわかに

首肯することはできない。 

また，定期検査につき，会社ごとにその周期の長短があると

のことであるが，その長短が生ずる要因として，諮問庁の説明

するようなものがある可能性を否定するものではないが，その

ほかに，一般的には検査の実施者側（諮問庁）の業務等の都合

によるような場合も想定され得るなど，様々な要因が想定し得

るのであって，そうであれば，単に定期検査の周期の長短とい

う情報だけで，特定会社に何らかの業務運営上の問題があると

の憶測を招き，当該会社のイメージや社会的信用が低下すると

いう諮問庁の説明は首肯し難い。 

さらに，検査職員の職名及び氏名について，諮問庁は，諮問

庁における検査体制や検査手法に係るものであり，これを公に

すると，立入検査を受検していない債権回収会社や債権管理回

収業に参入しようとする者が検査手法等を予測し，証拠の隠匿

や事実隠蔽の巧妙化を図るなど，正確な事実の把握が困難とな

り，当該監督事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあり，

法５条６号柱書きの不開示情報に該当し，また，検査事務に関

し，正確な事実の把握を困難にするおそれがあり，同号イの不

開示情報にも該当するとも説明するが，当該検査職員の職名及

び氏名から，受検者が証拠の隠匿や事実隠蔽の巧妙化を行い得

るほどの検査体制や検査手法等が予測できるとまでは考えら

れず，諮問庁の説明は認められない。 

したがって，文書１３ないし文書１５の不開示維持部分につ

いて，諮問庁が定期検査の周期を予測できる等として，不開示

とした決裁の日，起案の日，供覧の日，発送日，手交日，検査



期間，検査職員の職名，氏名及び印影の部分については，法５

条２号イ，同条６号柱書き及び同号イのいずれにも該当しない

と認められることから，当該部分（別紙３に掲げる部分）を開

示すべきである。 

24-5 答申２４（行情）５３１ 
「「海上での普遍主義に基づ

く権限行使に関する研究」

（平成２１年度ユニット）の

不開示決定に関する件」 
 
・ 海上保安大学校の元職員

が職務上作成し，出版を予

定している文書について，

当該元職員は，職員として

職務上これを作成したも

のであり，「事業を営む個

人」に該当しないことは明

らかとして，５条２号イ該

当性を否定した例 

２ 不開示情報該当性について 

（１）当審査会事務局職員をして諮問庁に確認させたところ，次のとお

りであった。 

（略） 

ウ 本件対象文書の一部は，本件研究の研究員の１人であった海上

保安大学校准教授（当時。以下「元研究員」という。）が作成し

たものであるが，元研究員は，当該部分を作成した後，同大学校

を退職した。 

エ 本件開示請求を受けて調査したところ，元研究員が作成した本

件対象文書の一部については，これを修正・加筆し，書籍として

出版予定であり，元研究員が執筆中とのことであったので，本件

対象文書は法５条２号イに該当すると判断し不開示とする原処

分を行った。 

（２）諮問庁は，上記のとおり，本件対象文書が法５条２号イに該当す

る旨説明しているが，元研究員は，海上保安大学校の職員として職

務上本件対象文書の一部を作成したものであり，法５条２号に規定

する「事業を営む個人」に該当しないことは明らかである。 

したがって，本件対象文書は，法５条２号イに該当せず，開示す

べきである。 

24-6 答申２４（行情）５３７ 
「岸和田労働基準監督署に

おいて特定会社に対して実

施した調査等に関する監督

復命書の不開示決定に関す

る件」 
 
・ 廃業した事業場に係る文

書について，５条２号イ該

当性を否定した例 

２ 本件対象文書の不開示情報該当性について  

（１）特定事業場Ｅに係る文書について 

（略） 

イ 法５条２号イ該当性 

特定事業場Ｅについては，上述したとおり，個人が営む事業場

であって，本件開示請求時より前に，既に廃業していることが明

らかである。 

上記アにおいて法５条１号に該当する部分を除いたその余の

部分は，本来であれば，同条２号イの不開示情報に該当し得るも

のであるが，特定事業場Ｅの個人事業主は既に廃業しており，こ

れらの情報を公にすると，廃業後の当該個人において，後述する

特定事業場Ａ，Ｃ，Ｄ，Ｈ及びＩの属する法人と同様の権利，競

争上の地位その他正当な利益を害するおそれが生じると言うべ

き特段の事情は認められない。 

よって，当該部分は，法５条２号イの不開示情報に該当しない。 

また，同じ理由により，当該部分を開示したとしても，もはや，

検査事務という性格を持つ監督指導業務の適正な遂行に支障を

及ぼし，犯罪の予防に悪影響を与えるおそれがあるとは言えない

ことから，法５条４号及び６号イの不開示情報にも該当せず，開

示すべきである。  

（２）特定事業場Ｆに係る文書について 

（略） 

イ 法５条２号イ該当性 



特定事業場Ｆについても，上記アにおいて法５条１号に該当す

る部分を除いたその余の部分は，本来であれば，同条２号イの不

開示情報に該当し得るものであるが，特定事業場Ｆが属する特定

会社甲は既に廃業しているとのことであり，これらの情報を公に

したとしても，法人の権利，競争上の地位その他正当な利益を害

するおそれが生じると言うことはできず，同号イの不開示情報に

該当しない。 

また，同じ理由により，当該部分を開示したとしても，もはや，

検査事務という性格を持つ監督指導業務の適正な遂行に支障を

及ぼし，犯罪の予防に悪影響を与えるおそれがあるとは言えない

ことから，法５条４号及び６号イの不開示情報にも該当せず，開

示すべきである。 

24-7 答申２４（行情）５３８ 
「特定期間に尼崎労働基準

監督署が特定会社の特定製

品の製造作業に関して行っ

た調査に係る文書等の一部

開示決定に関する件」 
 
・ 昭和６２年以前の特定事

業場における特定事業や

労務管理に係る内容につ

いて，年代的に相当程度古

い情報であり，必ずしも，

特定事業場が属する特定

会社における現在の製造

及び品質管理のためのノ

ウハウ並びに内部管理情

報が推測できるものとま

では言えないとして，５条

２号イ該当性を否定した

例 

３ 本件対象文書の不開示情報該当性について 

（略） 

（７）特定事業場関係資料（文書８） 

エ （略） 

（ア）当審査会において本件対象文書を見分したところ，当該部分

には，特定事業場における特定事業や労務管理に係る詳細な内

容が記載されている。 

 諮問庁は，特定会社は，現在，石綿を使用せず同種製品の製

造業務を行っているが，現在の生産手法や安全衛生管理手法等

の各種ノウハウは，以前からの当該会社の様々な経験等の蓄積

を経て，現在の企業活動に至っているものであり，本件対象文

書の記載内容が古いからと言って，当該部分を開示すると，現

在の法人の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれが

あることから，法５条２号イの不開示情報に該当すると説明し

ている。 

（略） 

（イ）しかしながら，上記（ア）の１５４頁ないし１５６頁の監督

指導経過における措置，衛生関係勧告指導事項及び結果を除い

たその余の情報は，いずれも，昭和６２年以前の特定事業場に

おける特定事業や労務管理に係る内容であって，年代的に相当

程度古い情報であり，必ずしも，特定事業場が属する特定会社

における現在の製造及び品質管理のためのノウハウ並びに内

部管理情報が推測できるものとまでは言えず，これらの情報を

公にしたとしても，なお現在の当該会社の権利，競争上の地位

その他正当な利益を害するおそれがあるというべき事情は認

められないことから，法５条２号イに該当しない。 

また，これらを開示したとしても，事業場が労働基準監督

機関に対する関係資料の提出等情報提供に協力的でなくなる

など，検査事務という性格を持つ監督指導業務の適正な遂行に

支障を及ぼすおそれがあるとは認められず，かつ，同様の理由

により，犯罪の予防に悪影響を与えるおそれがあると行政機関

の長が認めることにつき相当の理由があるとは認められない

ことから，法５条４号並びに６号柱書き及び同号イのいずれに

も該当せず，開示すべきである。 



24-8 答申２４（独情）４６号 
「過去５年間の受託研究に

係る受託の相手方及び受託

金額を記した文書の一部開

示決定に関する件」 
 
・ 受託研究名（開示されて

いる）にカッコ書きでアル

ファベット及び数字によ

り構成される記号が付さ

れたものに係る企業等の

名称について，当該記号部

分は，当該研究の対象とな

る製品の型番について企

業等が独自に付したもの

であるため，型番の規則性

等により企業等の名称を

特定することは十分可能

であると認められるとし

て，５条２号イ該当性を否

定した例 

１ 本件対象文書について 

本件開示請求は，過去５年間の受託研究に係る受託の相手方（企業

等）の名称及び受託金額を記した書類の開示を求めるものである。 

（略） 

２ 不開示情報該当性について 

（略） 

（２）（略）当審査会で本件対象文書を見分したところ，なお企業名を

不開示とする受託研究の中には，既に受託研究名及び契約金額（経

年の投資規模）が明らかにされていることから，更に企業等の名称

が開示された場合，企業等について競合する他社が把握しているで

あろう情報等により，受託研究の具体的な内容，研究開発の進捗状

況やその動向が明らかとなる結果，企業等の競合優位性が喪失させ

られ，経営戦略上の変更を余儀なくされるなど事業等に支障を生ず

るおそれがあるものが認められる。 

また，当審査会事務局職員をして諮問庁に確認させたところ，企

業等の名称を不開示とする企業等の中には，類似の研究を研究所以

外の研究機関等に依頼する場合や，他の研究機関等と共同研究等を

行う場合があり，既に受託研究名及び契約金額が明らかにされてい

ることから，更に企業等の名称が開示された場合，企業等に対する

不信感が惹起され他の研究機関等から不利な扱いを受けるなど，企

業等の権利，競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある

旨説明する。上記諮問庁の説明について，特段不自然，不合理な点

は認められない。 

さらに，企業等名を不開示とする受託研究の中には，他の企業（以

下「顧客」という。）から依頼された研究成果の検証や評価を研究

所に委託していることが，受託研究名から推認されるものがあり，

企業等の名称が開示された場合，当該研究における顧客と企業等の

関係が明らかとなる。そして，企業等の名称は本来，顧客と企業等

との取り決めにより，相手の同意なしには公にされない内部管理情

報に属するものであり，これが明らかになった場合，企業等に対す

る不信感が惹起され顧客等から不利な扱いを受けるなど，企業等の

権利，競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある旨説明

する。上記諮問庁の説明についても，特段不自然，不合理な点は認

められない。 

そうであれば，上記諮問庁の説明する理由により企業等の名称を

不開示とするものについては，法５条２号イに該当し当該部分を不

開示とすることが妥当である。 

しかしながら，索道用握索装置に関する受託研究のうち，受託研

究名にカッコ書きで，アルファベット及び数字により構成される記

号が付されたものについては，当該記号部分は，当該研究の対象と

なる製品の型番について企業等が独自に付したものであるため，型

番の規則性等により企業等の名称を特定することは十分可能であ

ると認められることから，当該受託研究に係る企業等の名称につい

ては，法５条２号イには該当しないので，これを開示すべきである。 

24-9 答申２４（独情）５６号 
「旧簡易生命保険契約に基

３ 不開示情報該当性について 

（１）法５条２号イ該当性 



づく保険責任に係る再保険

契約書等の一部開示決定に

関する件」 
 
・ 処分庁と株式会社かんぽ

生命保険（参加人）との間

で締結された「旧簡易生命

保険契約に基づく保険責

任に係る再保険契約書」等

について，他の生命保険会

社が参入することは事実

上困難であると考えられ

るなどとして，５条２号イ

該当性を否定した例 

ア 参加人の資本関係における競争上の地位について 

 （略） 

イ 本件契約における参加人の競争上の地位について 

（ア）諮問庁は，本件契約の規定から，本件不開示部分が法５条２

号イの不開示情報に該当する理由について，要旨次のとおり説

明する。 

Ａ 機構との再保険契約及び業務委託契約の締結相手方は参

加人であるが，機構法１６条１項及び１８条１項により，機

構は，他の生命保険会社を相手方として，旧簡易生命保険契

約に基づき機構が負う保険責任につき，機構と当該生命保険

会社との間に再保険関係が成立する旨を定める契約及び簡

易生命保険管理業務の一部を委託する契約を締結すること

ができる仕組みになっている。 

Ｂ 郵政民営化法１６２条は，旧日本郵政公社の民営化に際し

て定められた日本郵政公社の業務等の承継に関する基本計

画において，再保険契約等の相手方を参加人とすることを定

めているにすぎず，その後においては，総務大臣の認可を受

ければ，機構は再保険契約及び業務委託契約を参加人以外の

生命保険会社と締結することが可能である。 

 機構法１６条２項及び１８条２項は，このような考え方に

基づき，本件契約の締結や解除に関する規定を定めているも

のであり，また，文書１の２６条，文書２の２５条及び文書

３の３０条において，「契約の解除」につき定めている。 

 このように，現時点では，参加人以外の生命保険会社が再

保険又は業務委託を担うことができる仕組みとなっており，

参加人は競合他社との競争に晒されていると言える。 

Ｃ 機構法は，「契約の締結，変更又は解除」を想定しており

（機構法１６条２項及び１８条２項），将来においても機構

と参加人との間の再保険契約及び業務委託契約が継続する

ことを前提としていない。 

 したがって，当然，旧簡易生命保険契約の満期等による減

少や参加人の経営状況等によって，機構が参加人との間の再

保険契約及び業務委託契約を解除する可能性が存在する。 

 再保険契約が解除された場合の措置については，不開示と

した契約解除時の返戻金（文書１の２７条及び文書２の２６

条）に定めており，「機構は何の予算手当もないまま巨額負

債を全て負担すること」とはならない。また，参加人は，独

自の保険商品を販売しているので，旧簡易生命保険契約に係

る業務が「唯一の業務」というのは明らかに事実に反するし，

異議申立人は，更に解除時に想定される参加人の職員の雇用

の問題等を指摘するが，仮にそのような問題が生じ得るとし

ても，「契約の締結，変更又は解除」を想定した機構法の規

定を否定するものではない。 

（イ）上記諮問庁の説明に対し，異議申立人は，要旨次のとおり主

張する。  

Ａ 機構は，機構法１６条及び１８条の形式的な文言をとらえ



て，総務大臣の認可があれば，他の生命保険会社が再保険契

約等の相手方になり得ると主張するが，誤りである。同法は

単に「手続」を定めたものにすぎない。郵政民営化法１６２

条１項２号ロ及びハ，更に郵政民営化基本方針は，明らかに，

参加人を再保険契約及び業務委託契約の相手方に指定して

いる。 

Ｂ 保険契約者である国民との旧簡易生命保険契約の当事者

は依然として機構であるため，この状態で本件契約を終了さ

せれば，機構は何の予算手当もないまま巨額負債を全て負担

することになる。 

 また，参加人の唯一の業務がなくなるため，その職員雇用

の問題などで重大な影響が生じ得る。その意味で，機構は参

加人との間には，密接な依存関係にあることは明らかであ

り，この状況で，機構が総務大臣の認可を受けて，本件契約

を解除することは現実的にもあり得ない。 

 本件契約は，旧簡易保険事業を民営化後も円滑に継続さ

せ，または，機構から参加人へ資金を移転させるためのメカ

ニズムとして作られた恒久的な契約関係である。それ故，本

件契約が解除されることは実際問題としてあり得ない。 

（ウ）本件対象文書を見分した結果を踏まえ，上記説明及び主張内

容について検討する。 

Ａ 諮問庁の説明するとおり，機構法１６条１項及び１８条１

項の規定からすると，機構は，参加人以外の生命保険会社等

と旧簡易生命保険契約に基づく再保険契約及び業務委託契

約を締結できると解し得る。 

そこで，どのような場合に参加人以外の生命保険会社等と

契約締結を行うことがあり得るのかという点について，当審

査会事務局職員をして諮問庁に説明を求めさせたところ，次

のとおりであった。 

（Ａ）平成１７年７月２２日開催の参議院「郵政民営化に関す

る特別委員会」の議事録における国務大臣（郵政民営化担

当大臣）の発言にも記載されているとおり，法律の制度設

計上は，一般の民間銀行（本件で言えば一般の生命保険会

社）とも一部委託契約ができるとされている。 

（Ｂ）具体的には，保有する旧簡易生命保険契約の減少などの

将来的な状況変化が生じた場合や，参加人の経営状況等が

悪化して破綻リスクが高まったような場合には，参加人以

外の生命保険会社等との契約締結が行われる可能性は否

定できない。 

Ｂ 上記諮問庁の説明によると，法的に参加人以外の生命保険

会社等との契約締結が可能と規定されており，参加人に何ら

かの状況の変化が起きた場合などには，当該生命保険会社等

が本件簡易生命保険事業に参入することができる制度とな

っていることから，参加人は競合他社と競争関係にあるとの

ことである。 

しかしながら，上記１のとおり，郵政民営化は，郵政民営



化基本方針の閣議決定から始まり，郵政民営化法の制定を経

て「日本郵政公社の業務等の承継に関する基本計画」の策定，

そして「日本郵政公社の業務等の承継に関する実施計画」に

沿って進められているところ，これら全ての法律及び計画に

おいて，機構は参加人を契約相手として旧簡易生命保険契約

に基づく再保険契約及び業務委託契約を締結する旨規定し

ている。 

また，上記Ａ（Ａ）の参議院議事録において，「（別のとこ

ろと契約）することが現実的であるとは想定していない。し

かし，そういう場合も万々が一に想定して，法律上の制度設

計としては同様の契約をできるようにした。」旨の国務大臣

（郵政民営化担当大臣）の発言があるとおり，これらの法律

及び計画は，原則として契約の相手先をかんぽ生命に限定し

た制度設計がされているものと認められる。 

したがって，これら郵政民営化に関する法律及び計画，す

なわち郵政民営化のスキームにおける機構及び機構法の位

置付けを併せて鑑みるに，本件簡易生命保険事業について

は，参加人が継続してこれを担うことを前提として機構法を

含む一連の法律及び計画が制定・策定されていることは明ら

かである。 

そして，民営化に向けた改革は現在も継続中であり，上記

法律及び計画からすると，現在は民営化に向けた「移行期」

とされており，平成２４年の郵政民営化法改正により完全民

営化の時期は不透明であるものの，当面は郵政民営化のスキ

ームにおける本件簡易生命保険事業の位置付け自体は変わ

らないものと認められる。 

加えて，当審査会事務局職員をして，機構法１４条（独立

行政法人通則法３０条）に定める「中期計画」の第１期（平

成１９年１０月から同２４年３月まで）及び第２期（平成２

４年４月から同２９年３月まで）の内容を調査させたとこ

ろ，いずれの計画においても，参加人に対してのみ再保険を

含む簡易生命保険管理業務を委託することを前提とした上

で，当該計画期間の業務運営が策定されていることが確認さ

れている。 

そうすると，機構においては，その設立当初から，参加人

以外の生命保険会社等と再保険契約及び業務委託契約を締

結する予定は存しなかったと認められる。このことは，下記

ウ（ウ）Ｂのとおり，現在においても，参加人以外の生命保

険会社等とこれらの契約を実施する体制にないことからも

うかがわれる。 

Ｃ 次に，機構法１６条２項及び１８条２項においては，諮問

庁の説明するとおり，現在締結されている本件契約につい

て，変更又は解除できる旨規定されている。 

しかしながら，上記Ｂのとおり，郵政民営化に関する一連

の法律及び計画並びに機構の「中期計画」のいずれもが，機

構と参加人の再保険契約及び業務委託契約を前提に制定・策



定されていることからすると，本件契約を解除する予定は存

しなかったと認められ，このことは，現在に至るまで本件契

約が解除されていなかったことからも，裏付けられる。 

Ｄ なお，諮問庁は，機構法の規定を拠り所として，機構が参

加人以外の生命保険会社等と旧簡易生命保険契約に基づく

再保険契約及び業務委託契約を締結できることを強調する

が，本件に関しては，郵政民営化のスキーム全体から実質的

に検討すべきものと考えられる。 

Ｅ 以上のことから，郵政民営化に関する一連の法律及び計画

（スキーム）並びに機構の「中期計画」のいずれもが，機構

と参加人の再保険契約及び業務委託契約を前提に制定・策定

されていることからすると，参加人以外の生命保険会社等

が，旧簡易生命保険契約に基づく本件簡易生命保険事業に参

入することは事実上困難な状況にあると認められる。 

したがって，本件契約の規定を含む郵政民営化に関する一

連の法律や計画等の観点から判断するに，参加人が生命保険

会社等の競合他社と競争関係にあるとは言い難い。 

25-10 答申２５（行情）７８ 
「「食品中の放射性物質検査

について」等の一部開示決定

に関する件」  
 
・ 放射性物質検査結果にお

ける粉ミルクのブランド

名について，検査対象の選

択において必ずしも全て

の製造業者のブランドを

等しく取り扱っていると

は言い難い印象を与える

と言わざるを得ないこと

等から，５条２号イに該当

するとした例 

２ 不開示情報該当性について 

（略） 

（３）食品のブランド名の不開示情報該当性について 

（略） 

エ アないしウのとおり，諮問庁等の公表資料及び研究報告におい

ては，暫定規制値を超過した事例も含め「食品のブランド名」が

記載されているものは認められなかった。 

オ 本件対象文書のうち，文書８０の開示部分には，測定対象の粉

ミルクのブランドごとの放射性セシウム濃度が，文書８１及び文

書８２の開示部分には，測定対象の粉ミルクのブランドごとの放

射性セシウム濃度及び放射性ヨウ素濃度が記載されており，全て

５Ｂｑ／ｋｇ未満と記載されている。当審査会事務局職員をして

諮問庁に確認したところ，これは，測定機器の検出限界が５Ｂｑ

／ｋｇであり，測定対象となった全ての粉ミルクにおいて，５Ｂ

ｑ／ｋｇ以上の放射性セシウム（または放射性ヨウ素）の検出は

認められず，測定した範囲では不検出であったことを示している

とのことであった。 

ところで，当該検出限界値を食品中の放射性物質の暫定規制値

と比較すると，牛乳・乳製品に対する暫定規制値は，放射性セシ

ウムは２００Ｂｑ／ｋｇであり，放射性ヨウ素は３００Ｂｑ／ｋ

ｇであることから，当該文書中に測定対象として記載されている

粉ミルク中の放射性物質は，当該暫定規制値を下回るものと認め

られる。諮問庁の説明によれば，暫定規制値を下回っている食品

は，健康への影響はないと一般的に評価され，安全性は確保され

ているとされている。 

また，当審査会事務局職員をして諮問庁に確認したところ，平

成２４年４月１日より，乳幼児用食品及び牛乳に係る食品中の残

留放射性セシウム濃度の新基準値として５０Ｂｑ／ｋｇが設定

されたところであるが，新基準値は，従前の暫定規制値より厳し



い基準となっている。これは，平成２３年１０月２７日付けで食

品安全委員会が厚生労働大臣に提出した「評価書（食品中に含ま

れる放射性物質に係る食品健康影響評価）」において，「小児の期

間については，感受性が成人より高い可能性がある」との指摘を

踏まえたものであり，本件の対象食品である粉ミルクは乳児用食

品に該当するとのことであった。 

カ 文書８０ないし文書８２は，上記（１）に記したように，国立

医薬品食品衛生研究所が実施した粉ミルクに係る放射性物質検

査について，その検査結果を諮問庁に報告したものであるが，当

該検査において，検査対象となっている粉ミルクのブランド名に

ついて見分すると，ある製造事業者の場合は，複数のブランドが

検査対象となっていること，別の製造事業者の場合は，一度検査

したブランドについて，検体となるブランドを新たに別途購入し

て再度検査を行っていること，また，製造事業者によっては，い

わゆる粉ミルクに加えて，特殊な加工を施したブランドも検査対

象となっていること等が認められる。 

この点について諮問庁は以下のように説明する。 

仮に当該不開示部分を公にすると，消費者は複数のブランドが

検査対象となった製造事業者のブランド，再度検査を行っている

製造事業者のブランド，特殊な加工を施した粉ミルクも検査対象

となった特定の製造事業者のブランドについては，放射性物質が

残留しているおそれが高いのではないかといった懸念を持つこ

とにより，当該製造事業者のブランドや当該ブランドの購入を控

えるという行動を取り得る可能性があると考える。すなわち，当

該部分を公にすることにより，当該部分に記載された製造事業者

の権利，競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるた

め，法５条２号イに該当する。 

キ さらに，不開示とされた部分に記載されている粉ミルクの製造

事業者に対し，ブランド名情報の開示の是非について，当審査会

事務局職員をして諮問庁を通じて問い合わせたところ，全ての製

造事業者が，ブランド名情報を開示することにより不利益を被る

ため，不開示を維持すべきであると回答したとのことであった。

その理由は，法律に基づき定められた基準値内の低レベルであっ

ても検出値と事業者名が公表された場合は，風評被害が発生し，

不買につながるおそれがあることから当該事業者の競争上の地

位その他正当な利益を害することが明らかであること，現に，行

政機関での分析結果のみが報道された場合でも，消費者からの当

該事業者に対する問い合わせが発生しており，過失のない事業者

に不利益な結果となること等であるとのことであった。 

ク 上記オのとおり，小児に対する放射線の影響は大人に比べ大き

いと認められていることから，消費者は，乳幼児用食品中の残留

放射性物質については，より敏感な反応を示すことが予想され

る。 

また，上記カのとおり，国立医薬品食品衛生研究所が実施した

検査は，検査対象の選択において，必ずしも全ての製造事業者の

ブランドを等しく取り扱うように行われたとは言い難い印象を



与えると言わざるを得ない。 

このため，ブランド名を開示すると，消費者は，特定の製造事

業者の粉ミルクの購買を控えるなどの行動をとることも考えら

れるとする諮問庁の説明，また，風評被害が発生し，不買につな

がるおそれがあるとの製造事業者の説明は理解できるものであ

る。 

ケ 上記エないしクを踏まえると，「産地・製造者等」欄のうち，

粉ミルクのブランド名については，これを公にすると，消費者に

対して検査対象となった粉ミルクのブランド名を明らかにする

こととなり，放射性物質濃度が暫定規制値及び新基準値の範囲内

で安全に摂取できる食品であるにもかかわらず，消費者が当該ブ

ランドの粉ミルクの購入を控えるといった行動をとる事態も想

定され，生産者等の権利，競争上の地位その他正当な利益を害す

るおそれがあると認められる。このため，当該不開示部分は法５

条２号イに該当し，不開示とすることが妥当である。 

25-11 答申２５（行情）８５ 
「原子力発電における使用

済燃料の再処理等のための

積立金の積立て及び管理に

関する法律届出資料のうち

再処理等積立金の積立額算

定に関する資料等の一部開

示決定に関する件」  
 
・ 特定会社の使用済燃料再

処理等積立金に関する届

出書の減損ウラン回収率，

転換役務代等の数値につ

いて，公にすれば取引業

者・特定会社の実際のウラ

ンの取引価額及び役務代

を算出することが可能と

なるとして，５条２号イに

該当するとした例 

３ 不開示情報該当性について 

（１）文書１について 

ア 文書１の不開示部分には，①減損ウラン回収率（１枚目及び３

枚目），②ウラン代，濃縮役務代，減損ウランの転換役務代及び

減損ウラン回収率の算定（３枚目），③天然八酸化三ウランの価

額及び天然ウランの転換役務代（４枚目）並びに④濃縮役務代及

び転換役務代の算定方法に関する数値等（４枚目）が記載されて

いる。 

イ 当審査会事務局職員をして諮問庁に確認させたところ，特定会

社は，通常，ウラン精鉱の状態でウランを購入後，転換，濃縮，

再転換及び成型加工の各工程につき役務契約を締結して燃料を

製造しており，文書１については，特定会社の事業の実績に基づ

き，減損ウランの回収率及び単価を算出しており，当該不開示部

分を開示すると，特定会社のウランの取引価額及び役務代が取引

業者等に知られることとなり，特定会社の権利，競争上の地位そ

の他正当な利益を害するおそれがあるとのことであった。 

ウ 当該不開示部分については，特定会社の事業の実績に基づくも

のであることを考慮すると，これを公にすることにより，特定会

社のウランの取引価額及び役務代が取引業者等に知られること

となり，当該法人の権利，競争上の地位その他正当な利益を害す

るおそれがあると認められるので，法５条２号イに該当し，不開

示とすることが妥当である。 

25-12 答申２５（行情）８８ 
「特定調査研究に係る総合

評価方式による一般競争入

札における「技術審査 評価

（案）」等の一部開示決定に

関する件」 
 
・ 総合評価方式による一般

競争入札における入札業者

３ 不開示情報該当性について 

（略） 

（３）上記（１）及び（２）を踏まえ，異議申立対象部分の不開示情報

該当性について検討する。 

（略） 

ウ 文書１３ 

当審査会において，文書１３を見分したところ，当該文書は，

４事業者から提出された東日本地域案件及び５事業者から提出

された西日本地域案件に係る各提案書について，①必須の要求要



の評価に係る情報の一部に

ついて，公共調達方式におけ

る契約方式の特質，その透明

化の要請の程度等を考慮し，

公表済み，あるいは開示済み

の部分との関係等具体的な

事実関係を踏まえ，５条２号

イに該当しないとした例 
・ また，入札情報に関する

従来の答申との関係に言及

するとともに，参加事業者

は，落札できた場合に技術的

評価が高まるなどの利益を

受ける反面，低い評価を受け

ることによるリスクもある

程度受忍すべきと指摘 

件で「基礎点」となる各評価項目及び②「加点」となる各評価項

目を評価し，その合計として「技術点」を算定した「技術審査評

価（案）」と題された各案件別の表になっている文書であり，当

該文書の不開示部分は，不合格となった事業者の名称，並びに「基

礎点」及び「加点」の全ての評価項目に係る「評価」欄，「点数

（自動計算）」欄及び「コメント」欄であることが認められる。 

加えて，上記①の部分のうち，合格した事業者に係る不開示部

分の「評価」欄及び「点数（自動計算）」欄，並びに不合格とな

った事業者に係る当該事業者の名称を除く不開示部分は，それぞ

れ文書１０及び文書１１の不開示部分と同様の記載内容である

ほか，不合格となった事業者の欄外部分には，「不合格」と記載

されており，当該部分については開示されていることがそれぞれ

認められる。 

そこで，以下，当該不開示部分の不開示情報該当性について検

討する。 

（ア）合格した事業者に係る不開示部分 

（略） 

ⅱ 「加点」の各評価項目に係る部分 

（ⅰ）国が発注機関となるいわゆる公共調達については，国の

予算で行われるのであり，結局のところ国民の税金により

賄われることからすると，公共調達の適正さについての理

解を国民から得るためには，公共調達に関する情報を積極

的に国民に明らかにしていく必要がある。 

そこで，当審査会において，平成１８年８月２５日の財

務大臣通知「公共調達の適正化について」を確認したとこ

ろ，その「前文」には，「今般，入札及び契約に係る取扱

い及び情報の公表等について，現在までに取り組んできた

措置等も含め，改めて，下記のとおり定めたので，入札及

び契約に係る手続きの一層厳格な取扱いを行うとともに，

情報公開の充実に努められたい。」とあり，また，「総合評

価方式の拡充」の部分には，「総合評価方式の実施に当た

っては，発注者による提案の審査の透明性及び公正性の確

保が重要であることから，総合評価の結果の公表を徹底す

る」とされているほか，「契約に係る情報の公表」の部分

には，「次に掲げる事項を公表しなければならない。」とし

て公表すべき事項を列挙していることが認められる。 

（ⅱ）総合評価落札方式に関する「基礎点」及び「加点」の各

評価項目に係る評価内容は，上記財務大臣通知で公表すべ

き事項とされた情報ではないが，当該財務大臣通知で公表

すべきとされている事項は，最低限公表する事項であると

解すべきであり，これら以外の情報については，それぞれ

の行政文書に記載された情報が法に定める不開示情報に

該当するか否かにより判断すべきであり，原処分において

も，当該財務大臣通知で公表すべきとされている事項以外

の情報についても開示されている。 

（ⅲ）「加点」の各評価項目に係る不開示部分を見分したとこ



ろ，その記載内容は，各事業者が提出した提案書の内容そ

のものの記載ではなく，各外部有識者に送付した文書９

（原処分で全部開示されている。）の２枚目「技術評価基

準表」にあるチェックポイントに掲げた各項目（以下「チ

ェックポイント項目」という。）に照らして当該各提案書

を評価した内容が記載されていることが認められる。ま

た，「コメント」欄の記載は，上記チェックポイント項目

の記載内容に即したものとなっていることが認められる 

（ⅳ）諮問庁は，上記（２）イ（イ）のとおり，本件入札に係

る評価結果は不開示とすべきであると説明することから，

以下，上記（ⅰ）ないし（ⅲ）を踏まえ，「加点」の各評

価項目に係る不開示部分の不開示情報該当性について検

討する。 

Ａ 「評価」欄及び「点数（自動計算）」欄 

（Ａ）「基礎点」の各評価項目は，合格した事業者から提

出された各提案書の内容が仕様書で示す最低限の要

求要件を満たしているか否かの審査であるのに対し，

「加点」の各評価項目は，当該各提案書に記載された

内容が調査研究という本件案件に相応しいものであ

るか否かを審査するものであると解することができ

る。 

そこで，本件入札に係る総合評価基準である文書１

及び文書２を見分したところ，「加点」の各評価項目

については，評価に応じ評価基準に示す範囲内で得点

を与えるとして，①「相対的に優れている」，②「相

対的にやや優れている」，③「標準」，④「相対的にや

や劣っている」，及び⑤「相対的に劣っている」との

５区分の評価基準を設けており，当該各評価項目の配

点に対し，上記①については１００％，②については

８０％，③については４０％，④については２０％，

そして⑤については０％の割合で「加点」を加えると

されているほか，当該各評価項目に係る評価の観点を

示し，根拠が具体的であり優秀な提案であると判断で

きる場合や高度な追加提案があった場合にはこれを

高く評価するとされていることが認められる。 

そうすると，「評価」欄及び「点数（自動計算）」欄

は，上記のとおり，合格した事業者から提出された各

提案書の内容について，「加点」の各評価項目の評価

の観点から，正にその優劣を審査した結果であると解

される。 

      （Ｂ）文書１３の見分結果によれば，不合格となった事業

者も含め全ての事業者の「加点」の合計点が開示され

ており，その点数は，「０」点から「７２」点と幅が

あり，これには，「加点」の合計点数が「０」点や「３」

点といった低い事業者のものも含まれていることが

認められる。このうち，「０」点の事業者については，



開示されている合計点数から，「加点」の各評価項目

の全てについて「相対的に劣っている」との評価であ

ることが自ずと明らかになる。また，「３」点の事業

者については，上記（Ａ）の評価基準に照らすと，同

じく開示されている合計点数から，「１０」点及び「５」

点の配点となっている各評価項目について「相対的に

やや劣っている」との評価であり，「２０」点の配点

となっている３つの評価項目の全てについて「相対的

に劣っている」との評価であることが自ずと明らかに

なる。 

         諮問庁は，「加点」の各評価項目に係る「評価」欄

及び「点数（自動計算）」欄について，法５条２号イ

の不開示情報に該当すると説明するが，本件では，原

処分において「加点」の合計点数が全て開示されてい

るから，その内訳である「評価」欄及び「点数（自動

計算）」欄の記載も，上記（Ａ）の評価基準と照らし

合わせることにより，相当程度推定できるものと解さ

れる。 

      （Ｃ）そうすると，原処分において「加点」の合計点数を

全て開示している本件においては，合格した事業者に

係る不開示部分のうち，「加点」の各評価項目に係る

部分の「評価」欄及び「点数（自動計算）」欄を公に

しても，当該法人の権利，競争上の地位その他正当な

利益を害するおそれがあるとは認められないことか

ら，法５条２号イに該当しない。 

（Ｄ）次に，法５条６号柱書き該当性について検討する。 

一般に，行政機関の職員による意見を公にすることに

よって，外部からの圧力や干渉等の影響を受けること

などにより，事務の適正な遂行に支障が生ずる場合も

考えられる。 

しかしながら，本件入札においては，仕様書で求め

ている性能等の要求要件をどのような観点から評価

するかについて，本件総合評価基準において評価する

項目ごとに明確に示されている。 

そして，諮問庁の口頭説明によれば，総務省におけ

る技術評価においては，評価を担当する各職員が評価

した後に評価した職員全員で調整した上で，総務省と

しての評価点などの評価内容を決めているとのこと

であるから，合格した事業者に係る不開示部分は，評

価について明確に示された本件総合評価基準に基づ

き複数の審査担当職員が審査した結果を取りまとめ，

情報通信利用促進課の評価としてその内容が記載さ

れている部分であると認められ，個々の審査担当職員

の個人的な評価と言うことはできない。 

また，審査項目が細分化され，個々の基準が相当程

度詳細にされた本件総合評価基準を前提として審査



するのであるから，審査担当職員以外の職員が審査し

たとしても評価結果に大きな差異が生じることは想

定し難い。 

そうすると，審査の基準である本件総合評価基準が

事前に公表されている状況で，情報通信利用促進課の

評価の内容を公にしても， 審査を担当する職員が外

部からの圧力や干渉等の影響を受けることにより，率

直な意見の表明や適正な審査が困難になるとは認め

られない。 

したがって，合格した事業者に係る不開示部分のう

ち，「加点」の各評価項目に係る部分の「評価」欄及

び「点数（自動計算）」欄については，これを公にし

ても，今後，総務省において行われる総合評価落札方

式に係る事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれが

あるとは認められないことから，法５条６号柱書きの

不開示情報にも該当しない。 

（Ｅ）以上のことから，「加点」の各評価項目に係る部分

の「評価」欄及び「点数（自動計算）」欄については，

法５条２号イ及び６号柱書きに該当せず，開示すべき

である。 

（略） 

４ 諮問庁の理由説明について 

（１）公共調達に関する情報開示の在り方について 

諮問庁は，そもそも開示・不開示の判断は，（公共調達の）契約

方式のいかんにかかわらず，行政文書の情報が法５条各号に規定す

る不開示情報に該当するか否かによるとして，総合評価落札方式で

ない調達案件について判断した平成１６年度１７号答申及び同２

２年度１８８号答申と同様に，同条２号イ及び６号柱書きにより不

開示とすべきであると説明する。 

しかしながら，法５条２号イの「正当な利益を害するおそれがあ

る」又は同条６号柱書きの「当該事務又は事業の性質上，当該事務

又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある」と認められる

か否かについては，当該事案における「正当な利益」又は「適正な

遂行」を踏まえて検討し判断すべきであるから，異議申立対象部分

の不開示情報該当性の判断に当たって，公共調達における各契約方

式の特質や，政府の方針などに示される透明化の要請の程度等を考

慮することは当然のことである。 

なお，国が売買，賃貸，請負その他契約の発注機関（当事者）と

なるいわゆる公共調達に関しては，会計法及び予決令の規定に基づ

き契約することとされており，契約に当たっては，公告をして申込

みをさせることにより競争に付す一般競争入札を原則（同法２９条

の３第１項）とし，例外として，指名競争入札（同条３項）及び随

意契約（同条４項）の方法があるとされている。 

そして，総合評価落札方式は，一般競争入札の一種であって会計

行為であるのに対し，公募や企画競争は，随意契約の過程であって

会計行為の準備行為であり，随意契約が認められる範囲に限定され



る。したがって，総合的に評価するという行為が手続上同様に行わ

れる場合でも，求められる透明性の程度は異なると言うべきであ

り，そのことが法による開示・不開示の判断に影響することは，当

然に想定されることである。 

（２）審査会の先例答申について 

公共調達に係る情報の開示請求に関して，当審査会は，平成１６

年度１７号答申及び同２２年度１８８号答申にとどまらず，数多く

の答申において判断しているが，それは契約の方式，文書の様式，

公表済みあるいは開示済み部分，不服申立てにおいて開示を求めて

いる部分，不開示の理由とされる規定が異なる中で，事案ごとに判

断を示してきたものであって，この意味においても，仮に異議申立

対象部分を開示すべきと審査会が判断するならば先例答申の判断

と異なるとする，諮問庁の指摘は当たらない。 

本件案件は，公募や企画競争に係る案件ではないことに加え，異

議申立対象文書は，総合評価落札方式における提案書について評価

した内容を各外部有識者に送付した文書であって，提案書自体では

なくそれに対する評価であるほか，当該文書の記載は，本件案件の

担当課である情報通信利用促進課という組織としての評価であり，

個々の評価者の評価内容が分かる記載は認められない。そして，前

述のとおり，既に，落札者を含む入札業者名（不合格となった事業

者を除く。），各事業者の入札金額，総合評価点，総合評価点の内訳

である「技術点」及び「価格点」は公表されている。さらに，原処

分において，上記公表事項に対応する部分及び「技術点」中の「基

礎点」と「加点」のそれぞれの合計点等が開示されている。 

本件は，このような制度上及び運用上一定の情報が公にされてい

るという前提の下，情報通信利用促進課という組織としての評価が

記載された異議申立対象部分の開示が争われたものであって，これ

と同様の事情の下で判断した先例答申は存在しない。そして，こう

した具体的な事実関係を踏まえた事情の下で，上記３のとおり，慎

重に開示・不開示を判断したものである。 

５ 参加人の意見等について 

本件入札に参加した事業者から不開示部分を維持するよう求める

参加申立てがなされた。法に基づく開示・不開示の判断においても，

公共調達に参加する事業者のノウハウや内部管理情報等の保護する

必要のある情報については，法５条２号イの不開示情報に該当するこ

とになる。 

公共調達に係る情報に関する答申の多くは，事業者がどのような評

価を受けたかという情報は知られたくない，秘匿したい情報であると

し，提案内容がどのような評価を受け，どのような理由から不採択と

なったかということが公にされることによって，当該案件に関する評

価のみならず当該法人等全体に対する評価に影響を与えるとしてい

る。かかる一般論を否定するものではないが，これまでの答申の判断

も，いかなる事業についてのいかなる内容の評価情報についても，ま

た，いかなる事業者についても，不採択になったことやその際の評価

情報が例外なく当然に当該法人等全体に対する評価を低下させ，正当

な利益を害するおそれがあるので法５条２号イに該当するとしてい



るとまでは解し難い。 

本件については，一定の事項について制度上公表・開示される取扱

いがなされているという前提の下，こうした公表済み・開示済み情報

の範囲等本件に関する事情を踏まえて個別具体的な審査を行い，評価

に係る情報の一部については，法５条２号イに該当しないと判断した

ものである。 

なお，総合評価落札方式に参加する事業者は，国から技術評価を受

けることを承知した上で自らの判断で参加することを選択したもの

であり，落札することができれば経済的利益だけでなく事業者として

の技術評価も高まるものと考えられるから，その反面，低い評価を受

けることによるリスクもある程度は受忍すべきである。法５条２号イ

が法人等の「正当な利益」を害するおそれがある場合に不開示とする

旨定めている趣旨に照らしても，落札できなかった場合に事業者に不

利益な情報が一切開示されないという期待までは保障されるもので

はない。 

25-13 答申２５（行情）２９５ 
「「中小企業向け為替デリバ

ティブ取引状況（米ドル／

円）に関する調査の結果につ

いて」に関して金融機関から

提出を受けた調査表の一部

開示決定に関する件」 
 
・ 為替デリバティブ取引状

況に関する調査表の項目

及びその注記について，金

融庁があらかじめ作成し

たデータ部分であって，各

調査表に共通する記載内

容であることなどから，５

条２号イに該当しないと

した例 

２ 本件不開示情報該当性について 

（１）本件対象文書は，諮問庁が，平成２３年３月１１日，ホームペー

ジ上で平成１６年度以降に販売された為替デリバティブ取引の全

販売契約数，平成２２年９月末現在の残存契約数，同年１月以降に

金融機関に寄せられた苦情件数，集計可能な中小企業の通算損益の

状況を公表するに先立ち，各金融機関（銀行１２１行）に対し，同

年９月３０日時点における為替デリバティブ取引の状況について

調査（本件調査）を行った際，各金融機関からこれに関する情報と

して提出を受けた調査表である。 

（略） 

（５）項目及びその注記部分について 

  ア しかしながら，別紙２の「開示すべき」部分欄に掲げる部分は

表の項目部分及びその注記部分（以下「項目部分等」という。）

であり，当審査会事務局職員をして諮問庁に確認させたところ，

項目部分等は，金融庁が予め作成した書式データ部分であること

から，各調査表に共通の記載内容となっているとのことである。

そうすると，当該不開示部分を公にしても，それぞれの調査表が

どの金融機関から提出されたものか分からないので，金融機関の

権利，競争上の地位その他正当な利益を害するおそれはないと考

えられる。 

イ この点について，前記諮問庁の説明及び諮問庁から徴した口頭

説明の結果によれば，諮問庁は，どのような調査が行われたか判

明すると，敏感に反応するデリバティブ取引の性質から，金融市

場や金融機関の経営に影響を与える可能性があり，また，自ら公

表しなかった調査項目が明らかになることにより様々な憶測を

招くと主張する。しかし，金融機関によるデリバティブ取引によ

り中小企業に多くの損失が生じていることは広く報じられ認識

されているところであり，公表されていない調査項目が明らかに

なることでかかる認識が大きく変化することの十分な根拠は示

されていない。当該不開示部分は，これを公にしても，個別金融

機関を特定する手掛かりとなるものではない上，調査への回答内



容や回答金融機関名は基本的に金融機関側の情報，すなわち，第

三者の情報であるのに対し，項目部分等はこれらと異なり，調査

によりどのような情報を収集しようとしたかという行政の活動

そのものに係る情報であり，説明責任が直接要請される場面であ

ることからしても，当該不開示部分を公にすることにより，金融

機関の権利，競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあ

るとは認められず，法５条２号イの不開示情報には該当しないと

解される。 

25-14 答申２５（行情）４０９ 
「福島県警戒区域内の被災

ペットの保護及び飼育管理

業務に関して落札業者が提

出した企画書等の一部開示

決定に関する件」 
 
・ 業務委託契約の入札に参

加した業者が提出した企

画書の一部について，既に

開示された部分その他の

記載等から容易に推察可

能であることなどを理由

に，５条２号イに該当しな

いとした例 

２ 本件不開示情報該当性について 

（略） 

（２）別紙３に掲げる本件不開示部分のうち，文書１について 

（略） 

イ 法５条２号イ該当性 

  （ア）企画書の一部について 

ⅰ 当該不開示部分には，環境省から示された仕様書に沿って

環境センターが企画した提案内容である「福島県警戒区域内

の被災ペットの保護及び飼育管理業務」の具体的な内容，実

施計画，実施体制等が詳細に記載されているものと認められ

る。これは，当該法人の独自の創意工夫によって作成された

提案であり，当該法人の内部情報であって秘匿性が高いもの

であると認められる。 

よって，当該不開示部分は，一般に，これを公にした場合，

当該法人等の権利，競争上の地位その他正当な利益を害する

おそれがあり，法５条２号イに該当するものと解されるが，

本件においては，平成２３年度前記企画に係る業務の完了後

に作成された報告書（文書４）が原処分で一部開示されてい

ることから，同開示部分の記載内容を踏まえ，当該不開示部

分の不開示情報該当性について，更に検討することとする。 

ⅱ まず，平成２３年度企画書の中で検討会の構成員として複

数名の氏名等が提案されており，報告書（文書４）の中では

検討会に出席した委員の氏名等が記載され，開示されてい

る。企画書に記載されているのはあくまで構成員の案であ

り，企画書に記載された構成員が必ずしも委員に選ばれるも

のではなく，報告書（文書４）に記載されている委員と企画

書に記載されている構成員が一致しない場合もある以上，報

告書（文書４）に記載されている委員の氏名等が公にされて

いるからといって，企画書に記載されている構成員の氏名等

が公になっているものとは言えない。 

また，平成２３年度企画書に記載されている業務の実施計

画と報告書（文書４）に記載され，開示されている業務の実

施結果を比較したところ，両者はほぼ同一内容であると認め

られたものの，その表現方法を異にしており，企画書で用い

られた表現方法はそれ自体が企業ノウハウの一つと評価で

きるものであった。 

したがって，原処分で一部開示された報告書（文書４）の

記載内容を踏まえても，上記企画書の不開示部分は，法５条



２号イに該当するものと認められる。 

ⅲ 次に，平成２３年度企画書の中で紹介されている先行事例

２件と同一の事例が報告書にも記載され開示されているが，

企画書の２件の事例の記載内容を確認すると，報告書に記載

された内容とは異なる部分が散見され，この２件の事例の記

載内容については，それ自体が企業のノウハウの一つとして

評価できるものであるから，法５条２号イに該当すると認め

られる。 

しかしながら，報告書（文書４）に記載されている事例４

件については，ホームページ等で紹介されるなど，いずれも

保護動物の譲渡に関して知られている事例であると解され，

企画書の２件の事例の件名部分，すなわち，別紙４の区分１，

開示すべき部分欄に掲げる部分については，これを公にして

も，当該法人等の権利，競争上の地位その他正当な利益を害

するおそれはないと認められるから，法５条２号イに該当せ

ず，開示すべきである。 

ⅳ さらに，仕様書が原処分で開示されていること，また，環

境省が企画書の募集を行う公示の際に，別紙様式ＡないしＥ

を含む平成２３年度及び同２４年度の「福島県警戒区域内の

被災ペットの保護及び飼育管理業務の概要及び企画書作成

事項（以下「企画書作成事項」という。）」が，企画書の提出

期限まで同省のホームページに掲載されていたことから，当

該仕様書の記載内容及び企画書作成事項に照らして検討す

るに，別紙４の区分２，開示すべき部分欄に掲げる部分は，

仕様書の記載から容易に推察できる部分，又は，企画書作成

事項に記載され，あるいは，そこから容易に推察できる部分，

若しくは企画書という文書の性格上当然に記載されるもの

と推察できる部分である。したがって，これを公にしても，

当該法人等の権利，競争上の地位その他正当な利益を害する

おそれはないことから，法５条２号イに該当せず，開示すべ

きである。 

ⅴ その他の不開示部分については，そもそも報告書（文書４）

や仕様書には記載がなく，また，記載があったとしてもその

内容が大きく異なっているものであるから，前記ⅰのとお

り，法５条２号イに該当するものと認められる。 

（略） 

エ 法５条６号ロ該当性（予算額等について） 

本件業務のような契約においては，毎年同じ仕様により定型

的，継続的に契約を行っているものではない。そうすると，平成

２３年度及び同２４年度「福島県警戒区域内の被災ペットの保護

及び飼育管理業務」に係る措置請求書における価格及び予定価格

調書の一部並びに平成２４年度福島県動物救済本部ランニング

コスト概算の一部，福島県警戒区域内の被災ペットの保護及び飼

育管理業務経費内訳書の一部については，当該不開示部分を公に

しても，今後の同種業務に係る予定価格が類推されるおそれはな

く，契約に係る事務に関し，国の財産上の利益又は当事者として



の地位を不当に害するおそれはないことから，別紙４の区分３，

開示すべき部分欄に掲げる部分は，法５条６号ロに該当せず，開

示すべきである。 

25-15 答申２６（行情）１８ 
「特定法人の法人税確定申

告書に添付されている貸借

対照表等の不開示決定に関

する件」  
 
・ 特定法人が法人税の確定

申告書に添付した貸借対

照表等について，別途，民

事訴訟手続において内容

虚偽の文書を証拠として

提出したという特異な経

緯を有することから，５条

２号イに該当しないとし

た例 

２ 本件不開示部分の不開示情報該当性について 

（１）審査請求人は，本件開示請求の理由として，本件訴訟において，

特定法人１が提出した本件訴訟証拠は偽造されたものであり，偽造

文書の元となる文書は，本件対象文書であり呉税務署にしか残って

いない。したがって，本件開示請求を行い，本件対象文書の開示が

なされたならば，本件訴訟証拠の真偽を確認し，偽造された文書で

あれば刑事告訴及び本件訴訟につき再審請求を行うとしている。 

そこで，諮問書に添付された行政文書開示請求書を確認したとこ

ろ，「別紙の通り」との記載が認められたが，当該別紙が添付され

ていないことから，当審査会事務局職員をして諮問庁に当該別紙の

提示を求め確認させたところ，情報開示請求と題した呉税務署長あ

ての書類が添付されており，本件申立理由や請求理由等のほか，特

定法人１が本件訴訟で証拠として提出したとする当該法人に係る

平成１６年１０月１日から同１７年９月３０日の事業年度の確定

申告書（呉税務署の収受日付印，「控」の押印及び「乙第１２号証」

の押印が認められる。），貸借対照表（「乙第８号証」の押印が認め

られる。），仮払金等の内訳書及び貸付金・受取利息の内訳書（広島

地方裁判所特定支部の受付印の押印が認められる。）が添付されて

いた。 

当該行政文書開示請求書に添付されていた資料は審査請求人の

言う本件訴訟証拠であると認められ，本件訴訟証拠及び審査請求人

が審査請求書補正書に添付した本件訴訟の判決文（資料２）によれ

ば，本件対象文書と同じ法人税確定申告書に添付されている貸借対

照表並びに仮払金等の内訳書及び貸付金・受取利息の内訳書にあた

るものが証拠として提出され，それを判断根拠の一つとして判決が

下されていることが認められる。 

当審査会において，本件対象文書を見分したところ，その記載内

容は本件訴訟に証拠として提出された貸借対照表並びに仮払金等

の内訳書及び貸付金・受取利息の内訳書とは異なるところがあっ

た。 

（２）法５条２号イ該当性について 

諮問庁は，そもそも，法においては，何人も開示請求でき，また，

法５条にいう「公にすること」とは何人にも知り得る状態に置くこ

とを意味しており，その前提で不開示情報該当性の判断をするよう

定められているから，法５条２号のいう「正当な利益」とは、およ

そ経済活動を行う法人であれば一般に有している権利利益のこと

であり，その正当な利益が害されるおそれがあるかを判断すべきで

あるとし，本件対象文書は，これらの一部でも公にした場合，特定

法人１の財政状況等が明らかになることにより，特定法人１が同業

他社との競争関係において不利となるなど，特定法人１の正当な利

益を害するおそれがあるから，法５条２号イの不開示情報に該当す

ると主張する。 

しかし，当審査会の審議を通じて，特定法人１は本件対象文書と



同じものとして実際には異なる内容の文書を真正な文書として裁

判所に提出していたことが認められるのであり，上記（１）のよう

な特異な経緯の下で自己の財政状況について複数の公的機関に異

なった内容の申告をしているのであるから，本件対象文書に記載さ

れた財政状況に関する情報は全体として当該法人のために保護す

べきものとは認められない。 

なお，法５条２号イは，「正当な利益」を害するおそれを要件と

しており，法人等の利益が正当とは認められない場合にはこれに該

当しない。この該当性の判断は個別にされるべきものであって，経

済活動を行う法人が一般的に有している権利利益については「正当

な利益」に該当することが推定されるものの，そのようなものにつ

いても当該事案の個別的な事情により「正当な利益」に当たらない

と判断されることがあるのは当然である。 

よって，本件不開示部分は公にすることにより当該法人の正当な

利益を害するおそれがあるとは認められず，法５条２号イには該当

しない。 

（３）法５条６号柱書き該当性について 

諮問庁は，本件対象文書を公にした場合，特定法人１の正当な利

益を害するおそれがあるため，じ後，書類の提出をちゅうちょする

など適正な申告が行われなくなるおそれがあり，ひいては税務行政

の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある。さらに，税務職員は，

国家公務員法１００条の守秘義務に加え，国税通則法１２６条によ

り更に重い守秘義務が課されているのであり，その趣旨は，納税者

が国税当局に対し真実の事業内容等を申告しても，税務職員はこれ

を漏らすことをしないという保障を納税者に対して行い，これを担

保にすることによって納税者についての真実の課税要件の把握を

容易にして，税務行政の適正な執行を確保するものであるから，ど

のような理由であれ，国税当局が申告書等を公にすることになれ

ば，当該納税者はもとより他の納税者の税務行政に対する理解と協

力が得られず，申告納税制度の下で円滑かつ適正な税務行政の執行

を確保することが困難となり，公務の遂行に著しい支障を生じるお

それがあるから，法５条６号柱書きに該当すると主張する。 

しかし，上記（２）で述べたとおり，本件不開示部分は公にする

ことにより特定法人１の正当な利益を害するおそれがあるとは認

められないから，これを公にすることで，じ後，適正な申告書類の

提出をちゅうちょすることになるとはいえない。 

すなわち，特定法人１は，本件対象文書と同じものとして異なる

内容の文書を他の公的機関に提出しているのであり，このような特

異な事情が認められる場合においてもなお特定法人１の利益保護

を理由として不開示とするなら，かえって真正な事実資料に基づく

公正な税務行政に対する疑いを惹起させ，適正な納税への国民の意

欲を損ない，税務行政の適正な運営にも支障を及ぼすことになろ

う。 

もともと当該法人には適正な確定申告をすべき法律上の義務が

あることに照らしても，本件不開示部分を公にしない場合に比べ

て，公にすることで適正な申告が行われなくなるおそれがあるとは



言えず，法５条６号柱書きに該当するとは認められない。 

なお，税務職員は一般の公務員より重い守秘義務を負っている

が，法に基づく請求に対し開示すべき場合に開示することは税務職

員にとっても法的義務であり，その範囲で守秘義務は解除される。

このことは先例答申（平成１４年（行情）答申第４５９号）におい

て明らかにしているとおりである。 

（４）諮問庁は，通常，開示請求を受けた行政機関においては，他の公

的機関にどのような文書が提出されているのかを把握しておらず、

また、開示請求の背景にある個別的事情を知り得ない状況の下で

は、開示請求を受ける都度，それら事実について確認の上，開示・

不開示を判断することは困難であると主張するが，本件について

は，審査請求人が開示請求や審査請求などの際に提出した資料によ

って，上記（１）のような特異な経緯のもとで本件対象文書と同じ

ものとして異なる内容の文書を他の公的機関に提出していること

が判明したことから，当該判明した事実を踏まえて判断したもので

あり，開示請求を受けた行政機関に対して，一般的に他の公的機関

にどのような文書が提出されているかといった背景事情を積極的

に把握することまでを求めるものではない。 

26-6 答申２６（行情）５９ 
「平成２４年度公証事務検

閲に関する文書の一部開示

決定に関する件」  
 
・ 登簿番号（公証人が作

成した公正証書等の事件

数に応じて付される一連

の番号），集団嘱託人に関

する情報について，公証

人の能力等に関する情報

と解されるおそれがある

として，５条２号イに該

当するとした例 

２ 不開示維持部分の不開示情報該当性について 
（１）登簿番号及び集団嘱託人に関する情報 
 （略） 

イ 検討 
  （ア）本件対象文書を見分したところ，当該不開示維持部分は，文

書２の「検閲範囲」欄中の「登簿番号」欄の各記載内容及び「集

団嘱託人」欄の記載内容並びに文書３の「検閲範囲」欄中の「公

正証書」，「認証定款」及び「電子定款」の各欄の番号の記載部

分並びに「集団嘱託人（代理人）の氏名・名称」欄の記載部分

であると認められ，当該登簿番号により，個別の公証人が本件

の検閲の対象とされた一定の期間内に取り扱った公正証書や

定款等の件数が明らかになり，また，集団嘱託人の記載内容か

ら，個別の公証人に係る集団嘱託人の有無の状況等が明らかに

なることから，これらはいずれも，個別の公証人の業務量を表

す情報であると認められる。 
諮問庁は，当該不開示維持部分について，これらを公にする

と，法５条２号イに該当すると説明するが，審査請求人は，公

証人は国家公務員たる身分を有するものであるから，そもそも

同条２号の適用はないと主張するので，まず，公証人の同条２

号の適用の有無について，検討する。 
公証人は，法務大臣が任命する実質的な公務員と解されてい

るものの，その職は国家公務員法２条に規定する国家公務員の

職には属さないとされていることから，法においては，公務員

等には含まれない。一方，公証人は，嘱託人から手数料等を徴

収し，その収入の中から役場の賃料等経費を賄い，役場を運営

しているという実態を踏まえると，その業務に関する情報は，

法５条２号の事業を営む個人の当該事業に関する情報と解さ

れる。 



（イ）そこで，当該不開示維持部分の法５条２号イ該当性について

検討する。 
公証人は，公証人法に定められている公正証書の作成や会社

法等の定款の認証等の公証事務を行うこととされ，その収入は

公証人手数料令に定められた一定の手数料等のみであること，

その職務も所属する法務局等の管轄内のみでしか遂行するこ

とができず，自ら設けた単一の公証人役場内で業務を扱うこと

とされているなど，その職務の遂行には，公証人法上の制限を

受けている。 
また，諮問庁は，定款の認証については，近年，会社関係規

定の改正が相次いで行われ，株式会社の機関設計の柔軟化・多

様化等に合わせて，その審査内容も複雑・困難化しているとこ

ろ，少しでも早くかつ円滑に手続を終えることを希望する傾向

にある嘱託者が，高度な法律知識と経験を要する定款認証を速

やかに行うことができる者として，より多くの認証業務を取り

扱い，定款認証業務に精通している公証人に嘱託をしようと考

えることは容易に考えられる旨説明する。 
そうすると，公証人の行う業務は，公証人法等により大きく

制約されているといえるところ，個々の業務量に関する情報が

公にされると，嘱託を考えている者が「どの公証人に嘱託を依

頼するか」の判断は，公証人が処理した業務量の内容いかんで

大きく影響を受けることになり，業務量の少ない公証人は更に

嘱託件数が減少し，それに伴い手数料収入等も減少し，公証人

役場を運営するための経費を賄うことができなくなり，ひいて

は役場の維持自体が困難になるおそれがあるとする諮問庁の

説明は首肯できる。 
したがって，当該不開示維持部分は，個別の公証人の業務量

を表す情報であるところ，これを公にすると，当該情報を公証

人の能力等に関する情報と解されるおそれも否定できず，その

結果，公証人の権利，競争上の地位その他正当な利益を害する

おそれがあると認められることから，法５条２号イに該当し，

不開示とすることは妥当である。 
26-7 答申２６（行情）１６４ 

「「自衛隊の機動展開に関

する調査研究 調査研究報

告書」の一部開示決定に関

する件」  
 
・ 国から調査研究を受託

した法人が，自らの判断

でヒアリング対象者と不

開示等の約束をしても直

ちに情報公開法上の不開

示理由となるものではな

いが，本件は，その特殊

性から特別な配慮を行う

３ 不開示情報該当性について 
（１）法５条２号イ該当性について 

諮問庁は，理由説明書において，特定法人は，他への公開をしな

いことを前提に聞取り調査等を行うなどして情報提供を受けてお

り，本件対象文書２の不開示部分（以下「本件不開示部分」という。）

を公にすることにより，特定法人と聞取り対象者ないし情報提供者

との信頼関係が損なわれ，特定法人の正当な利益を害するおそれが

あると説明する。 
また，諮問庁は，補充理由説明書において，上記不開示理由に加

え，各種調査研究を主な業務とする特定法人のヒアリング結果に基

づいた課題等の分類，分析手法，輸送シミュレーション手法は，い

ずれも特定法人の企業ノウハウであり，本件不開示部分が公にされ

た場合，同様の業務を行う競合する他社に容易に模倣されるおそれ

もあり，特定法人にとって著しい不利益となるとも説明する。 



必要性・合理性が認めら

れ，ヒアリング対象者か

ら受けた情報や当該対象

者を推知できる情報を公

にすると受託法人とヒア

リング対象者等との信頼

関係が損なわれ，ひいて

は受託法人の社会的信用

の低下を招くおそれがあ

ると認められるとして，

５条２号イ該当性を認め

た例 

なお，諮問庁は，理由説明書及び補充理由説明書において，本件

不開示部分が法５条２号に該当するとのみ主張しているが，その記

載内容に照らせば，同号イに該当すると判断したものと認められ

る。 
そこで，諮問庁が本件不開示部分につき法５条２号イに該当する

と判断した理由の詳細について，当審査会事務局職員をして諮問庁

に確認させたところ，次のとおりである。 
ア 本件対象文書２の開示，不開示は，統幕担当者と特定法人担当

者との間において複数回の協議を重ね，その結果として判断した

ものであり，本件不開示部分は，特定法人が，統幕の指示の下，

非公開を前提に各法人から得た情報及びその情報を基に特定法

人が評価及び分析等を加えた部分から成る。なお，特定法人が，

公刊されている資料から得た情報そのものは，開示している。 
イ 本件対象文書２に記載されている調査研究（以下「本件調査研

究」という。）は，国内外における輸送力が調査及び分析の主要

な対象であったことから，特定法人は，国内については，船舶を

運行する国内の民間法人及び業界団体（以下「民間法人等」とい

う。）からヒアリング調査を行い，また，国外に関しては，防衛

産業や各国政府向けに情報を提供する軍事情報会社（以下「外国

法人」という。）と契約を交わした上で，当該調査に必要な情報

を得た。 
ウ 本件調査研究は，緊急事態における特定地域への民間の輸送力

を活用した自衛隊の人員，物資等の機動展開という機微な事項を

対象に含むという特殊な事情を有していたことから，特定法人

は，国内の民間法人等にヒアリング調査を行う際には，本件調査

研究の上記特殊性に鑑み，民間法人等に不利益が及ばないように

配慮し，当該調査内容について，防衛省以外，あるいは国土交通

省が管轄する法人については防衛省及び国土交通省以外の外部

には公にしない旨を記載した書面を提出した上で，ヒアリング調

査への回答を依頼した。 
また，回答した民間法人等も，社名等が公開されないことを前

提とし，かつ，公式見解ではない旨を断った上で，意見を回答す

るなどしている。 
そして，外国法人については，情報提供先法人名及び情報の出

典を除き，具体的な内容及び数値等については，公表しないとの

契約を交わすことによって情報を得た。 
（２）そこで，当審査会において，諮問庁から，特定法人が国内の民間

法人等にヒアリング調査を行う際に用いた書面の提示を受け，確認

したところ，「基本的に貴社からの調査内容を防衛省（及び国交省）

以外の外部に開示又は公表することはございません。」との記載が

認められた。 
なお，特定法人と外国法人との契約書については，契約書自体が

非公表として取り扱う契約であるため提示はできないとのことで

あり，確認できなかった。 
そこで検討するに，国内の民間法人等に対する上記調査に当たっ

て用いられた上記書面は，上記（１）ウの諮問庁の説明を裏付ける



ものである。また，外国法人についても，当該法人が軍事情報を取

り扱う法人であることからすれば，国内の民間法人等に対する上記

配慮と同様に，非公表とする契約を交わして情報を得たとする諮問

庁の説明は不自然，不合理ではない。 
さらに，当審査会において，本件調査研究の役務契約に係る上記

仕様書を確認したところ，「契約相手方は，本業務の履行にあたり

知り得た事項について守秘義務を負い，その効力は本契約終了後も

継続するものとする。」との条項が設けられており，特定法人自身

も，本件調査研究において知り得た事項については守秘義務を負う

ものとされていることが認められた。 
そして，諮問庁の説明によれば，当該ヒアリング調査は，事前に

依頼元である統幕と調査内容等の細部を調整した上，統幕の指示の

下，その調査内容を万全なものにするために行ったとのことであ

り，諮問庁の上記説明等を併せ考えると，特定法人は，外部に公に

されないことを前提にヒアリング調査等を行い，国内の民間法人等

や外国法人から情報を得たものと認められる。 
また，特定法人は，緊急事態における特定地域への民間の輸送力

を活用した自衛隊の人員，物資等の機動展開という機微な事項を対

象に含む本件調査研究の特殊性から，調査に協力したという事実が

公になることによりもたらされる不利益を理由として民間法人等

が協力に消極的になるなど，十分な調査の実施に支障が出ることの

ないように配慮し，統幕の指示の下で，一定範囲の情報について公

開しないことを前提にヒアリング調査等を行ったものと認められ

る。 
以上を踏まえて検討するに，調査研究を受託した者が，自らの判

断で，ヒアリング対象者との間で不開示等の約束をしたとしても，

そのことをもって，直ちに法に基づく開示請求においてまで，当然

に不開示とする根拠となるものではないが，本件においては，本件

調査研究の上記特殊性から，ヒアリング対象とされた国内の民間法

人等や外国法人に対して特別な配慮が必要であり，かかる配慮を行

ったことには合理性が認められる。 
したがって，当該法人から受けた情報又はヒアリング対象を推知

できる情報については，これを公にすると，特定法人とヒアリング

対象者ないし情報提供者である法人との間の信頼関係が損なわれ，

ひいては特定法人の社会的信用の低下を招くおそれがあると認め

られる。 
（略） 
（４）そして，本件不開示部分のうち，別紙３に掲げる部分を除く部分

については，国内民間法人等や外国法人から入手した情報，ヒアリ

ング対象が推知される情報並びに特定法人が実施したヒアリング

結果に基づいた課題等の分類，分析手法及び輸送シミュレーション

手法が推知できる情報が記載されている。 
したがって，緊急事態における特定地域への民間の輸送力を活用

した自衛隊の人員，物資等の機動展開という機微な事項を対象に含

む本件調査研究の特殊性に鑑みると，当該情報を公にした場合，特

定法人とヒアリング対象者ないし情報提供者である法人との間の



信頼関係が損なわれ，ひいては特定法人の社会的信用の低下を招く

おそれがある。 
（略）本件不開示部分のうち，別紙３を除く部分については，こ

れらの情報を公にすると，特定法人の競争上の地位その他正当な利

益を害するおそれがあると認められ，法５条２号イに該当し，不開

示としたことは妥当である。 
26-8 答申２６（行情）２０８ 

「税理士業務の概況報告書

の一部開示決定に関する

件」 
 
・ 税理士業務の概況報告

書（税務署ごとに人数を

集計した一覧表）につき，

対象者が推察されないこ

ととなる数値を一定の基

準で特定できないことを

理由として一律に不開示

とすることは妥当でな

く，本件においては，対

象文書の特性に鑑み，少

なくとも二桁以上の場合

であれば，当該税理士等

を特定される可能性は極

めて低いなどとし，開

示・不開示の判断を行っ

た例 

２ 不開示情報該当性について 
（１）当審査会において本件対象文書を見分したところ，当該文書は，

「税理士業務の概況報告書（報告）」と題する文書であり，大阪国

税局管内の各税務署長から大阪国税局長宛てに，「１ 税理士業務

の概況書の提出状況」，「２ 使用人の状況」，「３ 関与概況」

及び「４ 概況書の未提出者の状況」という４項目について，それ

ぞれ集計等を行い，報告するものであることが認められる。 
そして，各項目の記載内容については，それぞれ次のとおりであ

ることが認められる。 
ア 「１ 税理士業務の概況書の提出状況」については，税理士，

通知弁護士及び税理士法人（以下，併せて「税理士等」というこ

とがある。）ごとに対象者数が記載され，当該対象者による税理

士業務の概況書の提出状況として，提出者と未提出者に区分して

集計され，さらに，提出者のうち「関与先を有している者」と「関

与先を有していない者」に区分して集計され，「関与先を有して

いない者」については，その理由ごとに「社員税理士」，「補助

税理士」，「休業」及び「その他」に区分して集計されている。 
また，税理士，通知弁護士及び税理士法人の他に，外数として

集計する「主たる事務所が他局管内にある従たる事務所」欄が設

けられている。 
そして，開示されている「対象者」欄が「０」又は空白の場合

には，提出者と未提出者の欄が開示され，それ以外の場合には同

欄が不開示となっていることが認められる。 
（略） 

（３）そこで，不開示部分について，以下，本件対象文書の項目ごとに

検討する。 
ア 「１ 税理士業務の概況書の提出状況」について 
（ア）諮問庁は，不開示部分を公にした場合，特定の税理士等を一

定の範囲で相当程度具体的に特定することが可能であり，同業

者を含む特定の業種の者に事業規模や事業活動の状況など一

般に公表されることのない情報を知らせる結果となり，当該税

理士等の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあ

ると認められることから，法５条２号イに該当し，さらに，税

理士等の業務の実態を把握するため，国税当局が税理士等に対

し，任意での提出をお願いしているものであり，一般に公表さ

れることのない情報であるから，不開示部分が一部でも明らか

になると，今後，報告の提出に協力を得られなくなるなど，税

理士等の業務の実態把握が困難となるおそれがあり，その結

果，国税庁の使命である税理士業務の適正な運営に支障を及ぼ

すおそれがあると認められ，同条６号柱書きにも該当すると説



明する。 

（イ）そこで，各欄の不開示情報該当性について検討する

に，当該部分は，概況書の提出状況及び提出者の関与

先の有無，さらには関与先がない場合の理由について，

概況書から集計した人数等を報告するものである。そして，

下記の（ウ）で後述するように，不開示部分の数値が公にな

ることにより，税理士等の特定が可能となる場合については，

関与先の有無や関与先がない場合の理由が明らかになり，同

業者を含む特定の業種の者に事業規模や事業活動の状況など

一般に公表されることのない情報が知られる可能性や，また，

概況書が未提出である場合には，その提出は任意であるにも

かかわらず，提出義務を果たしていないかのような印象を与

え，社会的評価が低下する可能性があり，そうなると，今後，

税理士等の中から，自己の不利な情報が公にならないように，

意図的に極めて概括的な報告で対応しようとする者が現れる

可能性があり，国税当局が税理士等の業務の実態把握が困難

になってしまうなど，税理士事務の適正な遂行に支障を及ぼ

すおそれがあると認めることに合理性があるといえる。 
（ウ）次に，いかなる場合に税理士等が特定し得るかについて検討

する。 
Ａ まず，処分庁が不開示とした判断基準及びその理由は次の

とおりと認められる。 
すなわち，当該部分は，各項目に該当する税理士等を概況

書から集計した人数や未提出の税理士等を集計した人数を

報告するものであり，処分庁は，開示されている「対象者」

欄が「０」又は空白の場合に，提出者と未提出者の欄を開示

し，それ以外の場合には特定の税理士等を一定の範囲で相当

程度具体的に特定することが可能であるため不開示として

いる。 
例えば，対象者が多数存する場合において，提出者のうち

「関与先を有している者」（以下「関与先保有者」という。）

の欄を公にした場合，関与先保有者数が対象者数と近似する

数値でない限り，関与先保有者を特定することは困難である

と想定される一方で，対象者が１名である場合は，日本税理

士会連合会等のウェブサイトで検索すれば当該税理士等が

容易に特定できることとなる。そして，本件対象文書の対象

者欄には，多数の対象者が存するものもあれば「１」と記載

されているものも多数存する。また，対象者以外の欄のうち，

複数人が該当するものであっても，これを１つ又は２つ開示

すると，対象者数が開示されているため，その他の不開示部

分に記載されている人数まで推察され，結局，特定の税理士

等が判別される場合がある。そして，税務署ごとに当該対象

者数が異なっており，さらに，税理士，通知弁護士及び税理

士法人ごとにも異なっていることから，各項目の不開示部分

について，公にしても特定の税理士等が特定されることがな

く，かつ，未提出者数が推認されることにならない欄を一律

の基準で特定することはできない。 



Ｂ しかしながら，対象者以外の欄のうち，複数人が該当する

欄については，当該欄を開示したとしても，特定の税理士等

が特定されることがなく，かつ，その他の不開示部分に記載

されている人数が推察できない場合も相当数あると認めら

れ，特定の税理士等が推察できないといえる数値を一定の基

準で特定できないとする理由のみで，それらの欄を含めて一

律に不開示とすることは，相当とは言い難い。 
Ｃ さらに，未提出者数欄については，税理士等の全員，ある

いは特定の区分（税理士，通知弁護士，税理士法人等）の全

員が概況書を提出している場合，当該税務署における未提出

者数欄の数値は零となり，これを公にしても特定の税理士等

の社会的信用を低下させるなど，その権利，競争上の地位そ

の他正当な利益を害するおそれはなく，法５条２号イに該当

しないことは明らかである。また，かかる場合，概況書の提

出依頼に対する税理士等の協力が損なわれることはないも

のと考えられ，これを公にしても税理士事務の適正な遂行に

支障を及ぼすおそれがあるとは認められず，同条６号柱書き

にも該当しない。 
（エ）そこで検討するに，まず，別紙３の１に掲げる部分は，「対

象者」欄が「０」又は空白であり，処分庁が開示・不開示を判

断した基準に従っても，本来開示されるべき部分であり，該当

する税理士等が存在しない以上，公にすることにより法人又は

個人の権利，競争上の地位その他正当な利益を害するおそれは

なく，法５条２号イには該当せず，税理士事務の適正な遂行に

支障を及ぼすおそれもないことから，同条６号柱書きにも該当

しないので，開示すべきである。 
（オ）次に，本件において，税理士等が特定されることがなく，か

つ，その他の不開示部分に記載されている人数が推察されるこ

ととならない場合について検討すると，確かに，全ての事例に

妥当するような客観的数値を基準として厳密に設定すること

は困難であるが，本件対象文書の特性等に鑑みると，少なくと

も二桁以上すなわち１０名以上の場合を開示することとすれ

ば，他に税理士等を特定し得る特別な事情がない限り，税理士

等が特定される可能性は極めて低いか，ほとんどないものと考

えられる。 
（カ）よって，本件不開示部分のうち「１ 税理士業務の概況書の

提出状況」については，①未提出者がいない場合における当該

未提出者数欄を開示することを原則とするが，これらを開示す

ることにより他の一桁の欄の数値まで明らかとなってしまう

場合は，これが明らかとならない限度で開示する，②不開示部

分に記載されている人数が二桁以上の欄については，原則とし

て開示することとしつつ，これらを全て開示すると，開示済み

の部分や相互に照合することによって一他の桁の欄の数値ま

で明らかとなってしまう場合は，これが明らかとならない限度

で開示する，③上記①及び②の基準によって開示すべきと考え

られる欄が２通り以上ある場合は，「小計」欄や「合計」欄以



外の欄を優先し，かつ，他の一桁の欄の数値が明らかとならな

い範囲で数字が大きい順に開示することとする。 
そして，この基準に従って開示・不開示を判断すると，別紙

３の３に掲げる表の「開示すべき部分」を開示すべきこととな

るところ，当該部分は，上記（オ）の理由から，これを公にし

ても，該当する税理士等が推認される可能性が極めて低いか，

ほとんどなく，ひいては，当該法人又は当該個人の権利，競争

上の地位その他正当な利益を害するおそれはなく，法５条２号

イに該当せず，税理士事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ

もないことから，同条６号柱書きにも該当しないものと認めら

れる。 
なお，諮問庁は，未提出者がいない場合に「未提出者数」欄

を開示すると，逆に不開示の場合には未提出者がいることが推

察されるほか，「未提出者数」欄が二桁以上の場合に開示する

と，今まで概況書の提出に協力していた者が，他に未提出者が

いることを理由として協力しなくなるおそれがあるなどと主

張するところ，このような者が現れるおそれが皆無であるとま

ではいえないが，それが税務当局における税理士事務の適正な

遂行に支障を及ぼすとまでは認められない。 
26-9 答申２６（行情）３６７ 

「企業再生支援機構から受

け取った特定会社に関する

文書等の一部開示決定に関

する件」 
 
・ 一部を除く文書の標題

（文書名）については，

機構や特定会社，処分庁

の関係において，標題が

示すような文書が作成等

されたとしても特段不自

然ではなく，開示請求時

点で再生支援が完了して

いたことを勘案すると，

５条２号イに該当しない

とした例 

２ 本件不開示文書の不開示情報該当性について 
（略） 
（２）検討 
 （略） 

ウ 法５条２号イ該当性について 
（略） 
（エ）さらに，本件不開示文書の各標題部分の記載（文書名）は，

その文書がどのような文書であり，どのような目的のために作

成されたかを端的に示すものと認められる。そして，本件対象

文書は，政府が行った特定会社の再生支援に関し，その支援主

体である機構が，当該支援に係る関係行政機関の事務の調整役

である内閣府に，当該支援に関連して提供した文書であるとこ

ろ，本件不開示文書のうち，文書８及び文書１４ないし文書１

６を除く各文書の標題部分のみの記載（上部の「厳秘」等の記

載を含む。）で分かる情報については，いずれも上記の特定会

社と機構，処分庁との関係を前提にすると，そのような文書が

作成され，あるいは処分庁に提供されたこと自体，特段，不自

然なものとはみられないし，その再生支援が開示請求時点では

既に完了していたことを勘案すると，これらの情報が公にされ

ることによって，特定会社の正当な権利利益を害したり，機構

の行う再生支援の対象事業者が同種の情報を機構に提供しな

くなるおそれがあるとは認め難い。 
26-10 答申２６（行情）５７０「特

定事業所に係るハローワー

クの紹介状況及び採用状況

等の一部開示決定に関する

件」 

２ 不開示情報該当性について 
（１）③求人管理情報（基本表示）のうち法５条２号イに該当するとし

て不開示とされているのは，紹介人数等の表の「紹介人数」欄，「紹

介中」欄，「採否確認中」欄，「充足数」欄及び「充足状況」欄並び

に検索条件の表の「情報」欄の「紹介状況」の記載内容である。 



 
・ 特定事業所に対するハ

ローワークの紹介状況等

について，当該特定事業

所が雇用保険適用事業所

設置届等に記載の本社所

在地に既に存続していな

いことが実地調査の結果

により確認されているこ

とから，少なくとも諮問

の時点において事業活動

を行っているとは認めら

れず，５条２号イに該当

しないとした例 

（２）ところで，事業所Ａの②求人票（平成２４年３月ないし８月にか

けての求人）によれば，当時，事業所Ａは「会社が設立したばかり

である」とされているところ，審査請求人が提出した意見書及び資

料によると，「事業所Ａについては，違法な商品販売をしたとして

社員４人が特定商取引法違反で特定地裁から有罪判決を受け，同判

決にて確定した。判決では，平成２４年６月ないし７月にかけて，

会社の業務として犯行がなされたと指弾している。」とのことであ

るため，事業所Ａの事業実態や，不開示部分が法５条２号イの不開

示情報に該当すると判断した根拠の詳細等について，当審査会事務

局職員をして諮問庁に確認させたところ，諮問庁は，以下のアない

しオのように説明する。 
ア 新たに事業所を設置し，労働者を雇用して事業を行う場合，事

業主は，事業所設置の日の翌日から１０日以内に「雇用保険適用

事業所設置届」を所轄の公共職業安定所に提出することとされて

おり（雇用保険法施行規則１４１条），当該届出の情報は，雇用

保険サブシステムの事業所台帳情報として登録されることにな

る。 
また，求人申込みを初めて行う際には，事業主は，一般職業紹

介業務取扱要領第３部第１の４（１）に記載のとおり，「事業所

登録シート」を作成して，公共職業安定所に事業所登録を行うこ

とになり，この登録情報は，職業紹介サブシステムの事業所台帳

情報として登録されることになる。 
これら二つの台帳情報（雇用保険関係の事業所台帳情報及び職

業紹介関係の事業所台帳情報）は，全国の公共職業安定所の職員

が共有できる情報ではあるものの，別々に登録・保存・管理を行

う情報となる。 
イ 事業所Ａについて，雇用保険業務においては，平成２５年３月

３１日付で雇用保険適用事業所としては廃止処理しているとこ

ろ，これは，事業所Ａからの「雇用保険適用事業所廃止届」（雇

用保険法施行規則１４１条）の提出によるものではなく，当該事

業所への書類の郵送が不能であったこと及び再送付先が判明せ

ず事業の実態が不明であったことから職権で廃止処理を行った

ものである。 
なお，雇用保険業務における職権による廃止処理は，当該事業

所Ａが廃止されたのか否かまで確認できないが，転居先，連絡先

が不明であるため，職権による機械処理上における廃止処理を行

ったにすぎず，現時点で廃止処理をしている事業所であっても，

事業活動が行われ，雇用保険が適用される状態にあると確認・判

断された場合には，職権により，適用事業所廃止処理を取り消す

こともあり得る。 
ウ 他方，事業所Ａの職業紹介サブシステムの事業所台帳情報は，

現時点においても有効なものとなっている（「事業所廃止届」や

所在地の「変更届」は届け出られていない。）。 
上記アのとおり，職業紹介業務における事業所台帳は，雇用保

険適用事業所の登録とは別のものであり，たとえ，雇用保険適用

事業所として廃止処理していても，職業紹介業務における事業所



台帳が有効であれば，公共職業安定所において求人を受理するこ

とはできるものである。 
エ マスコミ報道（平成２５年１０月頃）を受けて，平成２６年１

月７日に事業所Ａに対する実地調査を実施したところ，事業所Ａ

が入居するビルのオーナーから，事業所Ａが平成２４年１０月末

に，「雇用保険適用事業所設置届」及び「事業所登録シート」に

記載の事業所Ａの住所から退去した旨の説明を受けており，「雇

用保険適用事業所設置届」及び「事業所登録シート」に記載の本

社所在地に事業所Ａが存続していないことについては確認でき

ている。 
オ 以上の事実は判明しているものの，原則，事業主からの自主的

な届出をもって事務処理を行う職業紹介業務（雇用保険業務も同

様）においては，当該事業所Ａが廃止されたのか否かまで確認調

査する権限・手段がなく，事業所Ａの存続を推認せざるを得ない

状態にある。 
したがって，行政機関として，現段階で，事業所Ａが別の所在

地で事業活動を継続している，あるいは将来的に事業活動を再開

する可能性があることを否定できないため，諮問庁としては，当

該法人情報を公にすると，当該法人の正当な権利・利益を害する

おそれがあると考えざるを得ないので，不開示とすることが妥当

と考える。 
（３）しかしながら，事業所Ａについては，平成２５年３月３１日付で，

職権で，雇用保険適用事業所としての廃止処理が行われていること

に加え，違法行為を行ったとされる時期直後の平成２４年１０月末

には，「雇用保険適用事業所設置届」及び「事業所登録シート」に

記載の住所から退去し，当該所在地に同事業所が存続していないこ

とが，実地調査の結果により確認されていることから，少なくとも

諮問の時点（平成２６年３月）において，事業活動を行っていたと

は認められない。 
したがって，③求人管理情報（基本表示）の紹介人数等の表の「紹

介人数」欄，「紹介中」欄，「採否確認中」欄，「充足数」欄及び「充

足状況」欄並びに検索条件の表の「情報」欄の「紹介状況」の記載

内容を公にしても，事業所Ａの権利，競争上の地位その他正当な利

益を害するおそれがあるとは認められず，当該部分は，法５条２号

イに該当せず，開示すべきである。 
27-7 答申２７（行情）４２８ 

「特定会社に係る有線テレ

ビジョン放送施設設置許可

申請に関する文書の一部開

示決定に関する件（第三者

不服申立て）」 
 
・ 諮問庁が法５条２号イ

に該当するとして新たに

不開示とすべきとする特

定会社の定款の第２章以

 ２ 不開示情報該当性について 

 （１）別紙２に掲げる部分 
   （略） 

キ 通し番号３５ 
当該部分は，本件許可申請を行った特定会社Ｂ（現在の審査

請求人）の定款のうち，第２章以降の部分である。 
諮問庁は，定款は，閲覧できる者が株主等に限られており，

これを公にすると，当該法人の組織・経営の根本方針等が明らか

になることから，同業他社との競争関係において不利になるなど

当該法人の正当な利益を害するおそれがあるとして不開示とす

べきと説明するが，当審査会事務局職員をして諮問庁に確認させ



降の部分については，本

件許可申請時（平成１０

年），同社は上場してお

り，その定款は，旧証券

取引法の規定に基づき，

同社の有価証券報告書の

添付書類として，証券取

引所等において公衆の縦

覧に供しなければならな

いとされていたことか

ら，同号イに該当せず開

示すべきとした例 

たところ，本件許可申請時（平成１０年），特定会社Ｂはその株

式を東京証券取引所に上場していたとのことである。そうする

と，当時，同社の定款は，旧証券取引法２５条の規定に基づき，

同社の有価証券報告書の添付書類として，旧大蔵省，証券取引所，

同社本支店等において公衆の縦覧に供しなければならないとさ

れており，公にされていたものと認められる。 
したがって，同社の定款の一部である当該部分について，こ

れを公にしたとしても，審査請求人の権利，競争上の地位その他

正当な利益を害するおそれがあるとは認められないことから，法

５条２号イの不開示情報に該当せず，開示すべきである。 
 

27-8 答申２７（独情）１４ 

「私立大学等改革総合支援

事業調査票等の一部開示決

定に関する件」 
 
・ 私立大学等改革総合支

援事業調査票の不開示部

分については，経営改革

等への取組の実態を問う

ものであり，大学等が自

ら積極的に公表するよう

な情報であって，特段秘

匿すべき経営情報に係る

ものが含まれているとは

認められず，不開示部分

を公にしたとしても特定

大学にマイナス評価とい

った不利益が生じるとは

認められないことなどか

ら，法５条２号イに該当

せず開示すべきと判断し

た例 
 

２ 本件不開示部分の不開示情報該当性について 

（略） 
（２）法５条２号イ該当性について 

（略） 
エ 諮問庁は，上記のとおり，現に公表されている以上の情報を

明らかにすると，大学改革ランキングのような順位付けが行わ

れたり，経営戦略が明らかになったりして，学校法人の権利，

競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあると説明す

るが，調査票における設問は，補助金の交付を受ける上での各

対象校における経営改革等への取組の実態を問うものであり，

大学等が自ら積極的に公表するような情報であって，特段，秘

匿すべき経営情報に係るものが含まれているとは認められず，

本件不開示部分を公にしたとしても特定大学にマイナス評価と

いった不利益が生じるとは認められない。 
  諮問庁が理由説明書（上記第３の４（２））において，「大学

改革に係る取組み全てを網羅しているものでなく，そのほかに

も私立大学の建学の精神を踏まえた多様な取組みを期待し，外

形的な評価に基づいて補助金を配分するものであり，この点数

は，個々の大学の本来の経営力・教育水準そのものを示すもの

でない。」と説明するように，本件不開示部分を公にすることに

より，１点刻みの詳細な合計点数を基にランキングが作成され

たとしても，申請しなかった大学等もあり，到底意味のあるも

のとは考えられず，諮問庁が説明するような大学等の序列化に

つながるおそれや大学等の権利，競争上の地位その他正当な利

益を害するおそれがあるとは認め難い。 
したがって，本件不開示部分は，法５条２号イに該当せず，

開示すべきである。 

28-6 答申２８（行情）３８８ 

「特殊車両通行許可申請書

類等の一部開示決定に関す

る件」 

 

・ 特定法人の代理人とし

て特殊車両通行許可申請

２ 不開示部分の不開示情報該当性について 
（略） 

（２）法５条２号イ該当性について 
ア 不開示部分２ないし不開示部分５について 

別表１に掲げる不開示部分２ないし不開示部分５には，特定法

人の代理人として特殊車両通行許可申請を行った行政書士の①

氏名，②事務所の所在地，③事務所の電話番号及び④登録番号が



を行った特定の行政書士

の①氏名，②事務所の所

在地，③事務所の電話番

号及び④登録番号につい

て，これらの情報を公に

すると，原処分で当該特

定法人の名称は開示され

ているので，当該行政書

士の顧客情報の一端が明

らかとなり，当該行政書

士が委任を受けてどのよ

うな業務を行っているの

かという個別業務の内容

が明らかになるとして

も，本件の行政書士が行

っている業務は何ら特殊

なものではないなどとし

て，法５条２号イに該当

しないと判断した例 

記載されている。 
当審査会事務局職員をして確認させたところ，これらの行政書

士に関する情報については，日本行政書士連合会のホームページ

において検索することにより閲覧できることが認められるが，本

件においては，原処分で既に特殊車両通行許可申請を行った特定

法人の名称は開示されていることから，これらの行政書士に関す

る情報を公にすると，当該行政書士の顧客情報の一端が明らかと

なり，行政書士が委任を受けてどのような業務を行っているのか

という，個別業務の内容が明らかとなる。 
しかしながら，本件において行政書士が行っている業務は何ら

特殊なものではないから，行政書士の個別の受任業務の内容が明

らかとなっても，当該行政書士の権利，競争上の地位その他正当

な利益を害するおそれがあるとは認められない。 
また，行政書士に関する情報を公にすることにより，特殊車両

を保有する特定法人がどの行政書士に業務を委任したのかが明

らかとなるところ，上記と同様の理由により，当該特定法人の権

利，競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるとも認

められない。 
したがって，当該部分は法５条２号イに該当するとは認められ

ず，開示すべきである。 
29-2 答申２９（行情）４５０ 

「特定宗教法人の規則変更

認証申請に関する文書の不

開示決定に関する件」 

 

・ 特定宗教法人の名称変

更に係る規則変更の認証

業務について，関係部署

の文部科学大臣に対する

当該変更に係る経緯及び

対応方針案の説明資料に

つき，公にすると，特定

宗教法人の宗教活動に関

連する公となっていない

内部情報等を開示するこ

ととなり，これらがイン

ターネット上で拡散され

る事態も想定されるとし

て，当該宗教法人の権

利・利益を害する旨の諮

問庁の説明を否定し難い

とし，法５条２号イに該

当すると判断した例 

２ 不開示情報該当性について 
（１）当審査会事務局職員をして，諮問庁に対し，不開示理由等につい

て改めて確認させたところ，諮問庁は，おおむね以下のとおり説明

する。 
ア 宗教団体が宗教法人となるには，所轄庁（原則として，その法

人の主たる事務所の所在地の都道府県知事が所轄庁となる。ただ

し，他の都道府県内に境内建物を備える宗教法人等については文

部科学大臣が所轄庁となる。）による認証を受ける必要がある。

具体的には，宗教法人の設立，規則の変更，合併，解散について，

その都度，所轄庁の認証を得る必要がある。 
本件対象文書は，特定宗教法人の名称変更に係る規則変更の認

証業務についての文部科学大臣への説明資料である。 
（２）以下，上記諮問庁の説明を踏まえ，検討する。 
（略） 

イ そこで，当審査会において，本件対象文書を見分したところ，

本件対象文書は，特定宗教法人からの名称変更に関する認証申請

（規則変更）に係る経緯及び対応方針案が記載された資料であ

り，当該資料には，特定宗教法人の宗教活動に関連する公となっ

ていない内部情報等の記載が認められる。 
そうすると，本件対象文書を公にした場合，特定宗教法人の公

となっていない内部情報等を開示することとなり，これらがイン

ターネット上で拡散される事態も想定され，特定宗教法人の権

利，競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるとする

諮問庁の説明は否定し難い。 
ウ したがって，本件対象文書は，法５条２号イに該当し，同条５

号並びに６号柱書き及びロについて判断するまでもなく，不開示



とすることが妥当である。 
 

29-3 答申２９（独情）５０ 

「雇用契約書等の一部開示

決定に関する件」 

 

・ 顧問弁護士の氏名につ

いて，これを公にしても，

当該弁護士の具体的な契

約条件が明らかになる事

情はなく，他方，公的な

会議への出席や一般的な

弁護士業務の遂行方法等

からは，その氏名を秘匿

し続けることが可能であ

るとは認め難い等の現状

等に鑑みれば，これを公

にすると，弁護士として

の価値観や信条等が公に

なり，営業権等の正当な

利益を害するおそれ等が

あるとは認められず，法

５条２号イには該当しな

いと判断した例 

２ 本件不開示部分の不開示情報該当性について 
（略） 
（２）以下，検討を行う。 
 （略） 

イ 「顧問弁護士の氏名」及び「事務所所在地」について 
（ア）「顧問弁護士の氏名」については，これを公にすることによ

り明らかとなるのは，当該弁護士が特定労災病院と顧問契約を

締結しているという事実のみであって，「顧問契約」という文

言からは当該弁護士が実際に取り扱うこととなる個別案件の

内容等が明らかになるとはいえず，上記アの判断により「契約

内容」に係る部分は不開示とされるのであるから，これを公に

することにより当該弁護士の具体的な契約条件が明らかにさ

れるといった事情は認められない。 
また，特定労災病院のウェブサイト上の広報資料では当該弁

護士の氏名は記載されていないものの，開催の事実やその概要

が公にされている公的な会議に顧問弁護士として出席してい

ることや，一般的な弁護士業務の遂行方法等からは，その氏名

を秘匿し続けることが可能であるとする判断に合理性は認め

難く，独立行政法人等における契約の適正化の要請から機構を

含むいずれの法人においてもその範囲等に多少の相違はある

ものの契約情報の公表が行われている現状等に鑑みれば，当該

弁護士と独立行政法人等との間に顧問契約が存在すること自

体が秘匿すべき顧客情報であるとはいえないから，これを公に

することにより弁護士としての価値観や信条が公になり，営業

権等の正当な利益を害するおそれがある等といった主張はお

よそ認め難い。したがって，顧問弁護士の氏名は法５条２号イ

には該当しない。 
 

30-5 答申３０（行情）８０ 
「特定鉱山の坑内実測図の

一部開示決定に関する件

（第三者不服申立て）」 
 
・ 特定法人が鉱業法に基

づき処分庁に提出した坑

内実測図につき，諮問庁

が開示するとした部分の

うち，鉱区境界線の内側

部分等については，当該

鉱区内の採掘予定範囲等

のおおよその位置及び規

模という一般に公にされ

ていない当該法人の事業

計画等に係る情報である

２ 不開示情報該当性について 
（略） 
（２）（略） 

一方，鉱区境界線の内側部分については，諮問庁は，鉱床の規

模や鉱量が推測されることがないように考慮して，当該内側部分

の一部に不開示部分を設定し，その余は開示することとしたと説

明する。しかしながら，諮問庁による不開示部分の設定の仕方で

は，一般に公にされていない，当該鉱区内の採掘予定範囲等のお

およその位置及び規模という，特定法人の事業計画等に係る情報

が明らかとなり，審査請求人の権利，競争上の地位その他正当な

利益を害するおそれがあると認められる。また，これを不開示と

すべきとする審査請求人の主張を覆すべき事情が存在するとも

認められないことから，原処分で不開示とした部分に加え，鉱区

内の一部特定地域を図示している文書１の地図部分の全て及び

文書５の当該鉱区境界線の内側部分については，いずれも法５条

２号イの不開示情報に該当し，不開示とすべきである。 



ことから，法５条２号イ

に該当し，不開示とすべ

きとした例 
 

 

30-6 答申３０（行情）３２６ 
「会計検査院法２７条の規

定による報告（特定日付け

特定番号）の一部開示決定

に関する件」 
 
・ 不開示部分のうち，受

託事業者名に係る部分に

ついて，年度ごとの受託

事業者名は法務局ホーム

ページで公表されてお

り，記者クラブ宛の公表

資料と照合することによ

り，被疑事実発生当時の

受託事業者名は，自ずと

明らかになる情報である

から，開示すべきと判断

した例 

２ 不開示維持部分の不開示情報該当性について 
（略） 
（４）（略） 

イ 検討 
当審査会において，本件諮問書に添付された資料を確認したと

ころによると，確かに，諮問庁の説明するとおり，特定法務局の

記者クラブ宛ての公表資料では，標記の受託事業者名自体は公表

されていないと認められる。 
しかしながら，当審査会事務局職員をして「法務局ホームペー

ジ」と題するウェブサイトを確認させたところによると，同ウェ

ブサイトには，年度ごとの乙号事務の委託先事業者（受託事業者

名）の情報が掲載されていて，各法務局の出張所名と受託事業者

名が一体として明示されていると認められ，特定法務局Ａ出張所

及びＢ出張所の受託事業者名は，既に法務省により公にされてい

る情報であるといえるから，上記の記者クラブ宛ての公表資料の

記載内容（そのうちの各被疑事実の発生期間）と照合することに

より，各被疑事実の発生当時の受託事業者名は，自ずと明らかに

なる情報であると認められる。 
そうすると，不開示維持部分のうちの受託事業者名を公にして

も，当該受託事業者に関して新たな風評被害等が生じることなど

により，当該受託事業者の社会的信用が更に低下し，同業他社と

の競争関係において不利益を被るおそれが生ずるなどし，その結

果，法人の権利，競争上の地位その他正当な利益を害するおそれ

があるとまでは認められない。 
したがって，不開示維持部分のうちの受託事業者名は，法５条

２号イに該当せず，上記（２）イ（ウ）ａで検討した同条１号に

該当し部分開示をすることができないとした部分に記載がある

当該受託事業者名を除き，開示すべきである（別表の項番２ない

し５及び７ないし１０の各一部がこれに該当する。）。 
 

1-4 答申１（行情）４８５ない

し４８７ 
「特定労働基準監督署の監

督復命書整理簿（特定年度

分）の一部開示決定に関す

る件」 
 
・ 本件対象文書のうち，

「署長判決」及び「完結

の有無」の各欄は，原処

分で開示されているもの

の，いずれも空欄である

２ 不開示情報該当性について 
（略） 
（４）「労働保険番号」及び「事業場名」の各欄（上記（３）の部分を

除く。） 
 （略） 

ウ しかし，本件対象文書を見分したところ，「署長判決」及び「完

結の有無」の各欄は，原処分で開示されているものの，いずれも

空欄である。このため，労働保険番号及び事業場名を公にしても，

特定監督署による監督を受けたという事実が分かるのみであり，

特定の事業場における労働基準関係法令違反の有無，それによる

指導等の有無を含め，当該事業場に対する監督の結果が明らかに

なるとは認められない。 



ため，不開示部分である

「労働保険番号」及び「事

業場名」（建設工事に係る

発注者の氏名を除く）を

公にしても，特定監督署

による監督を受けたとい

う事実が分かるのみであ

り，当該事業場に対する

監督の結果が明らかにな

るとは認められないなど

として，従前の答申を変

更し，法５条２号イ及び

６号ホに該当せず，開示

すべきとした例 
 

また，労働基準監督機関による監督は，労働基準関係法令の適

正な運営及びその確保の観点から，対象とする事業場の業種や規

模等による限定なく，同法令の適用がある事業場に対して幅広く

行われている。このため，労働基準監督機関による監督を受ける

ことは，頻度に差はあるとしても，およそ事業活動に伴い労働者

を使用していれば，あり得ることである。 
 （略） 
  オ このような状況を踏まえれば，およそ特定監督署による監督

を受けたという事実が明らかになることだけで，直ちに社会的

イメージの低下を招き，求人活動等に影響を及ぼすおそれや，

取引先会社との間で信用を失うおそれなど，当該法人又は事業

を営む個人の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれが

あるとは認められず，また，独立行政法人等に係る事業に関し，

その企業経営上の正当な利益を害するおそれがあるとも認めら

れない。 
したがって，当該部分は，法５条２号イ及び６号ホのいずれ

にも該当せず，開示すべきである。 
 

1-5 答申１（独情）２８ 
「「国立大学法人東京大学

医学部附属病院外来患者等

アメニティ設備整備・運営

事業」に関する定期建物賃

貸借契約書の一部開示決定

に関する件」 
 
・ 公共調達の適正化に係

る財務大臣通達により公

表の対象とされているの

は国の支出の原因となる

契約であって，貸付料の

ような収入については公

表の対象に含まれている

とはいえないとして，特

定企業が事業効果等を見

込んで提案・決定した（処

分庁の収入となる）貸付

料は，これを開示すると，

当該企業等の経営体力や

事業ノウハウが競業他社

に推測され，その事業活

動や将来の受注に係る利

益を害するおそれがある

ことから，法５条２号イ

に該当するとした例 
 

２ 不開示情報該当性について 
（１） 貸付料について 

ア 本件対象文書の１枚目の不開示部分には，賃貸人を東京大

学，賃借人を特定法人とする物件の貸付料の年額が記載されて

いることが認められる。 
イ 諮問庁は，上記第３の１（２）アにおいて，財務大臣通知を

受けて処分庁が公表しているのは，東京大学の調達に係る５０

０万円以上の契約における支出経費についてである一方，本件

対象文書には，東京大学の「収入」の金額が記載されているた

め，公表を必須とする取扱いとはしていないと説明する。 
そこで，当審査会事務局職員をして財務大臣通知を確認させ

たところ，公表の対象とされているのは，国の支出の原因とな

る契約であって，貸付料のような収入については，公表の対象

に含まれているとはいえないことが認められる。 
ウ 一方，本件対象文書に係る施設設備・運営事業（以下「本件

事業」という。）における事業者選定につき，当審査会事務局

職員をして諮問庁に確認させたところ，諮問庁から次のとおり

説明があった。 
（略） 
（ウ）なお，本件事業の公募に際して，決定した貸付料を法に基

づく情報開示請求等第三者の求めに応じて公表することが

あり得る旨の説明を入札希望者に対して行ったようなこと

はなく，また，契約締結に際して特定法人との間で貸付料は

開示の対象となるかのような了解が存していたといった事

情もない。 
エ 貸付料は，特定法人がその経営上の戦略に基づいて事業効果

等を見込んで決定したものであり，これを開示すると，当該法

人等の経営体力や事業ノウハウが競業他社に推測され，当該法



人の事業活動や将来の受注に係る利益を害するおそれがある，

また，本件事業の公募や特定法人との契約締結に際して，将来

貸付料を公表することがあり得る旨の了解が諮問庁と特定法

人との間で存していたといった事情はないとする上記ウの諮

問庁の説明は否定し難い。 
したがって，貸付料は，これを公にすると，特定法人の権利，

競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあると認め

られることから，法５条２号イに該当し，同条４号柱書き，ニ

及びトについて判断するまでもなく，不開示とすることが妥当

である。 
 

3-1 答申３（行情）３９４ 
「「平成３１年度中間貯蔵

等福島における環境再生に

関する広報業務 報告書」

の一部開示決定に関する

件」 
 
・ 環境再生に関する広報

業務に係る報告書のう

ち，新聞記事等の部分が

著作権法４２条１項の規

定に基づき使用が認めら

れる範囲を超えるなどと

して法５条２号イに該当

するとされたことに対

し，著作権法４２条の２

によれば著作権を侵害す

ることにはならず，開示

すべきとした例 
 

２ 本件不開示部分の不開示情報該当性について 
（略） 
（２）検討するに，著作権法４２条１項は，裁判手続のために必要と認

められる場合及び立法又は行政の目的のために内部資料として必

要と認められる場合には，その必要と認められる限度において，著

作物を複製することができるとして著作権（複製権）を制限した規

定であって，法に基づく開示決定等を行う際に不開示の根拠として

掲げられる規定ではない。法に基づく開示は，対象となる行政文書

の閲覧又は写しの交付であるところ，諮問庁は，要するに，この開

示行為としての写しの交付が，複製権（著作権法２１条）を侵害す

る旨主張しているものと解される。 
しかしながら，著作権法４２条の２において，行政機関の長は，

法の規定により著作物を公衆に提供し，又は提示することを目的と

する場合には，法１４条１項に規定する方法により開示するために

必要と認められる限度において，当該著作物を利用することができ

る旨定められており，法に基づき写しの交付を必要な限度（１人に

つき１部が限度であり，送信可能化，展示，貸与及び翻訳等による

実施は必要な限度を超えるなどと解されている。）で行うことは，

複製権を侵害することにはならないのであるから，本件不開示部分

を公にしたとしても，それだけで著作権を侵害することとはならな

い。 
著作権法４２条の２を適用しない契約の可否についてはおくと

しても，当審査会において，諮問庁から提示を受けた仕様書を確認

したところ，同条を適用しない旨記載した条項は認められず，また，

本件不開示部分が未公表の著作物ではなく，公表権（同法１８条１

項）との調整（同条３項）も必要ではないことに鑑みれば，本件不

開示部分を公にすることによって，契約内容に反することとなると

は認められず，ほかに諮問庁において関係法人の正当な利益を害す

る事情に関する主張はされていないことを踏まえると，本件不開示

部分を公にしても，関係法人の権利，競争上の地位その他正当な利

益を害するおそれがあるとは認められない。 
 

3-2 答申３（行情）５６２ 
「法制執務業務支援システ

ムに係る特定ソフトウェア

２ 本件対象文書の不開示情報該当性について 
（１）当審査会において，諮問書に添付された資料（写し）に加え，本

件対象文書の内容に関する資料等を確認したところによれば，本件



アドインの不開示決定に関

する件」 
 
・ 内容を参照できないプ

ログラムファイル（本件

対象文書）について，本

件対象文書の内容に関す

る資料等の記載及び競合

法人等が本件対象文書を

参照し研究することで法

令執務業務の達成に必要

な機能範囲に関する情報

等が明らかとなり，開発

者である特定法人の権

利，競争上の地位その他

正当な利益を害するおそ

れがあるとする旨の諮問

庁からの説明を踏まえ，

法５条２号イに該当する

とした例 

対象文書は，特定法人が開発し，著作権を有している，法制執務業

務支援システム（ｅ－ＬＡＷＳ）の法案等関係資料作成支援機能を

特定法人の特定ソフトウェアに付与するプログラムファイルであ

ると認められる。 
（２）諮問庁の説明 
   諮問庁は，本件対象文書を不開示とした理由について，上記第３

の４のとおり説明し，当審査会事務局職員をして更に確認させたと

ころ，おおむね次のとおり補足して説明する。 
  ア 本件対象文書は，中央省庁の業務規定や法制執務業務に関する

業務知識，法令文書の編集・改訂に関するルール等を合理的に整

理・統合し，プログラムとして実現したものであり，縦書文書の

編集や文書差分の抽出機能に加え，画面・操作・機能化の範囲・

内部処理等の各所に，開発者である特定法人独自のノウハウが投

入されている。 
  イ 本件対象文書を公にした場合，第三者や競合法人が本件対象文

書を参照し研究することで，法令執務業務の達成に必要な機能範

囲の確認，各機能の仕様の検討コストの低減，比較マーケティン

グのための情報等が明らかとなり，特定法人と競合関係にある他

の事業者にとっては，そのノウハウを模倣することを容易ならし

め，その結果，特定法人の権利，競争上の地位その他正当な利益

を害するおそれがある。 
（３）検討 

本件対象文書を公にした場合，法令執務業務の達成に必要な機能

範囲の確認，各機能の仕様の検討コストの低減，比較マーケティン

グのための情報等が明らかとなり，特定法人の権利，競争上の地位

その他正当な利益を害するおそれがあるとする旨の上記第３の４

及び上記（２）の諮問庁の説明は，特段不自然，不合理な点がある

とは認められず，首肯できる。 
したがって，本件対象文書は，法５条２号イに該当するものと認

められ，不開示としたことは妥当である。 
 

5-6 答申５（行情）７９１ 

「特定記事に記載の訴訟に

係る文書の一部開示決定に

関する件」 

 

・ インターネット上の特

定ウェブサイトに掲載さ

れた情報を印刷した書面

について、当該情報に記

載された法人が，掲載内

容の決定に関与していな

いことが明らかなインタ

ーネット上のウェブサイ

トに掲載されていた情報

であるにすぎず、そのよ

２ 本件各不開示部分の不開示情報該当性について 

（略） 

（３）令和２年６月２４日付け証拠説明書（１）（文書６）の表内「甲

６」号証欄及び証拠写（文書１０）を構成する文書の一つである

甲第６号証における不開示部分について 

標記の甲第６号証は，インターネット上の特定ウェブサイトに

掲載された情報を印刷した書面であり，不開示部分には，複数の

法人の名称，事業所名，役員の氏名，商品名及びウェブサイトの

ＵＲＬ等が記載されていると認められる。 

   ア 標記部分を不開示にした理由について，諮問庁は，上記第３

の３（２）ア及びイのとおり説明し，当審査会事務局職員をし

て確認させたところ，おおむね以下のとおり補足して説明する。 

当該情報は，真偽のほどが定かでないものと一般に評価され

る情報であり，そのような情報は，そもそも，慣行として公に

されている情報とは言い難いものと考える。 



うな掲載者の独自判断に

基づく情報がインターネ

ット上で検索・閲覧可能

な状態になることをもっ

て、当該情報の内容が既

に公にされているともい

えないため、法５条２号

イに該当し，不開示とし

たことは妥当とした例 

 

そうすると，たとえ，そのような真偽のほどが定かでなく，

慣行として公にされているものとも評価できない情報が容易に

ネット検索，閲覧可能な状況に置かれているとしても，理由説

明書（上記第３の３（２）ア及びイ）に記載した不開示理由を

否定するものとはならない。 

イ これを検討するに，標記の甲第６号証に記載された情報は，

その内容に照らせば，公式ウェブサイト等とは異なり，当該情

報に記載された法人が，掲載内容の決定に関与していないこと

が明らかなインターネット上のウェブサイトに掲載されていた

情報であるにすぎず，そのような掲載者の独自の判断に基づく

情報がインターネット上で検索・閲覧可能な状態にあることを

もって，当該情報の内容が既に公にされているともいえないか

ら，これを公にすることにより，そこに記載されている法人の

権利，競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがないと

することはできない。 

したがって，標記不開示部分は，これを公にすることより，

法人の権利，競争上の地位その他正当な利益を害するおそれが

あると認められるので，法５条２号イに該当し，不開示とした

ことは妥当である。 
6-5 答申６（行情）３２２ 

「「自衛隊かつ大貨物積付

標準」の一部開示決定に関

する件」 
 
・ 鉄道輸送に際し、「特

大貨物」となる自衛隊装備

品等の積付における積載後

の寸法、積載に使用する機

材に関する情報及び積載に

際しての注意事項等に関す

る情報が記載されている文

書について、当該鉄道事業

者が行う事業活動に支障を

及ぼすおそれ等があるとし

て、５条２号イに該当する

とした例 

３ 不開示部分の不開示情報該当性について 
   不開示部分の不開示情報該当性について、諮問庁は、上記第３の

２のとおり（別表のとおり）説明するので、当審査会において本件

対象文書を見分したところにより、以下検討する。 
（１）当審査会事務局職員をして確認させたところ、諮問庁は、おお

むね以下のとおり補足して説明する。 
不開示部分は、装備品等の輸送において、特定鉄道事業者が保

有している鉄道輸送に関するノウハウ及び技術に関する情報であ

り、これを公にすることにより、鉄道輸送に際し、装備品等の積

付について、積載後の寸法、積載に使用する機材に関する情報、

積載に際しての注意事項等が明らかとなることから、鉄道構造物

の設計条件が推察可能となり、装備品等の輸送に関する当該鉄道

事業者の技術等が流出するとともに、旅客列車や貨物列車の運行

の妨害を企てる相手方による不当な働きかけや妨害行為を助長

し、また、容易にするおそれがあるなど、当該鉄道事業者が行う

事業活動に支障を及ぼすおそれがあり、事業者の権利、その他正

当な利益を害するおそれがあるため不開示とした。 
（２）検討 

当審査会において、本件対象文書を見分したところ、不開示部

分には、諮問庁の説明どおり、鉄道輸送に際し、装備品等の積付

について、積載後の寸法、積載に使用する機材に関する情報、積

載に際しての注意事項等に関する情報が記載されていると認めら

れる。そうすると、当該不開示部分を公にすると、鉄道構造物の

設計条件が推察可能となり、装備品等の輸送に関する当該事業者

の技術等が流出するとともに、旅客列車や貨物列車の運行の妨害

を企てる相手方による不当な働きかけや妨害行為を助長し、また、

容易にするおそれがあるなど、当該鉄道事業者が行う事業活動に



支障を及ぼすおそれ等がある旨の上記（１）及び別表の「不開示

とした理由」部分の諮問庁の説明を否定することはできない。 
したがって、当該不開示部分は、法５条２号イに該当し、不開示とし

たことは妥当である。 

6-6 答申６（行情）５２５ない

し５２７ 
「特定年度障害者総合福祉

推進事業費補助金交付決定

一部取消通知書の一部開示

決定に関する件」 
 
・ 補助金等適正化法１７

条に基づいて出された補助

金の返還命令書等に係る開

示請求について、不開示部

分には明らかに秘匿すべき

法人等の内部情報は記載さ

れておらず、予算執行等に

係る情報の公表等に関する

指針や補助金等適正化法の

目的に鑑みれば、返還命令

を出した交付先名（法人等

の名称）、既に交付された金

額等は２号イに該当せず、

開示すべきと判断した例 

２ 不開示部分の不開示情報該当性について 
（略） 
（２）以下、検討する。 

  （略） 
   ウ 検討 
   （ア）別紙の２（１）及び（２）に掲げる本件対象文書１及び２

の不開示部分について 
     (略) 
      ｂ 具体的に本件対象文書１及び２の不開示部分を確認する

と、補助金等の返還を求めるという判断に至った具体的な

事情が記載されているものの、その内容は飽くまでも当該

事情の説明にとどまり、説明に必要な範囲を超えて、明ら

かに秘匿すべき法人等の内部情報が記載されているもので

はない。 
加えて、当該不開示部分については、上記アの指針及び

上記イの補助金等適正化法の目的に鑑みれば、法人等の権

利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある

ものとは認められず、法５条２号イに該当しない。 
また、行政機関の要請を受けて公にしないとの条件で任

意に提供されたものであって、通例として公にしないこと

とされているものであるとも認められず、法５条２号ロに

も該当しない。 
したがって、当該不開示部分を開示すべきである。 

 

6-7 答申６（行情）４０４ 
「特定宗教法人の名称変更

の申請を受理することを文

部科学大臣へ報告を行った

際の資料等の不開示決定に

関する件」 
 
・ 宗教法人からの認証申

請に係る審査の結果及び過

程が記録された資料につい

て、公にすることにより当

該法人の自由な宗教活動を

妨害するための材料として

用いられる懸念があり、そ

の権利、競争上の地位その

他正当な利益を害するおそ

れがあるとして、５条２号

イに該当するとした例 

２ 本件対象文書の不開示情報該当性について 
（１）当審査会事務局職員をして諮問庁に確認させたところ、諮問庁

は、おおむね以下のとおり説明する。 
ア 本件対象文書が法５条２号イに該当する理由 

本件対象文書に記載された情報は、宗教法人による個別の規則

変更の認証申請に関する審査という非公開の手続の過程で取り

扱われたものである上、所轄庁が審査に必要であるものとして取

捨選択した内容であり、本件対象文書は、その内容から、所轄庁

が本件宗教法人の規則変更の申請の受理及び認証の決定に当た

ってどのような要素に着目していたのかが分かる資料となって

いる。 
当該宗教法人において、本件対象文書に記載されたような形で

本件宗教法人の情報が取り扱われることを予定していたとはい

えず、所轄庁がこのような形で取り扱った情報を、一般に広く公

開されることを予見していたともいえない。 
そうすると、本件対象文書に記載された情報については、公に

されることを予定していない法人の内部情報である場合はもと

より、当該情報と同旨の情報が何らかの形で公にされているよう



な場合があったとしても、本件対象文書に記載されているという

事実そのものをもって、本件宗教法人の宗教活動に関連する公と

なっていない情報と認められるものであり、当該情報について

は、上記第３の３（２）イで述べたとおり、これらが本件宗教法

人の宗教活動に対する誹謗・中傷など、自由な宗教活動を妨害す

るための材料として用いられる懸念がある。 
また、個別の審査過程で申請した宗教法人に関するいかなる情

報が抽出され、審査過程で用いられたのかということ自体、そも

そも公になっていないため、かかる情報を公にされること自体、

宗教法人にとって不利益になり得るものであり、所轄庁がいかな

る形で申請者たる宗教法人の情報を取り扱ったのかについて、公

開されることを当該宗教法人が受忍しなければならないともい

えない。 
（略） 

 （２）当審査会において本件対象文書を見分したところ、特定宗教法

人Ａからの名称変更に関する認証申請（規則変更）に係る審査の

結果及び過程が記載された資料であり、当該資料には、特定宗教

法人Ａの宗教活動に関連する公にされていない情報等に基づき行

われた具体的な検討内容等が記載されていることが認められる。 
本件対象文書の用途、その記載内容等に鑑みれば、これを公に

した場合、本件宗教法人の宗教活動に関連する公にされていない

情報等が明らかとなり、これらが本件宗教法人の宗教活動に対す

る誹謗・中傷など、自由な宗教活動を妨害するための材料として

用いられる懸念があり、本件宗教法人の権利、競争上の地位その

他正当な利益を害するおそれがあるとする諮問庁の説明は、不合

理であるとまではいえず、必ずしもこれを否定し難い。 
したがって、本件対象文書は法５条２号イに該当し、同条５号につい

て判断するまでもなく、不開示としたことは妥当である。 

6-8 答申６（行情）１０８４及

び１０８５ 
「特定工事に係る特別調査

報告書の一部開示決定に関

する件」 
 
・ 「設計単価一覧表」の、

建設物価調査会の出版物に

よる単価等を使用し作成し

ている部分について、特定

工事の特定の作業工程に係

る情報のみを抜粋し記載し

ているにすぎないから、同

調査会等から提出された要

望書の内容にかかわらず、

これを公にすることにより

直ちに物価資料の販売に影

響を与えるとまでは認め難

３ 不開示部分の不開示情報該当性について 
（１）当審査会事務局職員をして諮問庁に改めて確認させたところ、

諮問庁は、おおむね以下のとおり説明する。 
（略） 
 イ 文書２における不開示部分のうち、「設計単価一覧表」の「②

物価資料」欄及び「備考」欄の部分（以下「不開示部分２」と

いう。）については、建設物価調査会が出版している物価資料に

よる単価等を使用し、作成している。建設物価調査会及び経済

調査会から行政機関宛てに提出された要望書の中で、建設物価

調査会及び経済調査会の刊行物情報及び単価の算出情報を無制

限に開示することは、権利、競争上の地位その他正当な利益を

害するおそれがあるとして、それらの情報が公表されてから一

定期間（１年）を経過したものを例外に、開示されるべきで無

い、とされていることから、公表から１年に満たないものは不

開示としている。また、建設物価調査会及び経済調査会の刊行

物記載の単価等の情報を利用し、販売しようとしていた事業者

の存在も確認されていたということも上記要望書に記載されて

おり、当該部分を公にすることにより、法人の権利、競争上の



い等として、法５条２号イ

には該当しないとした例 

地位その他正当な利益を害するおそれがあることから、法５条

２号イに該当し、不開示とした。 
（略） 

（２）以下、検討する。 
ア 当審査会において本件対象文書を見分したところ、その記載内

容はおおむね諮問庁が説明するとおりであると認められる。 
イ 不開示部分２について 

当該部分は、物価資料から、本件開示請求の対象となった特定

工事における特定の作業工程に係る費用の積算に必要となる情

報のみを抜粋し記載しているにすぎないから、これを公にするこ

とにより、特定の者が、物価資料に掲載されている情報を書籍の

購入によらず開示請求によって入手することが可能となったと

しても、それが直ちに物価資料の販売に影響を与えるとまでは認

め難い。 
また、物価資料の情報を、国の積算業務における単価の決定の

際に使用することは、土木工事標準積算基準書に規定されている

ということであるから、本件対象文書において物価資料の情報が

どのように引用記載されたかという情報が公にされることが直

ちに当該法人の権利利益を害するとすべき事情も認められない。 
したがって、当該部分を公にすることで、物価資料の販売に影響を与

える等、法人の権利利益が害されるおそれがあるとする諮問庁の

上記（１）イの説明は認められず、当該部分（別紙の３（１）に

掲げる部分）は開示すべきである。 

 



【法５条２号ロ関係】 

92 答申１４（行情）１２３ 

「原子力発電の経済性試算

における設定単価の根拠の

一部開示決定に関する件」 

 

・ 試算のために業界から提

出された数値等について，

諮問庁の要請を受け，公に

しないとの条件で任意に

提供された情報であるこ

とを認めた上で，公にしな

いとの条件が現時点にお

いても合理性を有するか

について詳細に判断し，開

示範囲を広げたもの 

・ 原子力発電の経済性試算

が電力料金の決定に影響

があるとしても，公益開示

の必要性は認められない

としたもの 

・ 情報単位論と部分開示の

範囲について述べたもの 

 

 

２ 法５条２号ロ該当性について 
（略） 

（２）法５条２号ロの規定によると，行政機関の要請を受けて，法人等

から公にしないとの条件で任意に提供されたものであっても，当該

条件を付することが当該情報の性質，当時の状況のみならず，現時

点においても合理的であると認められるものであることが求めら

れるものである。このため，本件対象文書について不開示とした情

報ごとに，当該条件を付することの合理性について検討する。 
   ア フロントエンドコストに係る実績反映期間及び年数並びに参

加人の市況認識等 
      フロントエンド，鉱石調達・精鉱，転換，濃縮，成型加工及び

精鉱～成型加工（天然ウラン）の単価設定に関する実績反映期間

並びに年数並びに参加人の市況認識等については，本件対象文書

が取りまとめられた時点で，最近数年間の実績であることは既に

明らか にされていること，また，電力各社ごとの数値ではなく各

社全体の平均値であること，電力各社の契約は取引の相手ごとに

取引継続性，取引量等の様々な取引条件を考慮した交渉によって

定まるものであること，現時点からみれば数年前の情報であるこ

とから，現在又は今後の取引に支障を与えることは考えられず，

現時点において，公にしないとの条件を維持すべき理由は乏しい

ものと認められる。  
イ ＭＯＸ成型加工の事業計画の内容，費用内訳等 

      この部分には，数年後に建設及び操業が予定されているＭＯＸ

成型加工の事業計画の内容や，その時点における費用の試算等が

記載されている。この情報は，「単価」，「役務範囲」及び「リード

タイム」に分けられるが，「単価」の部分のうち，①ＭＯＸ成型加

工費の費用内訳である加工費，輸送費用及び所内取扱費用の単価，

②加工費の表の表題に付された注釈，積算項目の内訳，項目別単

価及び積算条件，③ＭＯＸ燃料体換算の積算内容，④輸送費の表

の表題に付された注釈，積算項目の内訳，項目別単価及び積算条

件並びに⑤発電所内取扱費の算出方法が不開示とされている。 
      「単価」の部分について，まず，(1)の加工費の部分についてみ

ると，（ア）「加工費の単価がいくらであるかという情報」，（イ）

「加工費がどのような費目の積算によって算出されているかとい

う情報」，（ウ）「加工費の積算項目である資本費，管理費及び変動

費のそれぞれの単価並びにその合計がいくらであるかという情

報」，（エ）「加工費の積算項目である資本費，管理費及び変動費が

それぞれどのような積算細目によって算出されているかという情

報」，（オ）「加工費がどのような条件の下で算出されているかとい

う情報（表の脚注）」，（カ）「試算がどのような性質であるかとい

う情報（表の表題に付された注釈）」，（キ）「ＭＯＸ燃料体換算が

どのような前提条件の下で行われているかという情報」及び（ク）

「ＭＯＸ燃料体換算がどのような計算式・額により算出されてい

るかという情報」が，それぞれ一定の意味を有するひとまとまり



の情報と捉えることができ，これらのひとまとまりの情報のうち

一部の要素については，他のひとまとまりの情報の要素にもなっ

ている場合があるなど，重層的又は並列的な形で記載されている

ものと認められる。以下，このような考え方を前提に，不開示部

分の妥当性について判断する。 
      上記の情報のうち，（ア），（ウ）及び（ク）の情報は，各作業

工程ごとの交渉相手に対して電力各社等の契約単価に対する相場

観や支出予定金額を示すことになることから，これを公にするこ

とにより，電力各社等が今後契約交渉を行う上で影響を生じるお

それがあると考えられ，公にしないとの条件を付することに合理

性がある情報と認められ，法５条２号ロに該当すると認められる。 
      また，（オ）及び（キ）については，ＭＯＸ成型加工を行う事

業者と関係者等との間で現在行われている又は今後行われること

が予定されている交渉に関係する情報が記載されているものであ

り，当該事業者の今後の事業運営に影響を生じるおそれがあると

考えられ，公にしないとの条件を付することに合理性がある情報

と認められ，法５条２号ロに該当すると認められる。 
      他方，（イ），（エ）及び（カ）の情報は，電力各社等の交渉に

影響を与えることは考えられず，公にしないとの条件を付する合

理性は乏しい情報であり，法５条２号ロに該当しないと認められ

る。 
      したがって，上記において，法５条２号ロに該当すると認めら

れる情報を開示したこととならない範囲で，その余の情報を開示

しなければならないものであるから，別表第１欄ＭＯＸ成型加工

中同表第２欄に掲げる①の部分は，開示すべきである。 
      (2)輸送費， (3)発電所内取扱費及び冒頭部分についても同様な

考え方で判断した結果， 別表第１欄ＭＯＸ成型加工中同表第２欄

に掲げる②及び③の部分は，開示すべきである。 
（略） 

４ 法５条２号ただし書該当性及び法７条の適用について 
（２）法５条２号ただし書の情報とは，事業活動によって人の生命，健

康，生活又は財産に被害等が発生又は再発することを防止するため

に公にすることが必要なものを言い，当該情報を公にすることによ

り保護される人の生命，健康，生活又は財産の利益と，これを公に

しないことによる法人等の利益を比較衡量し，前者の利益が後者の

それを上回るときには，これを開示する趣旨である。 
     電気料金については，電気事業法１９条の規定により経済産業大

臣の認可が必要とされており，その適正性は認可により担保されて

いると認められること，核燃料サイクルコストに関して，対外説明

用資料を公表するとともに，本件開示請求に対応して，同文書を開

示していることから，本件対象文書について不開示とした部分（前

記２及び３により当審査会が開示すべきとする情報を除く。）を公

にすることの利益が，電力各社の交渉上の不利益を上回るとは認め

られず，法５条２号ただし書に該当しないと認められる。 
     また，原子力発電に対する国民の関心に対応して，諮問庁が部会

配付資料及び対外説明用資料を公表していることを踏まえると，諮



問庁が法７条の規定により公益上の理由による裁量的開示をしな

かったことについて，法の規定に反するものとは認められない。  
５ 不開示情報の独立一体性の範囲について 
   諮問庁は，法５条各号の不開示情報該当性判断の前提として，独立

した一体的な情報を対象として不開示情報該当性を判断すべきであ

り，これを更に細分化して裁量により開示を行ったものについて，こ

れ以上細分化することは法の予定していないところである旨主張し

ているので，この点について，検討する。 
   情報とは，ある事柄についての知らせを意味するものであり，社会

通念上意味を有するひとまとまりの大きさを有していると考えられ

る。また，このひとまとまりの大きさについては，重層的な捉え方が

可能である場合が多い。 
本件対象文書に記載されている情報についてみても，例えば，原子

力発電の経済性試算，工程別費用，内訳項目（又はその細目），費用，

算出条件というように重層的に捉えることができる。 
不開示情報についても，重層的な捉え方が可能である場合には，不

開示とする合理的な理由のない情報は開示するとする法の定める開

示請求権制度の趣旨に照らし，開示することが適当でないと認められ

るひとまとまりをもって，その範囲を画することが適当である。 
    特定の個人を識別することができる情報については，法６条２項に

より，個人識別性のある部分以外の部分について，公にしても当該個

人の権利利益を害するおそれがないと認められるときは，当該部分を

開示すべきとし，不開示情報を更に細分化して開示することされてい

るが，その他の不開示情報については，不開示情報を更に細分化して

開示するという規定は設けられていない。これは，特定の個人を識別

することができる情報については，その全体を一律に不 開示とする

と個人の権利利益の保護の必要性を越えて不開示の範囲が広くなり

すぎるおそれがあること，及びその他の不開示情報にあっては，重層

的な捉え方が可能な情報に対して一定の利益を保護するために開示

することが適当でないと認められるひとまとまり，すなわち，法５条

各号の不開示事由とされている「おそれ」等を生じさせる原因となる

情報の範囲で捉えれば，不開示の範囲が不必要に広くなりすぎるおそ

れがないことによる。 
   したがって，不開示情報該当性判断の前提として，独立した一体的

な情報を単位に捉えるとしても，特定の個人を識別することができる

情報以外の不開示情報にあっては，その範囲は，重層的な各階層で捉

えていった結果，最終的には不開示事由たる「おそれ」等を生じさせ

る原因となる情報の範囲となるべきものである。 
    本件については，以上の考え方により，本件対象文書に記載されて

いる情報について，不開示情報該当性を判断したものである。 
93 答申１４（行情）４８０ 

「里道等（高知県高知市所

在）の払い下げに関する文書

の一部開示決定に関する件」 

 

・ 国有地の売却にあたって

２ 不開示情報該当性について  
（１）「売買実例価格」等について  

（略） 
   ウ 法５条２号ロ該当性  
      諮問庁は，「売買実例価格」等は，売却相手方法人の事業活動

に影響を及ぼす等のおそれから，公にしないとの条件を付して，



参考とされた「売買実例価

格」につき，５条２号ロに

該当しないとした例 

国が任意に提供を受けたものであることから，法５条２号ロに該

当する旨主張する。 
      しかしながら，本件のような小規模国有地の売却に関しては，

売却相手方法人の事業活動上の必要性に基づいて買入れの申出が

行われ，実施されることがほとんどであると認められる。本件に

ついても，売却相手方法人が周辺の土地の売買を行っていること

から，国有地の売却を受けるために，売買実例価格を提供したも

のと考えられる。したがって，このような場合には，行政機関の

要請を受けて公にしないとの条件で任意に提供された情報に該当

するとは言えない。また，本件土地の売買から，既に約３０年が

経過しており，その間の経済情勢，地価水準の著しい変動等を考

慮すると，現在において公にしないとの合理性があるとは認めら

れない。 
      したがって，⑥売買実例調書のうち，「売買当事者」の買主の

記載及び「売買実例価格」，「修正売買実例価格」，「売買実例を基

とした価格」の各欄の記載について，法５条２号ロに該当すると

は認められない。  
（略） 

（８）公図写しについて  
（略） 

   イ 法５条２号ロ及び６号該当性  
      諮問庁は，上記（１）ウ及びエと同様に，「法人造成地（売買

実例採用地）の範囲」を国が一方的に開示することとした場合，

法５条２号ロ及び６号に該当する旨主張する。 
     しかしながら，｢斜線を入れた枠｣部分は，おおむね本件特定の

法人が宅地造成を行った区域が示されているものであって，売却

相手方法人が本件土地について実施した宅地等の開発造成事業

及び分譲は既に終了したものであることにかんがみれば，これを

公開しない合理的な理由や小規模国有地売却事務の適正な遂行

に支障を及ぼすおそれがあるとは言えず，法５条２号ロ及び６号

のいずれにも該当しない。 
94 答申１４（行情）４８３ 

「茨木労働基準監督署に提

出された再発防止対策書の

不開示決定に関する件」 

 

・ 再発防止対策書につき，

事業主から自主的に提出

されたものであることを

認めつつも２号ロ該当を

否定 

２ 不開示情報該当性について  
（略） 

（２）法５条２号ロ該当性について  
     諮問庁は，再発防止対策書は，事業者の自主的な再発防止活動の

一つとして，労働安全衛生行政機関からの指導を受けることを目的

として，任意に提出するものであり，その前提として当該再発防止

対策書が公にはされないとの慣行となっているところであるから，

本件対象文書は法５条２号ロの「行政機関の要請を受けて，公にし

ないとの条件で任意に提供されたものであって，法人等又は個人に

おける通例として公にしないこととされているもの」に該当すると

主張する。 
     再発防止対策書の提出に法令上の根拠や，厚生労働省から地方労

働局に発出した通達や事務連絡は存在せず，大阪労働局においても

基本となる局内通達や事務連絡は存在していないが，審査会の調査

によれば，少なくとも同局内においては，自主的に再発防止対策書



を求める行政指導の手法は，長期間にわたって一般的に行われてい

ることが認められ，また，それを前提とした局内通達も発出されて

いる。 
     このように労働災害の再発防止という政策の実施手段の一環と

して行われている再発防止対策書の提出については，たとえそれが

法令等に基づくものではなく事業者によって自主的に行われてい

るものであったとしても，法５条２号ロの「行政機関の要請を受け

て，公にしないとの条件で任意に提供されたもの」に該当すると認

めることは困難である。 
     よって，本件対象文書については，法５条２号ロに該当するもの

とは認められない。  
95 答申１５（行情）７２４ 

「航空機衝突防止装置の作

動時に提出する報告書（ＲＡ

レポート）の不開示決定に関

する件」  

 

・ 法５条２号ロにつき，提

出するかどうか選択がで

きないような場合は「任

意」の提出とは言えないと

したもの 

３ 本件対象文書の不開示情報該当性について 
（略） 

（２）法５条２号該当性について 
（略） 
また，諮問庁は，運航者から提出されたＲＡ（航空機に搭載され

たＴＣＡＳ（航空機衝突防止装置）が，当該航空機を操縦するパイ

ロットに発信する回避指示（レゾリューション・アドバイザリー）

の略称）レポートについて，ＡＩＣ（航空法９９条に基づく航空情

報サーキュラー（運航の安全，飛行の方法，技術，行政又は法律上

の事項に関する説明的，助言的性格の情報））における「秘密は厳

守される。」という条件を前提に，法人が任意で提出しているもの

であることを根拠に，法５条２号ロにも該当する旨説明する。 
しかしながら，ＡＩＣにおける上記条件を国土交通省が付してい

るのは，そもそもＲＡが作動したか否かはパイロットのみが知り得

るもので，当該パイロットの協力が得られなくなれば，国土交通省

によるＲＡに関する情報の収集に支障を来すことから，情報源であ

るパイロットを秘匿することを保証しようという趣旨であって，本

件対象文書のすべての記載部分を公にしないとの条件を付した趣

旨とは考えられない。また，ＡＩＣでは，「運航者は，パイロット

から提出されたＲＡレポートを速やかに（中略）送付すること。」

としており，このような記載がＡＩＣにされていることにかんがみ

れば，パイロットから提出されたＲＡレポートを運航者がその内容

により提出しないといった選択をするといったことは考えられず，

法人から任意に提供されているものとも認められない。よって，本

件対象文書は，法５条２号ロの「行政機関の要請を受けて，公にし

ないとの条件で任意に提供されたもの」には該当しない。 
28-7 答申２８（行情）２４７ 

「中央環境審議会大気・騒

音振動部会水銀大気排出対

策小委員会の非公開資料の

一部開示決定に関する件」 

 

・ 原則公開とされている委

員会の会議において，委員

限りとして配布された資

２ 本件不開示部分の不開示情報該当性について 
（略） 

（２）諮問庁から提出を受けた運営方針を当審査会において確認したと

ころ，会議資料及び会議録の非公開に関する定めは，諮問庁の上記

（１）オのとおりであると認められる。 
   また，当審査会事務局職員をして環境省のウェブサイトを確認さ

せたところ，第２回ないし第４回の小委員会において業界団体より

提供を受けた資料のうち，委員限りとされているページ（本件対象

文書）は掲載されておらず，小委員会の議事録も，本件不開示部分



料の一部について，法５条

２号ロに該当するとした

例 

に触れた発言については，その数値等が「●」で表示されており，

議事録の末尾には「※「●」は非公開資料に係る発言」と付記され

ていることが認められた。 
（３）以上を踏まえ，以下検討する。 

ア まず，上記（２）のウェブサイトの確認結果を踏まえれば，諮

問庁が説明するとおり，本件対象文書は，環境省からの要請によ

って，公にしないとの条件で任意に提供されたものと認められ

る。 
イ そこで，以下，本件対象文書が，上記アのように公にしないと

の条件を付することが合理的なものといえるかについて検討す

る。 
（ア）本件不開示部分のうち，別紙３に掲げる部分を除く部分につ

いて 
まず，当該部分に記載された情報は，水銀濃度の分析結果等

に関するものや，各法人において設置している排ガス処理設備

の詳細等に関するものであると認められる。こうした情報は，

諮問庁が上記（１）エにおいて説明するとおり，法人等におい

て通例として公にしないこととされている情報であると認め

られるため，その情報の性質に照らし，公にしないとの条件を

付することが合理的なものであると認められる。 
なお，運営方針によると，小委員会の会議は原則として公開

されており，その席上で本件不開示部分の内容にも一部言及さ

れていたことに照らすと，もともと，本件不開示部分について

も，傍聴者のいる会議の場でその内容が一部口頭で述べられる

可能性があることは念頭に置かれていたと思われる。しかし，

そのことと資料自体を公にすることとは，その影響力において

格段の差があるのであるから，上記の点が念頭に置かれていた

からといって，公にしないとの条件を付することの合理性が否

定されるものではない。 
また，異議申立人は，水銀の問題の本質を国民に説明し，そ

の対応を求めるならば，本件不開示部分の内容も公開すべきで

ある旨主張しているが，本件不開示部分は，人の生命，健康，

生活又は財産の保護のため公にすることが必要な情報に該当

するとまでは認められないから，法５条２号ただし書に該当せ

ず，異議申立人の主張は採用できない。 
以上より，本件不開示部分のうち，別紙３に掲げる部分を除

く部分は，法５条２号ロに該当し，同条２号イ及び５号につい

て判断するまでもなく，不開示としたことは妥当である。 
（イ）本件不開示部分のうち，別紙３に掲げる部分について 

当該部分について，当審査会事務局職員をして諮問庁に確認

させたところ，改めて確認した結果，原処分の時点において，

当該部分はシンポジウムやフォーラム等において公表されて

いたものであったことが判明したとのことであるため，当該部

分は，公にしないとの条件を付することが合理的なものとは認

められないばかりか，これを公にしても，当該法人等の権利，

競争上の地位その他正当な利益を害するおそれや，不当に国民



の間に混乱を生じさせるなどのおそれがあるとも認められな

いから，法５条２号イ及びロ並びに５号のいずれにも該当せ

ず，開示すべきである。 
 

6-9 答申６（行情）８６２ 

「新型コロナウイルス感染

症対策に係る「ミーティン

グにおける資料」等の一部

開示決定に関する件」 

 

・ 新型コロナワクチンの

広報の検討のための情報に

ついて、特定法人の新型コ

ロナウイルス感染症に関す

る調査結果を推測し得る記

載が存し、これは法人等に

おいて通例として公にしな

いこととされている情報で

あると認められるから、そ

の当時の状況及びその情報

の性質に照らし、公にしな

いとの条件を付することが

合理的であるものと認めら

れ、法５条２号ロに該当す

るとした例 

２ 本件各不開示部分の不開示情報該当性について 

（略） 

（２）行政機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に法人か

ら提供された情報 

ア 文書７の不開示部分（４頁目、５頁目の一部、８頁目、９頁

目の一部及び１７頁目の一部）には、新型コロナワクチンの広

報の検討のための情報が記載されていることが認められる。 

イ これを検討するに、諮問庁は、標記不開示部分は、行政機関

からの要請により、特定法人Ａから不開示を条件として提示を

受けたものである旨説明するところ、当該不開示部分には、特

定法人Ａの新型コロナウイルス感染症に関する調査結果を推測

し得る記載が存し、これは法人等において通例として公にしな

いこととされている情報であると認められるから、その当時の

状況及びその情報の性質に照らし、公にしないとの条件を付す

ることが合理的なものであるものと認められる。 

したがって、当該不開示部分は、法５条２号ロに該当し、不

開示としたことは妥当である。 

 
 

 


